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2023 年 2月27日

私たちは厨房環境提案企業から、厨房の未来創造企業へ。

一歩先を行く、現場のニーズをしっかりつかむ創造力で

厨房に関わる人たちの未来を変えていきます。

厨房の未来は
NITCHOの提案力が
担います
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※「スチコン式再加熱カート」はニチワ電機株式会社の登録商標です
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2023 年 2月21日初校

023140-01_ 月刊厨房 _2023 年 3月号 _工業入門広告 - 法令集

一般社団法人 日本厨房工業会　https://www.jfea.or.jp

業務用厨房関係法令集
業務用厨房の設計と施工には、さまざまな法令が関係して
います。本書は、厚生労働省、経済産業省、国土交通省、総
務省、文部科学省、環境省、農林水産省、財務省の各種法令
から、厨房の設計･施工に際して必要とされる法律･政令･
省令･条例・通達などを収録した書籍です。安全・安心な厨
房の設計・施工のために、必携の一冊です。

第１章　厚生労働省関係……食品衛生法（抄）、健康増進法（抄）他
第２章　経済産業省関係……ガス事業法（抄）、電気事業法（抄）他
第３章　国土交通省関係……建築基準法（抄）、下水道法（抄）他
第４章　総務省関係……消防法（抄）、火災予防条例（例）（抄）他
第５章　文部科学省関係……学校給食法（抄）、学校給食衛生管理基準他
第６章　環境省関係……環境基本法（抄）、水質汚濁防止法（抄）他
第７章　農林水産省関係……食品循環資源の再生利用等の促進に
　　　 　　　　　　　　　 関する法律（抄）他
第８章　財務省関係……減価償却資産の耐用年数等に関する省令（抄）

2021年版

1992年の初版刊行以来、業界唯一の厨房設備の
専門書・入門書の最新版。

一般社団法人 日本厨房工業会　https://www.jfea.or.jp

厨房設備工学入門 第9版
●各種厨房機器の解説から、設計・施工、電気・ガス・給排水衛生と
保守管理まで総合的に解説

●厨房設備設計の独学に最適な入門書
●厨房設備士資格受験者・合格者必携の書籍
●テーマ別の章立てと見やすい索引・目次で、実務に役立つリファ
レンスマニュアルに！

●厨房業界のプロフェッショナルと学識経験者による的確かつ有
用な解説

●構成・文章・レイアウトを見直し、より分かりやすく
●豊富な写真・図表で知識を視覚的に整理
●SI単位系における定義の見直しを反映

厨房設備
工学入門

一般社団法人　日本厨房工業会

監修　教材検討委員会

2023年4月
発売

会員：8,800円　非会員：13,200円 （いずれも税込・送料込）



今月の
ゲスト

厨房業界と現在の会社に入った
きっかけについてお教えください。

小山　高校の情報処理科を卒業し、一般事務として
入社しました。4年間、営業事務として、常に丁寧で正
確に物事を進めていくよう心がけ、そのうち2年間、毎
日回ってくる大量の伝票をシステムに入力し請求書を
発行するなど、事務所内で書類に埋もれる日々を送っ
てきました。会社の営業チームやメンテナンスチームが
実際にどのような状況の中で仕事をしているか？　接
する機会はまったくありませんでした。そんな中、大口
法人のお客さまの見積もり作成の担当をさせていただ
くようになりました。最初は前任の営業の方にご指導い
ただきながら、私のモットーである「常に丁寧で正確に
物事を進める」を心がけていました。見積もりに出てく
る商品名や施工名など、初めて聞くことばかりで最初
は戸惑っていました。初めての言葉はネットで検索し
て、説明と写真を確認しながら知識を蓄えていました。
そんな中、入社5年目の2022年4月に、事務職から現
在の職場である営業職への異動を命じられました。

お仕事の内容は？　やりがいは？

小山　私はグリスフィルター事業部の営業チームに所
属しております。担当業務はサポート営業です。新規開
拓の営業チームと、既存店さまを日々回るルートメンテ
ナンスチームなどの直接部門のサポートをするのが私
の仕事です。異動当初、直接部門の仕事を把握するた

め、ルートメンテナンスに同行
して作業を手伝ったり、営業
チームに同行して飛び込み
営業も経験させていただきま
した。新規オープン前の飲食
店に飛び込んでお話を聞い
ていただき、人生で初めての
「ご契約」を頂戴しました。私

の拙い説明にも関わらずご理解いただいたことに、感
謝です。現在の私の仕事は、グリスフィルターのレンタ
ルメンテナンスを新規にご契約いただいた飲食店さま
に対し、防火設備の清掃や排気設備の改修工事、空
調機の定期メンテナンスなどを新たにご提案するこ
と。また、既存のお客さまからの依頼に対し見積もり書
作成、工事の手配、立ち会いなど、すべて任せていた
だいております。たくさんのお客さまや業者さまとお会
いできることで、日々勉強させていただいております。
これまでの事務職とは違い外に出る機会が多くなり、
ペーパードライバーだった私が、一人で車を運転して
行動していることに驚いています。

今後のあなたの夢を教えてください。

小山　グリスフィルターはもちろん、さまざまな設備知
識を身につけ、お客さまが何を求めているのか一番に
考え、幅広い提案ができるようになりたいです。失敗を
恐れず何事にもチャレンジし、経験を重ね、自信につな
げたいです。プライベートでは、各地に旅行に行きたい
です。ご当地のおいしいものを食べたり、自然に触れた
りして、アウトドアな休日を過ごしたいです。まだ新型コ
ロナ禍が続いていますが、少しずつ事態が収束し、以
前のような世の中になることを願うばかりです。

厨房 　　が行く！
vol.96
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シーケークリーンアド 株式会社 
小山　亜海さんグリスフィルター事業部　サポート営業担当

　入社前の面接で受けた笑顔の明るい印象を今で
も覚えています。小山さんは地道に努力をし、常に
丁寧で正確に物事を進めていくよう心がけて日々
業務に取り組んでいます。昨年より営業職となり、
これまでにない環境の変化を感じていると思いま
す。仕事の負荷に対し一切泣き言を口にしないの
で、心配になる時が多々あります。担当しているサ
ポート営業職はこれからさらに広がる部門であり、
将来は「チーム小山」を結成し、その中心として幅広
く活躍する姿を見ることを楽しみにしています。

（名古屋営業所 所長・渡邉修久）

　入社前の面接で受けた笑顔の明るい印象を今で

職場の方からエール

が行く！が行く！が行く！
vol.vol.vol.969696

 株式会社 

女子厨房 　　厨房 　　厨房 　　
シーケークリーンアド

厨房 　　厨房 　　厨房 　　が行く！が行く！が行く！
vol.vol.vol.

シーケークリーンアド 株式会社 

女子厨房 　　厨房 　　厨房 　　女子厨房 　　厨房 　　厨房 　　女子厨房 　　厨房 　　厨房 　　女子厨房 　　厨房 　　厨房 　　女子厨房 　　厨房 　　厨房 　　女子厨房 　　厨房 　　厨房 　　女子女子厨房 　　厨房 　　厨房 　　女子厨房 　　厨房 　　厨房 　　女子女子女子女子女子女子女子女子女子女子女子女子女子女子女子女子

全方位で働く小山さん

2023 年 2月21日初校

023140-01_ 月刊厨房 _2023 年 3月号 _工業入門広告 - 法令集

一般社団法人 日本厨房工業会　https://www.jfea.or.jp

業務用厨房関係法令集
業務用厨房の設計と施工には、さまざまな法令が関係して
います。本書は、厚生労働省、経済産業省、国土交通省、総
務省、文部科学省、環境省、農林水産省、財務省の各種法令
から、厨房の設計･施工に際して必要とされる法律･政令･
省令･条例・通達などを収録した書籍です。安全・安心な厨
房の設計・施工のために、必携の一冊です。

第１章　厚生労働省関係……食品衛生法（抄）、健康増進法（抄）他
第２章　経済産業省関係……ガス事業法（抄）、電気事業法（抄）他
第３章　国土交通省関係……建築基準法（抄）、下水道法（抄）他
第４章　総務省関係……消防法（抄）、火災予防条例（例）（抄）他
第５章　文部科学省関係……学校給食法（抄）、学校給食衛生管理基準他
第６章　環境省関係……環境基本法（抄）、水質汚濁防止法（抄）他
第７章　農林水産省関係……食品循環資源の再生利用等の促進に
　　　 　　　　　　　　　 関する法律（抄）他
第８章　財務省関係……減価償却資産の耐用年数等に関する省令（抄）

2021年版

1992年の初版刊行以来、業界唯一の厨房設備の
専門書・入門書の最新版。

一般社団法人 日本厨房工業会　https://www.jfea.or.jp

厨房設備工学入門 第9版
●各種厨房機器の解説から、設計・施工、電気・ガス・給排水衛生と
保守管理まで総合的に解説

●厨房設備設計の独学に最適な入門書
●厨房設備士資格受験者・合格者必携の書籍
●テーマ別の章立てと見やすい索引・目次で、実務に役立つリファ
レンスマニュアルに！

●厨房業界のプロフェッショナルと学識経験者による的確かつ有
用な解説

●構成・文章・レイアウトを見直し、より分かりやすく
●豊富な写真・図表で知識を視覚的に整理
●SI単位系における定義の見直しを反映 99999

厨房設備
工学入門

一般社団法人　日本厨房工業会

監修　教材検討委員会

2023年4月
発売

会員：8,800円　非会員：13,200円 （いずれも税込・送料込）
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厨房女子が行く！（96）───────────── シーケークリーンアド㈱

第23回厨房設備機器展開催報告

2022年度第43回厨房設備通信教育スクーリング報告

令和4年度技能検定（厨房設備施工）報告

2023年度厨房設備士資格認定試験 受験申し込み受け付けのお知らせ

2022年度フォローアップ研修会報告

図書および送料の価格改定のお知らせ

事例で学ぶ！　仕事に役立つ法律相談所　「物権変動に関する事例（4）」
────────── 坂本廣身法律事務所　弁護士　松岡正高／安本　樹

部外者がくる!!（46）　広島ガス㈱業務用ショールーム「BLUE LABO.」
──────────────────────────── にしかわたく

映画の見どころ・台所（105）　『新幹線大爆破』
───────────────────映画史・食文化研究家　斉田育秀

小倉朋子の食・心・美 Part.2（69）　「テーブルマナーとは」
───────────────────── ㈱トータルフード　小倉朋子

今から始める企業のためのSDGs実践講座  最終回
「SDGsのこれから～2030年に向けた展望を考える」
───── IRIS Research & Service／アイリス行政書士事務所　森 健人

最新外食トレンド2023（3）　　
「2022年、外食企業の売上動向」
───かなざわ食マネジメント専門職大学　フードサービスマネジメント学部

堀田宗徳

大 阪 営 業 所

福 岡 営 業 所

新 潟 営 業 所

名古屋出張所

〒535ー0031

〒815ー0033

〒950ー0916

〒450ー0002

大阪市旭区高殿 2ー 7ー 1 9

T E L  0 6 ( 6 9 2 2 ) 5 5 8 1 　 F A X  0 6 ( 6 9 2 1 ) 2 0 4 0

福岡市南区大橋 3ー 2 5ー 1  貞方ビルＤ号室  

T E L  0 9 2 ( 4 0 3 ) 0 2 5 5 　 F A X  0 9 2 ( 4 0 3 ) 0 2 5 7

新潟市中央区米山 1ー 5ー 5

T E L  0 2 5 ( 2 4 6 ) 0 1 6 6 　 F A X  0 2 5 ( 2 4 1 ) 3 8 3 3

名古屋市中村区名駅 5ー 2 2ー 2 3

T E L  0 5 2 ( 5 5 1 ) 1 0 2 1 　 F A X  0 5 2 ( 5 5 1 ) 1 0 2 2
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■ ■ ■ ■ ■ ■巻 頭 に よ せ て

　最近犬を飼い始めたのですが、近ごろの時流にたがわず室内飼育をすることになり、言葉
も通じない生き物と一緒に生活をすることになりました。まずはトイレの場所をどうやって覚え
させるのか、その場所でないとダメだとどうやって教えるのか。言葉が通じない相手にどう
やってルール通りの行動をさせるか、試行錯誤が続きました。間違った場所でトイレをしても、
叩いたり叱ったりは絶対ダメ。排泄をすることが悪いことだと思ったり、人間嫌いになったりし
てしまいます。食卓の私の席の真下で何度も粗相を繰り返すのですが、その度に決して怒ら
ず、平然と後始末をしながら、なぜ私の場所で何度もするのだろう？　ちょうどトイレに適した
位置なのか？　理由を考えるほどに、自分の席ってそんな場所なんだと思うと、何とも微妙な
気分になっていました。しかしながら上手にトイレの場所でできたら褒める、オヤツをあげると
いうことを繰り返し、成功体験とご褒美、肯定感を積み重ねることで、段 と々失敗をしないよ
うになっていきました。
　それなのにしばらくして、何故かトイレシーツから少しだけ外れた所でするようになり、失敗
することが増えてきました。何故なのだろうとトイレを大きくしてみたり、トイレシーツの種類を
変えてみたりと試してみましたが、何故か少しだけ外れた所でしてしまい、失敗してしまいま
す。犬も生後8ヵ月頃になると、人間でいう中学生ぐらいの年代に入り、思春期を迎えるそう
です。犬専用の空間として部屋の一部をケージ（柵）で囲い、その中にトイレと寝床を置いて
いるのですが、自分の寝床を触られるのを嫌がったり、都合の悪い時は呼んでも聞こえない
ふりをしたりと、確かに妙に反抗的な雰囲気が出てきました。ついこの前までは、散歩に出て
は誰にでもヘラヘラしながら尻尾を振り振り「チーッス！」とばかりに寄っていき、よく会う老
犬からは「ガウッッ！（しゃきっとせんかい！　若造が！）」と一喝されて尻尾を巻いていた
のですが、そういえば最近は散歩に出ると、自分の体長の倍ほどもある長さの木の枝を咥え
ては、首筋と尻尾をピンと伸ばしてあたかも自分で捕った獲物を見せびらかすように歩く様は
まさに中二病！（ネット用語で、厨房とはまったく関係ないのに「厨二病」とも書くらしいです
が）。遠くを見つめながら何か物思いにふけっていたり、散歩のルートを自分で決めようとした
り、生意気に少しずつ自我に目覚めているようです。
　そんな態度とトイレの失敗の連続に、まったく誰のおかげで飯が食えてると思ってるんだ
と、この時代に絶対に言えない悪態を犬にだけはつきながらも、もしかしてと思い、ケージか
ら寝床を出し（トイレの位置から寝床を離し）たところ、トイレの失敗をしなくなりました。これま
た生意気に、寝床の近くではしたくないという綺麗好きな一面が芽生えていたのでした。
　一緒に生活をする中で、私の方もいつの間にか少しだけ我慢や忍耐が身に着いたり、相
手の行動には何か理由があるのだなと改めて考えるようになったりと、自分も少しだけ変わ
れたような気がしています。

犬と私の成長
㈱中西製作所　堀田敦志
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第23回厨房設備機器展が開催
アジア最大規模の厨房設備機器専門の展示会が開催

　第23回厨房設備機器展が2023年2月7日（火）から10

日（金）まで開催された。この展示会は「第51回国際ホテ

ル・レストラン・ショー」、「第44回フード・ケータリング

ショー」と三展を合同開催するもので、"HCJ 2023"と総称

され、外食・給食・中食・宿泊産業に特化した専門展示

会として広く知られている。今回は新型コロナの第八波の

中であり、新型コロナウイルスに必要な対策を講じての開

催となったものの、来場者数は昨年比の約64％増という

結果になった。

　第23回厨房設備機器展のテーマは、「新しい日常を支

えるニッポン厨房最前線」。各出展企業が調理のデモン

ストレーションと試食物の配布をはじめとする新製品や主

力製品の説明を行った。

　工業会ブースでは工業会の活動や業務用厨房設備機

器基準や厨房設備士資格認定試験を紹介する展示を

行った。

　そして連日、東1ホール特設会場の給食・厨房セミナー

会場で（一社）日本厨房工業会主催セミナーが、会員企業

10社によって開催された。また、本誌連載でおなじみの小

倉朋子・㈱トータルフード代表取締役が、（一社）日本ホ

テル協会主催セミナー「Hotel Women Forum 2023」

で講演した。

これらに外食・中食関係や厨房設備設計・施工に携わ

る来場者は熱心に見学し、デモ機に触れ、質問を行っていた。

　次回「第24回厨房設備機器展」は、2024年2月13日

（火）～16日（金）に、東京ビッグサイト東展示棟で開催予

定である。

第23回厨房設備機器展開催概要
◆テーマ ： 「新しい日常を支える 
　　　　　ニッポン厨房最前線」
◆会　期 ： 2023年2月7日（火）～10日（金）
 10：00～17：00（最終日は16：30まで）
◆会　場 東京ビッグサイト東展示棟
　　　　  （1～8ホール）
◆出展社 583社／1,820小間（HCJ2023）
◆来場者数  4万6,457名

工業会関係
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　　第23回厨房設備機器展におきましては、新型コロナ

などの厳しい状況にもかかわらずご高配賜り有難うござ

いました。

　これもひとえにご来場くださいました皆さま、ご出展い

ただきました会員企業各社、展示会実行委員会の各委

員、事務局のご協力の賜物です。

　今回の厨房設備機器展のテーマは、前回同様に「新し

い日常を支えるニッポン厨房最前線」です。新型コロナ

が深刻な影響を及ぼす日本と飲食業界に、会員企業各社

による日本厨房工業会主催セミナー、IoTや人手不足対

応などにより、新しい日常をご提案する展示会となりまし

た。厳しい状況が続きますが、今回は来場された皆さまに

厨房設備機器展を通して、新型コロナの先にある新しい

日常の一端を実感していただけたことと存じます。

　飲食店は、円安・物価高騰、景気の低迷、人手不足や、

分煙、HACCP対応といったテーマと新型コロナ対策と

いう重い課題に直面しておりますが、われわれ厨房業界

はそれらをサポートし、日本の食の安心・安全のために前

進して参ります。今回の厨房設備機器展が、日本の食と

厨房の今後の発展の一助となったことと存じます。ご協

力いただいた皆さまに深く感謝させていただくと共に、今

後ともいっそうのご協力とご厚情を賜れれば幸いです。

広報担当副会長
　　中川　幹夫

工業会関係
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　第23回厨房設備機器展が2023年2月7日（火）から10

日（金）まで開催された。この展示会は「第51回国際ホテ

ル・レストラン・ショー」、「第44回フード・ケータリング

ショー」と三展を合同開催するもので、"HCJ 2023"と総称

され、外食・給食・中食・宿泊産業に特化した専門展示

会として広く知られている。今回は新型コロナの第八波の

中であり、新型コロナウイルスに必要な対策を講じての開

催となったものの、来場者数は昨年比の約64％増という

結果になった。

　第23回厨房設備機器展のテーマは、「新しい日常を支

えるニッポン厨房最前線」。各出展企業が調理のデモン

ストレーションと試食物の配布をはじめとする新製品や主

力製品の説明を行った。

　工業会ブースでは工業会の活動や業務用厨房設備機

器基準や厨房設備士資格認定試験を紹介する展示を

行った。

　そして連日、東1ホール特設会場の給食・厨房セミナー

会場で（一社）日本厨房工業会主催セミナーが、会員企業

10社によって開催された。また、本誌連載でおなじみの小

倉朋子・㈱トータルフード代表取締役が、（一社）日本ホ

テル協会主催セミナー「Hotel Women Forum 2023」

で講演した。

これらに外食・中食関係や厨房設備設計・施工に携わ

る来場者は熱心に見学し、デモ機に触れ、質問を行っていた。

　次回「第24回厨房設備機器展」は、2024年2月13日

（火）～16日（金）に、東京ビッグサイト東展示棟で開催予

定である。

第23回厨房設備機器展開催概要
◆テーマ ： 「新しい日常を支える 
　　　　　ニッポン厨房最前線」
◆会　期 ： 2023年2月7日（火）～10日（金）
 10：00～17：00（最終日は16：30まで）
◆会　場 東京ビッグサイト東展示棟
　　　　  （1～8ホール）
◆出展社 583社／1,820小間（HCJ2023）
◆来場者数  4万6,457名

工業会関係
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（一社）日本厨房工業会主催セミナー

　工業会は期間中全日、東1ホール特設会場の

給食・厨房セミナー会場で、（一社）日本厨房工業

会主催セミナーを開催。会員企業の㈱コメットカト

ウ、タニコー㈱、東京ガス㈱、ニチワ電機㈱、（一

社）日本エレクトロヒートセンター、㈱ハイサーブウ

エノ、服部工業㈱、フクシマガリレイ㈱、㈱フジマッ

ク、㈱マルゼンが熱弁を振るった。

工業会関係
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厨房設備機器展
会員企業出展ブース

㈱ISEKIトータルライフサービス ㈱ウィンターハルター・ジャパン

エイシン電機㈱ エース工機㈱ ㈱エム・アイ・ケー

イトヤ㈱

㈱エフ・エム・アイ

エレクター㈱ エレクトロラックス・プロフェッショナル・
ジャパン㈱

㈱オーディオテクニカ㈱エレミック/ワシオ厨理工業㈱

工業会関係
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（一社）日本厨房工業会主催セミナー

　工業会は期間中全日、東1ホール特設会場の

給食・厨房セミナー会場で、（一社）日本厨房工業

会主催セミナーを開催。会員企業の㈱コメットカト

ウ、タニコー㈱、東京ガス㈱、ニチワ電機㈱、（一

社）日本エレクトロヒートセンター、㈱ハイサーブウ

エノ、服部工業㈱、フクシマガリレイ㈱、㈱フジマッ

ク、㈱マルゼンが熱弁を振るった。

工業会関係

17　厨  房　2023.3



2023 年 2月24日3 校

023140-01_ 月刊厨房 _2023 年 3月号 _工業会関係 -HCJ

㈱大道産業 北沢産業㈱

キッチンテクノ㈱ クリタック㈱ ㈱コメットカトウ

㈱大穂製作所 押切電機㈱

コネクテッドロボティクス㈱

㈱サミー サラヤ㈱ サンタ㈱ ㈱サンテックコーポレーション

三和厨理工業㈱ スギコ産業㈱ タイジ㈱ 大和冷機工業㈱

タニコー㈱ ㈱千葉工業所 東英商事㈱ 東京ガス㈱

㈱TOSEI 直本工業㈱ ㈱中西製作所 ニチワ電機㈱

工業会関係
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（一社）日本エレクトロヒートセンター （一財）日本ガス機器検査協会 （公社）日本給食サービス協会

（公社）日本メディカル給食協会 ㈱野田ハッピー 服部工業㈱

ヒゴグリラー㈱ 

日本洗浄機㈱

（一社）日本弁当サービス協会

パナソニック産機システムズ㈱ フクシマガリレイ㈱

㈱フジマック ㈲藤村製作所 ホシザキ㈱

㈱富士工業所

ホバート・ジャパン㈱

㈱マルゼン ㈱モリチュウMEIKO Clean Solutions Japan㈱

ライステクノプロダクト㈱

マッハ機器㈱

㈱ラショナル･ジャパン

工業会関係
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㈱大道産業 北沢産業㈱

キッチンテクノ㈱ クリタック㈱ ㈱コメットカトウ

㈱大穂製作所 押切電機㈱

コネクテッドロボティクス㈱

㈱サミー サラヤ㈱ サンタ㈱ ㈱サンテックコーポレーション

三和厨理工業㈱ スギコ産業㈱ タイジ㈱ 大和冷機工業㈱

タニコー㈱ ㈱千葉工業所 東英商事㈱ 東京ガス㈱

㈱TOSEI 直本工業㈱ ㈱中西製作所 ニチワ電機㈱

工業会関係
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工業会関係

　2022年度厨房設備通信教育のスクーリングが2月

14・15日の2日間にわたって、全国4会場（東京・サン

パール荒川、名古屋・名古屋国際センター、大阪・大阪ガ

ス㈱ハグミュージアム、福岡・ARKビル）で一斉に実施

された。このスクーリングは、2022年4月より開講されて

いる第43回厨房設備通信教育の締め括りとなる行事

で、通信教育の総仕上げをすると共に、修業成績の評価

に資するもの。全国で128名の受講者が参加した。

　東京会場に関根建志・土井利

晃・阿部俊明・増尾真・宇田川

実・川村桂氏、名古屋会場には西

山慎治氏、大阪会場に安田道男・

湯浅真一氏、福岡会場には高橋正

光氏が講師として参加し、指導に当たった。

　1日目には製図の基本補講と2日目の筆記試験・設計

実技試験の課題要領などの説明が行われ、2日目には日

頃の学習成果が試される筆記試験・設計実技（必修）が

行われた。

　なお、通信教育委員会では設計実技における答案か

ら優秀作を選考。本誌5月号にて発表する予定となって

いる。

2022年度　第43回厨房設備通信教育の総仕上げ
全国4会場で128人が2日間のスクーリングに参加

試験の様子（東京会場）

　令和4年度技能検定（厨房設備施工）の実技試験が、
令和4年12月5日から令和5年2月12日にかけて実施さ
れた。
　この検定は、厚生労働省認定の国家資格「技能士
（厨房設備施工）」の試験について、指定機関である中
央職業能力開発協会および各都道府県の職業能力開

発協会が主体となり例年実施されているもので、当工業
会では、検定試験問題の作成、検定委員や検定補佐員
を推薦するなどの協力を行っている。実技試験では、与
えられた問題を基に図面を描き、機器の設置や接続、燃
焼試験などを行った。
　なお、合格発表は3月10日に行われ、通知される。

令和4年度 技能検定（厨房設備施工）
工業会協力の下、全国で資格試験が実施
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　工業会は、今年も全国で一斉に、厨房設備士資格認
定試験を実施する。
　この試験は、厨房レイアウト設計や厨房設備施工、保
守管理、衛生管理、関連設備（空調・電気・ガス・給排水
等）、厨房に関係する法令など、広範囲にわたり専門的
な知識を有する厨房設備士を認定するために行われ、
2023年は4月に工業会のホームページで申し込み受け
付け、7月に認定試験、8月に合格発表というスケジュー
ルを予定している。
　試験の詳細は、当工業会ホームページおよび
Twitterでお知らせする予定である。

HP：https://www.jfea.or.jp
Twitter：@JFEA_PR

2023年度厨房設備士資格認定試験
受験申し込み受け付けのお知らせ

東京受験会場（2022年度）

　2021年度厨房設備フォローアップ研修会が開催され
た。フォローアップ研修会は、（一社）日本厨房工業会が
教育サービスの一環として2005年度より開催している
もので、関係法令や厨房設計に関する最新知識を普及
する場として実施している。
　2022年度は、（一社）日本フードビジネスコンサルタン
ト協会理事・畑治氏を講師に迎え、「HACCPの考えを
厨房計画に」をテーマに、衛生的な厨房づくりのポイン
ト、衛生管理を意識した厨房レイアウト、厨房レイアウトの

問題点と改善例等についてご講義いただいた。最終的
に個人申込（会員企業所属）4人、個人申込（非会員企
業所属）4人、法人申込（会員企業）17社から申込があ
り、動画は637回視聴された。
　フォローアップ研修会は年度ごとに法令、火災予防、
設計ノウハウ等、バラエティに富んだテーマに基づいて
開催している。今後も順次開催される予定なので、興味
を持たれた方は、是非ご参加いただきたい。

２０２２年度フォローアップ研修会報告
オンラインで開催し、動画再生回数は637回

工業会だより 1月21日～2月20日

1.25
みずほリサーチ・環境省ヒアリング。大畑専務理事、由利事務局局
長。（Web会議）
1.25
（一社）国際観光日本レストラン協会 令和5年新年賀詞交歓会。谷
口会長、大畑専務理事。（八芳園3F・チャット）
1.25
（一社）日本総菜協会 セミナー・賀詞交歓会。由利事務局局長。（東京
会館）
1.27
2022年度第10回インターネットオブキッチンプラットフォーム運
営ＷＧ。由利事務局局長。（東芝デジタルソリューション社会議室）
1.31
（一社）日本設備設計事務所協会連合会 新年のつどい。大畑専務理
事。（如水会館・スターホール）

2.14～15
厨房設備通信教育東京会場スクーリング。関根・土井各副委員長、
湯浅、阿部、増尾、宇田川、川村各氏、大畑専務理事、由利事務局局
長、太田職員、中津川職員、花田職員。（サンパール荒川3階・小
ホール）
2.17
JIS Z7161原案作成委員会。由利事務局局長。（Web会議）

※新型コロナウイルス対応のため、理事会・委員会等は最低限の開催
とし、事務局は在宅勤務を進めています。

工業会関係
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工業会関係

　2022年度厨房設備通信教育のスクーリングが2月

14・15日の2日間にわたって、全国4会場（東京・サン

パール荒川、名古屋・名古屋国際センター、大阪・大阪ガ

ス㈱ハグミュージアム、福岡・ARKビル）で一斉に実施

された。このスクーリングは、2022年4月より開講されて

いる第43回厨房設備通信教育の締め括りとなる行事

で、通信教育の総仕上げをすると共に、修業成績の評価

に資するもの。全国で128名の受講者が参加した。

　東京会場に関根建志・土井利

晃・阿部俊明・増尾真・宇田川

実・川村桂氏、名古屋会場には西

山慎治氏、大阪会場に安田道男・

湯浅真一氏、福岡会場には高橋正

光氏が講師として参加し、指導に当たった。

　1日目には製図の基本補講と2日目の筆記試験・設計

実技試験の課題要領などの説明が行われ、2日目には日

頃の学習成果が試される筆記試験・設計実技（必修）が

行われた。

　なお、通信教育委員会では設計実技における答案か

ら優秀作を選考。本誌5月号にて発表する予定となって

いる。

2022年度　第43回厨房設備通信教育の総仕上げ
全国4会場で128人が2日間のスクーリングに参加

試験の様子（東京会場）

　令和4年度技能検定（厨房設備施工）の実技試験が、
令和4年12月5日から令和5年2月12日にかけて実施さ
れた。
　この検定は、厚生労働省認定の国家資格「技能士
（厨房設備施工）」の試験について、指定機関である中
央職業能力開発協会および各都道府県の職業能力開

発協会が主体となり例年実施されているもので、当工業
会では、検定試験問題の作成、検定委員や検定補佐員
を推薦するなどの協力を行っている。実技試験では、与
えられた問題を基に図面を描き、機器の設置や接続、燃
焼試験などを行った。
　なお、合格発表は3月10日に行われ、通知される。

令和4年度 技能検定（厨房設備施工）
工業会協力の下、全国で資格試験が実施
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　諸般の事情により、2023年4月1日から図書および送料の価格を下記の通り改定させ
ていただきます。なお、現行の販売価格および送料が適用されるのは、3月24日（金）ま
でにお申込みおよびご入金が完了した場合となります。
　上記につきましてご理解賜りますよう、何卒よろしくお願いいたします。
　その他、ご不明な点は下記フォームよりお問い合わせください。
　https://www.jfea.or.jp/contact/contact.html

1. 図書の価格について（税込価格）

※「月刊厨房誌」の価格に変更はございません。
※「厨房設備工学入門 第９版」は、2023年4月1日より販売を開始いたします。
　それに伴い、「厨房設備工学入門 第8版」は3月24日で販売を終了いたします。
※2023年度厨房設備士資格認定試験では、「厨房設備工学入門 第9版」から出題予
　定です。

2. 送料について
　変更前：2冊までは￥500（税込）、3冊以上の場合は実費（要問合せ）
　変更後：送料無料（ただし、海外への発送は別途送料を頂戴します）

図書および送料の価格改定のお知らせ

記

工業会関係

業務用厨房関係法令集2021年版
　　　　　　　　（会員企業価格）
厨房設備工学入門 第9版
　　　　　　　　（会員企業価格）
会員名簿
業務用厨房機器に関する実態調査
　　　　　　　　（会員企業価格）

図書名 変更前
￥5,500
￥4,400
－
－

￥2,500
￥5,500
￥3,300

変更後
 ￥6,600 （内、消費税   ￥600）
 ￥5,500 （内、消費税   ￥500）
 ￥13,200 （内、消費税￥1,200）
 ￥8,800 （内、消費税   ￥800）
 ￥8,800 （内、消費税   ￥800）
 ￥11,000 （内、消費税￥1,000）
 ￥5,500 （内、消費税   ￥500）
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■送付先（記入モレの無いようお願い致します。） 　  送金予定日：　　　　月　　　　日頃予定

会社名： 　　　　　　　　　　　　　　　所属部署： 　　　　　　　　　氏名：
送付先：〒 (ご自宅へ送付の場合は、日中のご連絡先(会社等)のお電話もご記入下さい。)

(自宅・会社)

購入目的：□ 厨房設備士資格認定試験受験　　　□ 技能検定（厨房設備施工）受検　　　□ その他

電話 (会社) ：　　　　　　　　　　　 (自宅・携帯) ： 　　　　　　　　　　　FAX：

Mail-Address： 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　厨房設備士登録番号：

■お支払方法（振込手数料はお客様にてご負担ください。お振込名義とお申込者名が異なる場合は、お知らせください。）
銀行口座 みずほ銀行 芝支店 ( 0 5 4 )  普通口座NO.２３１９２１６(最寄の金融機関にて直接お振込み下さい)
郵便振替 ００１８０－８－１７５２８０(郵便局備え付けの青い用紙をお使い下さい)
いずれも口座の名義は一般社団法人日本厨房工業会です。
　　　　　〒101-0041 東京都千代田区神田須田町2-2-5 翔和須田町ビルⅡ 8階
　　　　　　　　　　　一般社団法人日本厨房工業会　TEL03-5244-4834

■以下の事項をご理解の上、お申し込みください。
＊発送は入金確認後になります。
＊請求書は、発行しておりません。銀行振込、郵便振替のお振込控えを領収書に換えさせて頂いております。
＊お申し込み後、３ヶ月経過しても入金が確認できない場合は、申込書を処分させて頂きます。
＊定期購読の場合、途中解約による返金は行っておりません。また、他の図書を同封して発送することはできません。
＊ご記入いただいた情報は、書籍の発送、お支払いの確認、当会からの各種ご案内（図書案内、アンケート等）以外の目的には
使用いたしません。

■送料について
＊月刊厨房を除いた図書を２冊までご購入される方は、全国一律５００円を頂戴いたします。３冊以上ご購入される場合は実費
を頂戴いたしますので別途ご連絡ください。
＊送付先が複数ある場合は、各々送料を頂戴いたします。
＊海外への送料は別途ご連絡ください。

図書申込書

＊会員企業名は、ホームページでご覧頂けます。
　　URL：https://www.jfea.or.jp

※各図書の価格・送料等が4月1日以降変更になります。詳細はp.22をご覧ください。

（ＦＡＸにてお申し込みください）

一般社団法人日本厨房工業会 行

FAX０３－５２４４－４８３５
図書名 税込価格 送   料 申込数 料   金

業務用厨房関係法令集2021年版

 〃 （会員企業価格）

厨房設備工学入門第8版

 〃 （会員企業価格）

会員名簿

業務用厨房機器に関する実態調査

 〃 （会員企業価格）

月刊厨房 （半 年）

 〃 （年 間）

 〃 （厨房設備士・年 間）

5,500円

4,400円

8,800円

6,600円

2,500円

5,500円

3,300円

冊

冊

冊

冊

冊

冊

冊

※注)送料
合　計

円

円

円

円

円

円

円

円

円

2,640円

5,280円

3,300円

不　要

不　要

不　要

冊

冊

冊

円

円

円

2冊まで500円。
(海外を除く)
3冊以上のご注
文は別途ご連絡
下さい。

　諸般の事情により、2023年4月1日から図書および送料の価格を下記の通り改定させ
ていただきます。なお、現行の販売価格および送料が適用されるのは、3月24日（金）ま
でにお申込みおよびご入金が完了した場合となります。
　上記につきましてご理解賜りますよう、何卒よろしくお願いいたします。
　その他、ご不明な点は下記フォームよりお問い合わせください。
　https://www.jfea.or.jp/contact/contact.html

1. 図書の価格について（税込価格）

※「月刊厨房誌」の価格に変更はございません。
※「厨房設備工学入門 第９版」は、2023年4月1日より販売を開始いたします。
　それに伴い、「厨房設備工学入門 第8版」は3月24日で販売を終了いたします。
※2023年度厨房設備士資格認定試験では、「厨房設備工学入門 第9版」から出題予
　定です。

2. 送料について
　変更前：2冊までは￥500（税込）、3冊以上の場合は実費（要問合せ）
　変更後：送料無料（ただし、海外への発送は別途送料を頂戴します）

図書および送料の価格改定のお知らせ

記

工業会関係

業務用厨房関係法令集2021年版
　　　　　　　　（会員企業価格）
厨房設備工学入門 第9版
　　　　　　　　（会員企業価格）
会員名簿
業務用厨房機器に関する実態調査
　　　　　　　　（会員企業価格）

図書名 変更前
￥5,500
￥4,400
－
－

￥2,500
￥5,500
￥3,300

変更後
 ￥6,600 （内、消費税   ￥600）
 ￥5,500 （内、消費税   ￥500）
 ￥13,200 （内、消費税￥1,200）
 ￥8,800 （内、消費税   ￥800）
 ￥8,800 （内、消費税   ￥800）
 ￥11,000 （内、消費税￥1,000）
 ￥5,500 （内、消費税   ￥500）
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■ 1.総論

　前回に引き続き、民法の物権変動に関する事例を
取り扱う。今回は、動産の物権変動をテーマとする。
　不動産物権変動の対抗要件は、登記である（民
法177条）が、動産物権変動の対抗要件は「引渡
し（＝占有の移転）」（民法178条）である。

■ 2.事例①

　Bは新しくパソコンを購入したため、持っていた古
いパソコンをAに貸し渡した。しばらくして、古いパ
ソコンの中に入っているシステムを使うため、Aに
パソコンを返して欲しいと言うと、Aは、「Cにパソコ
ンを売ってしまった、パソコンはCが持っている」と
言い、返還できないと回答してきた。BはCからパソ
コンを返してもらえるか。

■ 3.解説①

　民法192条は、「取引行為によって、平穏に、か
つ公然と動産の占有を始めた者は、善意であり、か
つ過失がないときは、即時にその動産について行
使する権利を取得する」と定める。これを「即時取
得」と言う。
　動産の占有取得者の占有という、動産に関する
権利の外形に対する信頼（パソコンを実際に持っ

ていたのだから、Aはパソコンを売る権利を持って
いるとの信頼）を特に保護することとし、無権利の
動産占有者（＝実際にはパソコンの所有者ではな
いA）と取り引きをした者に、一定の要件のもと、権
利取得を認める考え方である。
　事例①において、例えば、CはBと仲が良く、Aが
持っているパソコンはBの所有物であることを知っ
ていた場合（この知っていることを「悪意」という。
対義語が「善意（知らないこと）」）には、即時取得
の要件を満たさない。そのため、パソコンはCが取
得することはできず、Bはパソコンを取り返すことが
できる。
　事例①において、Cが、パソコンがBのものであ
るとは知らず、また知らなかったことについて過失
がないと言える場合には、既にパソコンはCがAか
ら購入し、占有している状態であるため、Bは取り
返すことができない。
　なお、この場合でも、BはAに対して、損害賠償請
求を行うことができる。

■ 4.事例②

　Bは新しくパソコンを購入したため、持っていた
古いパソコンをAに貸し渡した。しばらくして、古い
パソコンの中に入っているシステムを使うため、A
にパソコンを返して欲しいというと、AはBのパソコ
ンを確かに持っていた。

　しかし、Aは、1週間前にCにこのパソコンを売っ
てしまって、代金をもらった、その際にCに対して、C
のために持っておくと約束したと言った。Bはパソコ
ンを返してもらえるか。

■ 5.解説②

　譲渡人が目的物を現実に所持し、譲渡後も譲渡
人がその所持を続けることを前提に目的物の現実
の移動なしに、譲渡人が譲受人に対して、譲渡後
は譲受人のために占有する意思表示をすることに
より占有を移転することを「占有改定」という。
　この場合、物は現実には移動していないが、概念
上占有は移転していると考えられる。
　この点、判例は、占有改定は即時取得の要件た
る「占有の取得」に該当しないと判断している（最
判昭和35年2月11日民集14巻2号168頁）。
　その理由は、即時取得の成立には無権利者から
の譲受人が一般外観上、従来の占有状態に変更
を生ずるような占有を取得することが必要と考えら
れるところ、占有改定の方法による占有取得は、外
観上の占有状態に変更を生ずるものではないため

と言われる。
　よって、事例②の場合、AがCのために持ってお
くと約束したことは、占有改定に該当すると考えら
れ、占有改定による即時取得は認められないとの
判例に従い、BはCからパソコンを取り返すことが
できる。
　この場合、Cは、Aとの間の売買契約について、
詐欺取り消しや錯誤取り消しを主張できるし、パソ
コンを引き渡すという義務が履行不能になるため、
契約の解除も当然認められる。
　取り消し、解除に伴い、Aから売買代金を請求す
ることも可能となる。

坂本廣身法律事務所
弁護士：松岡正高
　同　：安本　樹

事例で学ぶ！　仕事に役立つ法律相談所

坂本廣身法律事務所

「物権変動に関する事例（4）」「物権変動に関する事例（4）」
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■ 1.総論

　前回に引き続き、民法の物権変動に関する事例を
取り扱う。今回は、動産の物権変動をテーマとする。
　不動産物権変動の対抗要件は、登記である（民
法177条）が、動産物権変動の対抗要件は「引渡
し（＝占有の移転）」（民法178条）である。

■ 2.事例①

　Bは新しくパソコンを購入したため、持っていた古
いパソコンをAに貸し渡した。しばらくして、古いパ
ソコンの中に入っているシステムを使うため、Aに
パソコンを返して欲しいと言うと、Aは、「Cにパソコ
ンを売ってしまった、パソコンはCが持っている」と
言い、返還できないと回答してきた。BはCからパソ
コンを返してもらえるか。

■ 3.解説①

　民法192条は、「取引行為によって、平穏に、か
つ公然と動産の占有を始めた者は、善意であり、か
つ過失がないときは、即時にその動産について行
使する権利を取得する」と定める。これを「即時取
得」と言う。
　動産の占有取得者の占有という、動産に関する
権利の外形に対する信頼（パソコンを実際に持っ

ていたのだから、Aはパソコンを売る権利を持って
いるとの信頼）を特に保護することとし、無権利の
動産占有者（＝実際にはパソコンの所有者ではな
いA）と取り引きをした者に、一定の要件のもと、権
利取得を認める考え方である。
　事例①において、例えば、CはBと仲が良く、Aが
持っているパソコンはBの所有物であることを知っ
ていた場合（この知っていることを「悪意」という。
対義語が「善意（知らないこと）」）には、即時取得
の要件を満たさない。そのため、パソコンはCが取
得することはできず、Bはパソコンを取り返すことが
できる。
　事例①において、Cが、パソコンがBのものであ
るとは知らず、また知らなかったことについて過失
がないと言える場合には、既にパソコンはCがAか
ら購入し、占有している状態であるため、Bは取り
返すことができない。
　なお、この場合でも、BはAに対して、損害賠償請
求を行うことができる。

■ 4.事例②

　Bは新しくパソコンを購入したため、持っていた
古いパソコンをAに貸し渡した。しばらくして、古い
パソコンの中に入っているシステムを使うため、A
にパソコンを返して欲しいというと、AはBのパソコ
ンを確かに持っていた。

　しかし、Aは、1週間前にCにこのパソコンを売っ
てしまって、代金をもらった、その際にCに対して、C
のために持っておくと約束したと言った。Bはパソコ
ンを返してもらえるか。

■ 5.解説②

　譲渡人が目的物を現実に所持し、譲渡後も譲渡
人がその所持を続けることを前提に目的物の現実
の移動なしに、譲渡人が譲受人に対して、譲渡後
は譲受人のために占有する意思表示をすることに
より占有を移転することを「占有改定」という。
　この場合、物は現実には移動していないが、概念
上占有は移転していると考えられる。
　この点、判例は、占有改定は即時取得の要件た
る「占有の取得」に該当しないと判断している（最
判昭和35年2月11日民集14巻2号168頁）。
　その理由は、即時取得の成立には無権利者から
の譲受人が一般外観上、従来の占有状態に変更
を生ずるような占有を取得することが必要と考えら
れるところ、占有改定の方法による占有取得は、外
観上の占有状態に変更を生ずるものではないため

と言われる。
　よって、事例②の場合、AがCのために持ってお
くと約束したことは、占有改定に該当すると考えら
れ、占有改定による即時取得は認められないとの
判例に従い、BはCからパソコンを取り返すことが
できる。
　この場合、Cは、Aとの間の売買契約について、
詐欺取り消しや錯誤取り消しを主張できるし、パソ
コンを引き渡すという義務が履行不能になるため、
契約の解除も当然認められる。
　取り消し、解除に伴い、Aから売買代金を請求す
ることも可能となる。

【顧問契約先】
坂本廣身法律事務所
〒104-0061  東京都中央区銀座6丁目13番4号  長山ビル5階
電話番号：03-3542-3661（代表）FAX番号：03-3546-0443
 ホームページ：http://www.sakamotohiromi.com

【相談内容例】

従業員の個人的な相談等、法的な知識を必要とする相談であればどのような
相談も可能です。
ただし、渉外事務所ではないので、外国法にかかわる案件については回答で
きない場合があります。

【相談方法】
Eメール、電話、訪問による面対相談等、制限はありません。

【費用】

　その都度、弁護士事務所で契約書を作成いたします。

【法律相談の手順】
手順①（一社）日本厨房工業会 事務局担当者に相談依頼の連絡を入れる。

※各ご相談案件の初回のみ事務局へご連絡願います。（会員確認及び法律事務所への紹介のため）
※事務局担当者　水野　電話番号：03-5244-4834　E-Mail：mizuno@jfea.or.jp

手順② 手順①の後、直接、法律事務所にご相談いただきます。
※手順②以降は、工業会は一切係わることはありません。

弁護士  松岡 正高

弁護士  安本 樹

る「占有の取得」に該当しないと判断している（最

　その理由は、即時取得の成立には無権利者から
の譲受人が一般外観上、従来の占有状態に変更
を生ずるような占有を取得することが必要と考えら
れるところ、占有改定の方法による占有取得は、外
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■ 1.総論

　前回に引き続き、民法の物権変動に関する事例を
取り扱う。今回は、動産の物権変動をテーマとする。
　不動産物権変動の対抗要件は、登記である（民
法177条）が、動産物権変動の対抗要件は「引渡
し（＝占有の移転）」（民法178条）である。

■ 2.事例①

　Bは新しくパソコンを購入したため、持っていた古
いパソコンをAに貸し渡した。しばらくして、古いパ
ソコンの中に入っているシステムを使うため、Aに
パソコンを返して欲しいと言うと、Aは、「Cにパソコ
ンを売ってしまった、パソコンはCが持っている」と
言い、返還できないと回答してきた。BはCからパソ
コンを返してもらえるか。

■ 3.解説①

　民法192条は、「取引行為によって、平穏に、か
つ公然と動産の占有を始めた者は、善意であり、か
つ過失がないときは、即時にその動産について行
使する権利を取得する」と定める。これを「即時取
得」と言う。
　動産の占有取得者の占有という、動産に関する
権利の外形に対する信頼（パソコンを実際に持っ

ていたのだから、Aはパソコンを売る権利を持って
いるとの信頼）を特に保護することとし、無権利の
動産占有者（＝実際にはパソコンの所有者ではな
いA）と取り引きをした者に、一定の要件のもと、権
利取得を認める考え方である。
　事例①において、例えば、CはBと仲が良く、Aが
持っているパソコンはBの所有物であることを知っ
ていた場合（この知っていることを「悪意」という。
対義語が「善意（知らないこと）」）には、即時取得
の要件を満たさない。そのため、パソコンはCが取
得することはできず、Bはパソコンを取り返すことが
できる。
　事例①において、Cが、パソコンがBのものであ
るとは知らず、また知らなかったことについて過失
がないと言える場合には、既にパソコンはCがAか
ら購入し、占有している状態であるため、Bは取り
返すことができない。
　なお、この場合でも、BはAに対して、損害賠償請
求を行うことができる。

■ 4.事例②

　Bは新しくパソコンを購入したため、持っていた
古いパソコンをAに貸し渡した。しばらくして、古い
パソコンの中に入っているシステムを使うため、A
にパソコンを返して欲しいというと、AはBのパソコ
ンを確かに持っていた。

　しかし、Aは、1週間前にCにこのパソコンを売っ
てしまって、代金をもらった、その際にCに対して、C
のために持っておくと約束したと言った。Bはパソコ
ンを返してもらえるか。

■ 5.解説②

　譲渡人が目的物を現実に所持し、譲渡後も譲渡
人がその所持を続けることを前提に目的物の現実
の移動なしに、譲渡人が譲受人に対して、譲渡後
は譲受人のために占有する意思表示をすることに
より占有を移転することを「占有改定」という。
　この場合、物は現実には移動していないが、概念
上占有は移転していると考えられる。
　この点、判例は、占有改定は即時取得の要件た
る「占有の取得」に該当しないと判断している（最
判昭和35年2月11日民集14巻2号168頁）。
　その理由は、即時取得の成立には無権利者から
の譲受人が一般外観上、従来の占有状態に変更
を生ずるような占有を取得することが必要と考えら
れるところ、占有改定の方法による占有取得は、外
観上の占有状態に変更を生ずるものではないため

と言われる。
　よって、事例②の場合、AがCのために持ってお
くと約束したことは、占有改定に該当すると考えら
れ、占有改定による即時取得は認められないとの
判例に従い、BはCからパソコンを取り返すことが
できる。
　この場合、Cは、Aとの間の売買契約について、
詐欺取り消しや錯誤取り消しを主張できるし、パソ
コンを引き渡すという義務が履行不能になるため、
契約の解除も当然認められる。
　取り消し、解除に伴い、Aから売買代金を請求す
ることも可能となる。

坂本廣身法律事務所
弁護士：松岡正高
　同　：安本　樹

事例で学ぶ！　仕事に役立つ法律相談所

「物権変動に関する事例（4）」「物権変動に関する事例（4）」
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第105回『新幹線大爆破』

（1975年：東映）
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　映画が誕生して（1895年12月28日）間もなく130
年である。この間、日本はもとより世界中でおびただし
い数の作品が製作され、上映され、観客に鑑賞され続
けてきた。ただ、製作側が全身全霊の力を込めて作った
作品が、必ずしも正当な評価を受けるとは限らない。独
りよがりの作品なら当然で、映画ファンが評価しても興
行的にコケた事例もままある。
　上出来の作品がコケてしまうのには、理由が考えら
れる。テーマが時代にそぐわなかった（戦争中の反戦映
画）。高尚過ぎて一般に受けなかった。低俗過ぎてプロ
の評論家に受けなかった。宣伝が極めて下手くそであ
った。無駄に長過ぎた。省略が多過ぎて一般の観客に
理解してもらえなかった。テーマを欲張り過ぎて混乱し
てしまった。翻訳（字幕）が良くなかった。国情の違いな
どで、観客がその背景を十分理解できなかった。主役
のスキャンダルでファンにそっぽを向かれた。強力な他
作品に持っていかれた。など、数え挙げたらきりがない。
　そのような事例の中で、日本映画史に特異な位置付
けを持つことになった作品を紹介したい。それが本作
で、主演は“けんさん”こと高倉健で、メインの共演者は
宇津井健である。要は日本を代表する二人の“健さん”
を主軸に、千葉真一以下多くの有名スターが登場する
大作で、メガホンは職人芸の監督・佐藤純弥（『君よ憤

ふん

怒
ど

の河を渉
わた

れ』）が取った。

　製作費は当時としては巨額な5億３千万円（？）で前
評判も良く、興行収入（入場料金収入、映画館の取り分
を引いたものが配給収入）10億円を目標としたが結果
は惨憺たるもので、国内の興行で１～2億円の赤字が出
たようだ。「けんさんの映画なのに！」と旧世代は思っ
ても、“その凄さ”は今どきの若者にはよく分からないだ
ろう。「高倉健死して（2014年逝去）間もなく10年」。
今どきは「けんさん」と言えば、“渡辺謙”のことであ
る。　
　「東京発・博多行きの“ひかり109号”に爆弾を仕掛
けた」という電話が国鉄に入る。「時速80km以下にな
ると爆発する」「夕張発の貨物列車に同じ爆弾を仕掛
けた」とのことで、確認すると凄まじい爆発が起き、イタ
ズラでないことが分かる。109号の乗客は1,500人。

「USドル紙幣で500万ドル出せば、爆弾の外し方を教
える」とのことで、総合指令所は大混乱となる。残され
た時間は博多までの、速度を限界まで落としての9時間
である。犯人は倒産した精密機械会社の社長・沖田

（高倉健）がボス格で、学生運動崩れの古賀（山本圭）
と沖縄からの集団就職の若者・大城（織田あきら）であ
った。即刻！　500万ドルは日本政府が対応し、物語は
進む。
　問題は乗客への告知で、到着駅を通過していく列車
に観客の不信は募り、事実が告げられると、列車内は
大パニックとなった。「不運が満載！」というよくでき
た？脚本で、金の受け渡しでハプニングが起こり、犯人
の一人が死亡。無事金を渡したと思ったら、さらに信じ

難い災難が続く。時間との戦いに敗れ、新幹線は爆破
されてしまうのだろうか？　ハラハラドキドキ「映画の
行く末は？」。それは観てのお楽しみである。
　時代は高度経済成長期も終焉を迎え、その犠牲者と
して不満を持つ犯人たちが国鉄（国家）に喧嘩を売り、
高度成長時代の象徴“新幹線”を爆破するという話で
ある。個人的には、日本映画屈指のスリリングな出来栄
えの作品で、「超特急」や「特急」とは言わないが、「第
一急」いや「第一級のサスペンス映画」と評価してい
る。キネマ旬報ベストテンでは日本映画の第7位、読者
選出では第1位に輝いている。しかし「コケたのは何故
か？」。逆に海外では評価・興行成績も良く、特にTGV

（超特急）を持つフランスでは大ヒットした映画なのだ。
　ではここで、厨房から映画を観てみよう。厨房はまず
主人公・沖田の家の台所として登場する。資金繰りの
金が借りられず、やけ酒で泥酔した沖田が帰宅し、造花
の内職をしている妻（宇都宮雅代）に水を所望する。妻
はコンロに火をつけると、コップの水を火にかける。当然
ガスが台所に充満し始め、臭いに気づいた主人公が慌
ててガス栓を閉じる。これでは台所は「d

ダ イ
ie（死）所」に

なってしまう。主婦にとって神聖な場所？を、心中の場
所として使うのはご勘弁願いたい。ガスはここでは自殺
用だが、後に鉄板切断の燃料として大活躍する。
　さらに厨房は、109号のビュッフェのキッチンとしても
登場する。護送途中の指名手配犯で、犯人たちとも関
係のある藤尾（郷鍈治）が、混乱に乗じて列車から脱出
を試みる場所でもある。彼はキッチンの包丁でウェイト
レスを人質にするが、あえなく捕まってしまう。昔は列車
の食堂やビュッフェの厨房は映画の見せ場としてよく活
躍したが、最近の列車はこれができないので寂しい。
　本作は、「任侠映画」からの脱出を図った東映の岡田
社長のかけ声に応じた、プロデューサー・坂上順の「何
かあったらすぐ止まる“新幹線”が止まらなくなったら」と
いうアイディアが起点のようだ。彼は黒澤明の『暴走機
関車』の脚本などを参考に、岡田が目指すハリウッド並
の大パニック映画をひねり出したのだ。話はトントン拍子
に進んだが、協力をしてくれると思った国鉄にそっぽを向
かれ、結果！大規模なセットが必要となり、製作費の膨
張を生んだ。模倣犯を恐れる国鉄としては当然で、製作
中止の要請を東映に出したとのことだ。
　映画は緊迫する国鉄の指令室と新幹線の運転室の
やり取りや、混乱する列車内を代わるがわる映し、スリリ
ングな状況を生み出している。さらに犯人側の心情や国
鉄スタッフのジレンマが加味され、単なるパニック映画

新幹線のパニックに油を注ぐ、
食堂車の厨房での大立ち回り
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　製作費は当時としては巨額な5億３千万円（？）で前
評判も良く、興行収入（入場料金収入、映画館の取り分
を引いたものが配給収入）10億円を目標としたが結果
は惨憺たるもので、国内の興行で１～2億円の赤字が出
たようだ。「けんさんの映画なのに！」と旧世代は思っ
ても、“その凄さ”は今どきの若者にはよく分からないだ
ろう。「高倉健死して（2014年逝去）間もなく10年」。
今どきは「けんさん」と言えば、“渡辺謙”のことであ
る。　
　「東京発・博多行きの“ひかり109号”に爆弾を仕掛
けた」という電話が国鉄に入る。「時速80km以下にな
ると爆発する」「夕張発の貨物列車に同じ爆弾を仕掛
けた」とのことで、確認すると凄まじい爆発が起き、イタ
ズラでないことが分かる。109号の乗客は1,500人。

「USドル紙幣で500万ドル出せば、爆弾の外し方を教
える」とのことで、総合指令所は大混乱となる。残され
た時間は博多までの、速度を限界まで落としての9時間
である。犯人は倒産した精密機械会社の社長・沖田

（高倉健）がボス格で、学生運動崩れの古賀（山本圭）
と沖縄からの集団就職の若者・大城（織田あきら）であ
った。即刻！　500万ドルは日本政府が対応し、物語は
進む。
　問題は乗客への告知で、到着駅を通過していく列車
に観客の不信は募り、事実が告げられると、列車内は
大パニックとなった。「不運が満載！」というよくでき
た？脚本で、金の受け渡しでハプニングが起こり、犯人
の一人が死亡。無事金を渡したと思ったら、さらに信じ

難い災難が続く。時間との戦いに敗れ、新幹線は爆破
されてしまうのだろうか？　ハラハラドキドキ「映画の
行く末は？」。それは観てのお楽しみである。
　時代は高度経済成長期も終焉を迎え、その犠牲者と
して不満を持つ犯人たちが国鉄（国家）に喧嘩を売り、
高度成長時代の象徴“新幹線”を爆破するという話で
ある。個人的には、日本映画屈指のスリリングな出来栄
えの作品で、「超特急」や「特急」とは言わないが、「第
一急」いや「第一級のサスペンス映画」と評価してい
る。キネマ旬報ベストテンでは日本映画の第7位、読者
選出では第1位に輝いている。しかし「コケたのは何故
か？」。逆に海外では評価・興行成績も良く、特にTGV

（超特急）を持つフランスでは大ヒットした映画なのだ。
　ではここで、厨房から映画を観てみよう。厨房はまず
主人公・沖田の家の台所として登場する。資金繰りの
金が借りられず、やけ酒で泥酔した沖田が帰宅し、造花
の内職をしている妻（宇都宮雅代）に水を所望する。妻
はコンロに火をつけると、コップの水を火にかける。当然
ガスが台所に充満し始め、臭いに気づいた主人公が慌
ててガス栓を閉じる。これでは台所は「d

ダ イ
ie（死）所」に

なってしまう。主婦にとって神聖な場所？を、心中の場
所として使うのはご勘弁願いたい。ガスはここでは自殺
用だが、後に鉄板切断の燃料として大活躍する。
　さらに厨房は、109号のビュッフェのキッチンとしても
登場する。護送途中の指名手配犯で、犯人たちとも関
係のある藤尾（郷鍈治）が、混乱に乗じて列車から脱出
を試みる場所でもある。彼はキッチンの包丁でウェイト
レスを人質にするが、あえなく捕まってしまう。昔は列車
の食堂やビュッフェの厨房は映画の見せ場としてよく活
躍したが、最近の列車はこれができないので寂しい。
　本作は、「任侠映画」からの脱出を図った東映の岡田
社長のかけ声に応じた、プロデューサー・坂上順の「何
かあったらすぐ止まる“新幹線”が止まらなくなったら」と
いうアイディアが起点のようだ。彼は黒澤明の『暴走機
関車』の脚本などを参考に、岡田が目指すハリウッド並
の大パニック映画をひねり出したのだ。話はトントン拍子
に進んだが、協力をしてくれると思った国鉄にそっぽを向
かれ、結果！大規模なセットが必要となり、製作費の膨
張を生んだ。模倣犯を恐れる国鉄としては当然で、製作
中止の要請を東映に出したとのことだ。
　映画は緊迫する国鉄の指令室と新幹線の運転室の
やり取りや、混乱する列車内を代わるがわる映し、スリリ
ングな状況を生み出している。さらに犯人側の心情や国
鉄スタッフのジレンマが加味され、単なるパニック映画

の範疇を超え、見応えのある作品に仕上がっている。　　　
　ただ、粗っぽさとご都合主義が時折気になる。「爆弾
解除の書類」を渡すはずの喫茶店の火災がその典型
で、「それはないよ！」と言いたい。また、犯人たちの事
件を起こした動機も論理的飛躍が感じられ、沖田と古
賀の結び付きもいまいち明瞭ではない。とはいえ、大き
なガスボンベをロープで引き、並走する新幹線に引き
渡す場面は、ハリウッド映画顔負けの緊張感を創出して
おり、このスリリングな場面は、日本映画史に長く記憶
されることだろう。
　ということで、よくできているのにコケた理由は、「従
来の東映のファンには異質の映画だった」「完成がギリ
ギリで試写会がほぼできなかった」「152分という上映
時間が長過ぎた」「同時期上映作品に『タワーリング・
インフェルノ』（興収62億、配収36.4億）という強敵が
いた」「上映時期が悪かった」「併映作品（『ずうとるび 
前進 ! 前進 ! 大前進!!』）が不適」などが考えられる。
　さて一方で、翌月封切の『トラック野郎 御意見無用』

（98分）が、ずっと安い製作費で8億円もの興行成績を
上げたのは皮肉であった。ちなみにフランス版は犯人
側のドラマをカットし100分に編集、アメリカ版は115
分であった。「映画は90～最大120分」という持論から
も納得が行く話だ。なお本作のタイトルは当初『新幹線
爆破魔を追え』だったが、社長の一喝で『新幹線大爆
破！』となった。『危うし新幹線！』『新幹線109号危機
一髪！』『新幹線インフェルノ（地獄）』など、「爆破」の
文字が消えれば協力を得られ、40万人の国鉄職員と
家族が観てくれた可能性がある。どちらにしても「しん
かんせん（新幹線）」を爆破するのは、「かんしんせん

（感心せん）」ということか？

『新幹線大爆破』
監督・脚本：佐藤純弥
原案：加藤阿礼
脚本：小野竜之助
撮影：飯村雅彦
音楽：青山八郎
出演 ： 高倉健、千葉真一、山本圭、

郷鍈治、織田あきら、竜雷
太、宇都宮雅代、藤田弓子、
多岐川裕美、渡辺文雄、
福田豊土、青木義朗、永
井智雄、鈴木瑞穂、宇津
井健

Blu-ray＆DVD発売中　
Blu-ray：3,850 円（税込）、DVD：3,080 円（税込）
販売：東映
発売：東映ビデオ　
Prime Videoチャンネル「東映オンデマンド」にて見放題配信中。
※ 2023年 2月時点
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映画の見どころ・台所
第105回『新幹線大爆破』

（1975年：東映）
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　映画が誕生して（1895年12月28日）間もなく130
年である。この間、日本はもとより世界中でおびただし
い数の作品が製作され、上映され、観客に鑑賞され続
けてきた。ただ、製作側が全身全霊の力を込めて作った
作品が、必ずしも正当な評価を受けるとは限らない。独
りよがりの作品なら当然で、映画ファンが評価しても興
行的にコケた事例もままある。
　上出来の作品がコケてしまうのには、理由が考えら
れる。テーマが時代にそぐわなかった（戦争中の反戦映
画）。高尚過ぎて一般に受けなかった。低俗過ぎてプロ
の評論家に受けなかった。宣伝が極めて下手くそであ
った。無駄に長過ぎた。省略が多過ぎて一般の観客に
理解してもらえなかった。テーマを欲張り過ぎて混乱し
てしまった。翻訳（字幕）が良くなかった。国情の違いな
どで、観客がその背景を十分理解できなかった。主役
のスキャンダルでファンにそっぽを向かれた。強力な他
作品に持っていかれた。など、数え挙げたらきりがない。
　そのような事例の中で、日本映画史に特異な位置付
けを持つことになった作品を紹介したい。それが本作
で、主演は“けんさん”こと高倉健で、メインの共演者は
宇津井健である。要は日本を代表する二人の“健さん”
を主軸に、千葉真一以下多くの有名スターが登場する
大作で、メガホンは職人芸の監督・佐藤純弥（『君よ憤

ふん

怒
ど

の河を渉
わた

れ』）が取った。

　製作費は当時としては巨額な5億３千万円（？）で前
評判も良く、興行収入（入場料金収入、映画館の取り分
を引いたものが配給収入）10億円を目標としたが結果
は惨憺たるもので、国内の興行で１～2億円の赤字が出
たようだ。「けんさんの映画なのに！」と旧世代は思っ
ても、“その凄さ”は今どきの若者にはよく分からないだ
ろう。「高倉健死して（2014年逝去）間もなく10年」。
今どきは「けんさん」と言えば、“渡辺謙”のことであ
る。　
　「東京発・博多行きの“ひかり109号”に爆弾を仕掛
けた」という電話が国鉄に入る。「時速80km以下にな
ると爆発する」「夕張発の貨物列車に同じ爆弾を仕掛
けた」とのことで、確認すると凄まじい爆発が起き、イタ
ズラでないことが分かる。109号の乗客は1,500人。

「USドル紙幣で500万ドル出せば、爆弾の外し方を教
える」とのことで、総合指令所は大混乱となる。残され
た時間は博多までの、速度を限界まで落としての9時間
である。犯人は倒産した精密機械会社の社長・沖田

（高倉健）がボス格で、学生運動崩れの古賀（山本圭）
と沖縄からの集団就職の若者・大城（織田あきら）であ
った。即刻！　500万ドルは日本政府が対応し、物語は
進む。
　問題は乗客への告知で、到着駅を通過していく列車
に観客の不信は募り、事実が告げられると、列車内は
大パニックとなった。「不運が満載！」というよくでき
た？脚本で、金の受け渡しでハプニングが起こり、犯人
の一人が死亡。無事金を渡したと思ったら、さらに信じ

難い災難が続く。時間との戦いに敗れ、新幹線は爆破
されてしまうのだろうか？　ハラハラドキドキ「映画の
行く末は？」。それは観てのお楽しみである。
　時代は高度経済成長期も終焉を迎え、その犠牲者と
して不満を持つ犯人たちが国鉄（国家）に喧嘩を売り、
高度成長時代の象徴“新幹線”を爆破するという話で
ある。個人的には、日本映画屈指のスリリングな出来栄
えの作品で、「超特急」や「特急」とは言わないが、「第
一急」いや「第一級のサスペンス映画」と評価してい
る。キネマ旬報ベストテンでは日本映画の第7位、読者
選出では第1位に輝いている。しかし「コケたのは何故
か？」。逆に海外では評価・興行成績も良く、特にTGV

（超特急）を持つフランスでは大ヒットした映画なのだ。
　ではここで、厨房から映画を観てみよう。厨房はまず
主人公・沖田の家の台所として登場する。資金繰りの
金が借りられず、やけ酒で泥酔した沖田が帰宅し、造花
の内職をしている妻（宇都宮雅代）に水を所望する。妻
はコンロに火をつけると、コップの水を火にかける。当然
ガスが台所に充満し始め、臭いに気づいた主人公が慌
ててガス栓を閉じる。これでは台所は「d

ダ イ
ie（死）所」に

なってしまう。主婦にとって神聖な場所？を、心中の場
所として使うのはご勘弁願いたい。ガスはここでは自殺
用だが、後に鉄板切断の燃料として大活躍する。
　さらに厨房は、109号のビュッフェのキッチンとしても
登場する。護送途中の指名手配犯で、犯人たちとも関
係のある藤尾（郷鍈治）が、混乱に乗じて列車から脱出
を試みる場所でもある。彼はキッチンの包丁でウェイト
レスを人質にするが、あえなく捕まってしまう。昔は列車
の食堂やビュッフェの厨房は映画の見せ場としてよく活
躍したが、最近の列車はこれができないので寂しい。
　本作は、「任侠映画」からの脱出を図った東映の岡田
社長のかけ声に応じた、プロデューサー・坂上順の「何
かあったらすぐ止まる“新幹線”が止まらなくなったら」と
いうアイディアが起点のようだ。彼は黒澤明の『暴走機
関車』の脚本などを参考に、岡田が目指すハリウッド並
の大パニック映画をひねり出したのだ。話はトントン拍子
に進んだが、協力をしてくれると思った国鉄にそっぽを向
かれ、結果！大規模なセットが必要となり、製作費の膨
張を生んだ。模倣犯を恐れる国鉄としては当然で、製作
中止の要請を東映に出したとのことだ。
　映画は緊迫する国鉄の指令室と新幹線の運転室の
やり取りや、混乱する列車内を代わるがわる映し、スリリ
ングな状況を生み出している。さらに犯人側の心情や国
鉄スタッフのジレンマが加味され、単なるパニック映画

新幹線のパニックに油を注ぐ、
食堂車の厨房での大立ち回り
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㈱トータルフード代表
食の総合コンサルタント

小倉朋子

　「テーブルマナーとは何ですか？」。度々仕事関係の

方から尋ねられます。「マナー」と一口に言っても、人に

よって捉え方はさまざまですよね。定義通りに解釈しに

くいのが、文化というものかもしれません。

　私は単なる“食のオタク”なので、テーブルマナーの

視点もマナーからではなく、「食の大切」への気持ちが

発端になっています。目の前の食事は、ポンッと生まれ

たわけではなく、長い歴史において、多くの人々の想い

や苦労を経て出来上がっていて、人の手だけではなく、

そこに至るまでの環境や自然、経済や宗教など、さまざ

まな恩恵を受けて、やっと目の前の「食べ物」として自

分の前に来てくれています。「そのすべてに感謝して

食べること」がテーブルマナーかなと思っています。自

分の目の前に真摯に向き合う食べ方が、美しい食べ方

のように思うのです。

　テーブルマナーと言うと、「かしこまった会食の時」、

「堅苦しいもの」というイメージがあると思いますが、マ

ナーの視点を少し広げてみると、自分以外の万物すべ

てへの配慮につながっていきます。「料理へのマナー」

「作り手へのマナー」そして、「自分自身へのマナー」

もあります。そう考えれば、一人で食べる食事にもテー

ブルマナーは大切になっていきます。むしろ一人だから

こそ大事だなあ、と思うのです。自宅にて一人で麺類を

ゆでて食べる時、冷蔵庫の余りものを食べる時、時間

がなくて買ってきた総菜を食べる時。そんな日常の食

事にも、マナーはあります。

　世の中で最も大切な「自分」という存在を愛してあ

げる食べ方、大切にできる食べ方がいいなあ、と思う

のです。「一人だから、残りものを処理しなくては」とい

うネガティブな気持ちで食べるのと、「食べ物を無駄に

しないで良かった」とポジティブな気持ちで食べるのと

では、料理へのいたわりの気持ちも違いますし、前向き

な食べ方は、そのまま自己肯定感にもつながります。

　時間がない時は、忙しい時間の流れに任せてザザッ

とかき込むような食べ方で食べてしまいがちですが、そ

んな時も、ちょっとだけ（10秒でオッケー）料理やお皿

を見て、「いただきます、ありがとう。これからのエネル

ギー源になってください」としっかり向き合い能動的な

思考で食べれば、消化力も満足度も増します。続けて

いくと、その後の仕事や作業の効率が変わる人が大変

多いのです。

食器のおかげでやけどをしたり手が汚れたりしない

のですから、食器にもいたわりがあると良いですね。例

えばお皿をズーッとテーブルの上で引きずって寄せて

しまうのをやめて、少しの距離でも持ち上げて移動さ

せたり、ご飯茶碗を持つ親指以外の4本の指を揃えて

持ったり、箸置きを置いたり……、そんな細やかな仕

草を変えてみるだけでも、マナーのある食べ方に変わ

ります。

　家族の食卓にもたくさんのマナーがあると思いま

す。例えばおいしいと思った時だけではなく、手作りの

料理には常に何かの感想を言ってみるのはどうでしょ

う。「さっぱりしているね」ですとか「春らしい食材だ

ね」ですとか、何でも良いのです。もしも感想までが難

しければ、「ありがとう」の一言だけでも素敵です。ね

ぎらう言葉があるだけで、食事が楽しく、心が和む時

間になります。感謝の言葉に「言い過ぎ」はないです

よね。

テーブルマナーは難しいものではなく、誰にでも今

すぐできる、気遣いと感謝の心の表現なのだと思い

ます。

小倉朋子の小倉朋子の
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食の総合コンサルタント

小倉朋子

　「テーブルマナーとは何ですか？」。度々仕事関係の

方から尋ねられます。「マナー」と一口に言っても、人に

では、料理へのいたわりの気持ちも違いますし、前向き

な食べ方は、そのまま自己肯定感にもつながります。

小倉朋子小倉朋子小倉朋子
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一般社団法人日本厨房工業会
　広報編集委員会

一般社団法人 日本厨房工業会
東京都千代田区神田須田町2‐2‐5

翔和須田町ビルⅡ8階
TEL　03-5244-4834　FAX　03-5244-4835

　その他ご不明な点は、事務局まで、お問い合わせください。

「工業会会員による点検・買い換え
促進キャンペーン」ポスター配布のご案内

一般社団法人日本厨房工業会では、「工業会会員に
よる点検・買い換え促進キャンペーン」のポスター
を作成致しました。これは、
●工業会会員さまと工業会の知名度の向上
●定期メンテナンスの実施による買い換え需要の掘
り起こしまたは買い換え計画の提案
●クライアント/ユーザーさまが提供する商品の品質
の安定・生産性の向上・機器の安全と安心・清掃
することによる事故防止
　を目的とし、工業会会員のクライアント並びにユ
ーザーさまに厨房機器の定期点検を促進し、食の安
全・安心の意識を高めていただくことを旨としてお
り、今後官公庁等へPRして行く予定です。
　会員の皆さまには現在厨房機器を使用されている
クライアント/ユーザーさまにこのポスターを頒布し
ていただき、是非今後のビジネスにお役立ていただ
ければと存じます。
ポスターのデータはPDF形式です。工業会のホー
ムページ（https://www.jfea.or.jp/）からダウンロー
ドし、印刷してお使いください。A4判・カラーでの
印刷を推奨しておりますが、モノクロ印刷でも利用
できるデザインとなっております。

　本ポスターの著作権並びにキャラクター肖像権は、一
般社団法人日本厨房工業会に属します。使用・配布形態
に関しては、特に制限はございません。ただしポスター
右下の「会員名記入・刻印欄」に貴社名を入れる以外の
改変を行っての配布、有償での配布や商品化等の二次使
用についてはご遠慮くださるようお願い申し上げます。

※使用例
●印刷したポスターをクライアント/ユーザー様にお渡しし、厨房機器や従業員室等に貼るようにお勧め
してください。
●応接室等、外部の方に見える所に貼ってください。
●チラシとして、商品カタログやマニュアル等に折り込んでください。

㈱トータルフード代表
食の総合コンサルタント

小倉朋子

　「テーブルマナーとは何ですか？」。度々仕事関係の

方から尋ねられます。「マナー」と一口に言っても、人に

よって捉え方はさまざまですよね。定義通りに解釈しに

くいのが、文化というものかもしれません。

　私は単なる“食のオタク”なので、テーブルマナーの

視点もマナーからではなく、「食の大切」への気持ちが

発端になっています。目の前の食事は、ポンッと生まれ

たわけではなく、長い歴史において、多くの人々の想い

や苦労を経て出来上がっていて、人の手だけではなく、

そこに至るまでの環境や自然、経済や宗教など、さまざ

まな恩恵を受けて、やっと目の前の「食べ物」として自

分の前に来てくれています。「そのすべてに感謝して

食べること」がテーブルマナーかなと思っています。自

分の目の前に真摯に向き合う食べ方が、美しい食べ方

のように思うのです。

　テーブルマナーと言うと、「かしこまった会食の時」、

「堅苦しいもの」というイメージがあると思いますが、マ

ナーの視点を少し広げてみると、自分以外の万物すべ

てへの配慮につながっていきます。「料理へのマナー」

「作り手へのマナー」そして、「自分自身へのマナー」

もあります。そう考えれば、一人で食べる食事にもテー

ブルマナーは大切になっていきます。むしろ一人だから

こそ大事だなあ、と思うのです。自宅にて一人で麺類を

ゆでて食べる時、冷蔵庫の余りものを食べる時、時間

がなくて買ってきた総菜を食べる時。そんな日常の食

事にも、マナーはあります。

　世の中で最も大切な「自分」という存在を愛してあ

げる食べ方、大切にできる食べ方がいいなあ、と思う

のです。「一人だから、残りものを処理しなくては」とい

うネガティブな気持ちで食べるのと、「食べ物を無駄に

しないで良かった」とポジティブな気持ちで食べるのと

では、料理へのいたわりの気持ちも違いますし、前向き

な食べ方は、そのまま自己肯定感にもつながります。

　時間がない時は、忙しい時間の流れに任せてザザッ

とかき込むような食べ方で食べてしまいがちですが、そ

んな時も、ちょっとだけ（10秒でオッケー）料理やお皿

を見て、「いただきます、ありがとう。これからのエネル

ギー源になってください」としっかり向き合い能動的な

思考で食べれば、消化力も満足度も増します。続けて

いくと、その後の仕事や作業の効率が変わる人が大変

多いのです。

食器のおかげでやけどをしたり手が汚れたりしない

のですから、食器にもいたわりがあると良いですね。例

えばお皿をズーッとテーブルの上で引きずって寄せて

しまうのをやめて、少しの距離でも持ち上げて移動さ

せたり、ご飯茶碗を持つ親指以外の4本の指を揃えて

持ったり、箸置きを置いたり……、そんな細やかな仕

草を変えてみるだけでも、マナーのある食べ方に変わ

ります。

　家族の食卓にもたくさんのマナーがあると思いま

す。例えばおいしいと思った時だけではなく、手作りの

料理には常に何かの感想を言ってみるのはどうでしょ

う。「さっぱりしているね」ですとか「春らしい食材だ

ね」ですとか、何でも良いのです。もしも感想までが難

しければ、「ありがとう」の一言だけでも素敵です。ね

ぎらう言葉があるだけで、食事が楽しく、心が和む時

間になります。感謝の言葉に「言い過ぎ」はないです

よね。

テーブルマナーは難しいものではなく、誰にでも今

すぐできる、気遣いと感謝の心の表現なのだと思い

ます。

小倉朋子の小倉朋子の

EssayEssay
Part.2食・心・美食・心・美食・心・美第69回

テーブルマナーとは
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SDGsのこれから ～
2030年に向けた展望を考える

　2016年から始まったSDGsですが、既に7年を経過
し、年限である2030年に向け、折り返し地点を迎えよう
としています。
　日本の、特に中小企業におけるSDGsや持続可能性
に関する取り組みはこれから本番に向かいますが、世界
の政治経済の激動の中でどのように活動を進めたらよ
いのでしょうか。
　全12回の最終回となる今回は、2030年に向けた
SDGsの展望について考えます。

    SDGsを取り巻く最新の状況

①世界情勢とSDGs
　国連は、SDGsに関するレポート「持続可能な開発目
標報告」を毎年公開しており、国際連合広報センターの
Webサイト（https://www.unic.or.jp/）には日本語
版概要も用意されています。
　最新版（2022年）では、新型コロナ禍、気候危機、ウ
クライナ危機等諸問題の複合的な影響を非常に深刻に
とらえており、17の目標ほぼすべてにおいて強い危機感
を示しています。同報告では「危機脱出に向けたロード
マップ」として、①武力紛争の終結及び外交と平和の道
程の創造、②低炭素・環境負荷の低い経済システムへ
の移行、③これらを実現するための国際的金融制度の
包括的改革、の3点を世界に求めています（出典：

“The Sustainable Development Goals Report 
2022”から筆者訳）。
　また、世界各国のSDGsの取り組みに関して“持続可
能な開発ソリューション・ネットワーク”（SDSN）等の機
関が共同で発行している「持続可能な開発報告書」の
最新版（2022年）は、新型コロナ禍に起因する諸問題
のため、2020年から2021年にかけてSDGsの成果が
後退（悪化）したと評価しています。同報告書は2021年
時点での評価のため、ウクライナ危機の影響が考慮さ
れていませんが、2022年以降、政治的な関心が安全保
障に傾倒することにより、SDGsや気候変動対策に悪影
響が生じる可能性を強く懸念した内容となっています
（出典：SDSN他“Sustainable Development 
Report 2022”から筆者訳）。

②気候変動の影響
　前述国連の報告書での“気候危機”という表現が示
すように、気候変動の影響は、今まで以上にSDGsの大
きな障害となりつつあります。
国際機関であるIPCC（気候変動に関する政府間パネ

ル）は、最新の報告で「人間の影響が大気、海洋及び陸
域を温暖化させてきたことには疑う余地がない。大気、海
洋、雪氷圏、及び生物圏において、広範かつ急速な変化
が現れている。」と結論付けています（引用：文科省およ
び気象庁「IPCC AR6 WG1 SPM 暫定訳」）。

　また、昨年（2022年）11月に開催された国連気候変
動枠組条約第27回締約国会議（COP27）では、各国
の気候変動対策のさらなる強化を求める「シャルム・エ
ル・シェイク実施計画」が決定されており、今後、日本
を含む締結国各国の政策に反映されていきます。企業
経営の観点では、気候変動対策に関わる規制が強まる
ものと考えられますので、今後の政策や法令の改正を
注視する必要があるでしょう。

③日本の取り組みの評価
　日本におけるSDGsの取り組みは、首相を本部長とし
て内閣に設置された「持続可能な開発目標（SDGs）推
進本部」を中心に進められています。
　2021年には日本のSDGsの進捗度合を測る「自発
的国家レビュー（VNR）」を実施しており、SDGsの認
知度の向上、再エネ比率の拡大、保育教育分野での取
り組み等の成果と、ジェンダーへの取り組みの遅れ、相
対的貧困、新型コロナ禍における雇用者数の減少等に
関わる課題が報告されています。
また、海外から見た日本のSDGsの取り組みの評価と

して、前述の「持続可能な開発報告書」は、日本の
SDGsの達成度合いを世界163ヵ国中19位とし、相対
的貧国、男女平等、気候変動対策、海洋/陸上資源の利
用等に大きな課題があると報告しています（出典同じ）。
　新型コロナ禍、ウクライナ危機といった世界レベルで
の脅威が立て続けに発生したことがSDGsや気候変動
への行動を遅れさせ、または後退させていることは間違
いありません。
　これらに起因する日用品やエネルギー価格の高騰、
一部の先鋭化した政治的または思想的な言説等が、市
井の人々の関心をSDGsや持続可能性の論点から遠ざ
けてしまったということもあるでしょう。
　当記事執筆時点（2023年1月末 ※以下同じ）におい
て、SDGsに対して決して小さくないバックラッシュ（反
動）が生じていることは否定できません。

    日本のSDGsのこれから

日本におけるSDGs政策は、前述のSDGs推進本部
で決定される「SDGsアクションプラン」を中心に進めら
れています。

　2022年初に公表された「SDGsアクションプラン
2022」は、新型コロナ禍による社会の変化に対し、
SDGsを「我々が直面する未曾有の危機を乗り越え、世
界をより良い未来に導くための重要な羅針盤」と位置付
け、新しい社会を創り上げる必要性を強く強調した内容
となっています。執筆時点では最新版（2023年）は公開
されていませんが、本号が皆さまのお手元に届く頃には
公開されていると思います。岸田首相（※執筆時点）は、
2022年6月に行われたSDGs推進本部の会合におい
て、自身が提唱する「新しい資本主義」をSDGsの達成
につながるものとして位置付け、取り組みをさらに強化
するよう指示しています。この言葉通り、2022年5月に
は国際情勢の複雑化や社会構造の変化における安全
保障推進のための法律として「経済安全保障推進法」
を公布しており、また、前述のCOP27に出席した西村
環境大臣からは、10年間で150兆円を超えるGX（前回
連載第11回参照）投資を行う旨の声明が発せられるな
ど、「新たな資本主義」を実現するための政策を積極的
に展開しています。
　これらの動きを踏まえて考えると「SDGsアクションプ
ラン2023」の方向性に大きな変化はなく、しかしなが
ら、世界情勢を踏まえ、経済安全保障や気候変動対策
に関わる施策をさらに強力に推進する内容となっている
ことが予想されます。
　したがって、SDGsを取り巻く環境の変化や進捗状況
のいかんに関わらず、SDGsを含む持続可能性・サステ
ナビリティという考え方は、これまで以上に日本社会に
おける価値観や社会的制度として実装され標準化され
ていくと考えて、対応を進めていかなければなりません。

    持続可能な
　 企業経営実現のためのSDGs

　国連の持続可能な開発に関わる実行計画であり、
SDGsを定めている「2030アジェンダ」（連載第1回等
参照）の前文に次の一節があります。

すべての国及びすべてのステークホルダーは、協同
的なパートナーシップの下、この計画を実行する。（中
略）我々は、世界を持続的かつ強靱（レジリエント）な道
筋に移行させるために緊急に必要な、大胆かつ変革的

な手段をとることに決意している。我々はこの共同の旅
路に乗り出すにあたり、誰一人取り残さないことを誓
う。」（引用：外務省「持続可能な開発のための2030
アジェンダ（仮訳）」

　この最後にある「誰一人取り残さない」（原文：No 
One Left Behind）は、SDGsを進めるに当たり、地
球上に住む誰一人として現状に置き去りにすることな
く、新たな世界に向けて共に歩んでいくことを宣言した
もので、SDGsの取り組みの原則かつ理念的な支柱と
なっている言葉の一つです。SDGsの解説では必ず紹
介される言葉ですので、SDGsに触れたことのある、お
そらくすべての方がご存じなのではないでしょうか。
　しかし、この言葉の前にある「緊急に必要な、大胆か
つ変革的な手段をとることに決意している」という一文
も含めて理解されているかと言えば、必ずしもそうでは
ないと筆者は考えています。
　この一節の主語、行動の主体は、「すべての国及び
すべてのステークホルダー」です。したがってこの一節
は、すべての国、すべての国際機関、すべての自治体、
すべての企業、すべての人に対して、変革への決意と
協働を求めていると解すべきでしょう。
であるとすれば、「誰一人取り残さない」という言葉に

は、ただ立ち止まって、誰かが行動してくれることを待っ
ている者までを助ける意図は（おそらく）ありません。
　前回連載第11回で「X」＝Transformationに関
わる言葉をご紹介しましたが、これらの言葉の考え方
は、SDGsを含む持続可能性といった価値観に沿って
社会を大きく変革すると共に、新たな経済構造を構築
しようとするものです。新型コロナ禍やウクライナ危機
を経た現在、日本または世界全体の方向性として、従来
の枠組みに留まろうとする者ではなく、これらの新たな
価値観に基づいて事業や組織を積極的に変革または
創造し、成長し続けようとする意志のある者を優先する
社会になりつつあります。
　その身近な例が、「事業再構築補助金」です。
　工業会においても活用された企業さまは少なくない
かと思いますが、この補助金は、新型コロナ後の時代の
経済環境の変化に対応するために、既存事業の損失を
補填するのではなく、新分野への挑戦や業態・業種転
換を支援することを目的としています。

　2030アジェンダの言葉を借りれば、企業活動におけ
る「緊急に必要な、大胆かつ変革的な手段」を強力に
後押しするためのものです。
2030アジェンダは、その正式名称である『我々の世界を

変革する：持続可能な開発のための2030アジェンダ』
（Transforming our world：the 2030Agenda 
for Sustainable Development）の通り、2030年
の世界をこれまでとはまったく異なるものに創り変えるこ
とを意図していますが、新型コロナ禍やウクライナ危機
が、SDGsが描いていた世界の変革を強制的かつ強力
に推し進めていることは間違いありません。
　その結果として、おそらくすべての企業さまにおい
て、将来に向けた何らかの変革が求められています。
　この連載を通じてお伝えしてきた通り、企業がSDGs
を実践するということは、SDGsが作り出す新しい時代
の価値観に対応することを通じて「企業としての持続
可能性を追求すること」にほかなりません。そのための
手法として「SDGs実装型経営」をお伝えしてきました
が、もちろん取り組み方はこれだけではありません。
SDGsを通じて企業としての未来を創造し、実現するた
めに必要な行動を改めて考えていただきますようお願
い致します。
　最後になりますが、本連載が工業会会員各社さまの
持続可能な経営実現の一助となれば幸甚です。
　1年間ありがとうございました。

SDGs実践講座
社会貢献 今から始める企業のための今から始める企業のための

IRIS Research & Service/アイリス行政書士事務所代表　森 健人
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　2016年から始まったSDGsですが、既に7年を経過
し、年限である2030年に向け、折り返し地点を迎えよう
としています。
　日本の、特に中小企業におけるSDGsや持続可能性
に関する取り組みはこれから本番に向かいますが、世界
の政治経済の激動の中でどのように活動を進めたらよ
いのでしょうか。
　全12回の最終回となる今回は、2030年に向けた
SDGsの展望について考えます。

    SDGsを取り巻く最新の状況

①世界情勢とSDGs
　国連は、SDGsに関するレポート「持続可能な開発目
標報告」を毎年公開しており、国際連合広報センターの
Webサイト（https://www.unic.or.jp/）には日本語
版概要も用意されています。
　最新版（2022年）では、新型コロナ禍、気候危機、ウ
クライナ危機等諸問題の複合的な影響を非常に深刻に
とらえており、17の目標ほぼすべてにおいて強い危機感
を示しています。同報告では「危機脱出に向けたロード
マップ」として、①武力紛争の終結及び外交と平和の道
程の創造、②低炭素・環境負荷の低い経済システムへ
の移行、③これらを実現するための国際的金融制度の
包括的改革、の3点を世界に求めています（出典：

“The Sustainable Development Goals Report 
2022”から筆者訳）。
　また、世界各国のSDGsの取り組みに関して“持続可
能な開発ソリューション・ネットワーク”（SDSN）等の機
関が共同で発行している「持続可能な開発報告書」の
最新版（2022年）は、新型コロナ禍に起因する諸問題
のため、2020年から2021年にかけてSDGsの成果が
後退（悪化）したと評価しています。同報告書は2021年
時点での評価のため、ウクライナ危機の影響が考慮さ
れていませんが、2022年以降、政治的な関心が安全保
障に傾倒することにより、SDGsや気候変動対策に悪影
響が生じる可能性を強く懸念した内容となっています
（出典：SDSN他“Sustainable Development 
Report 2022”から筆者訳）。

②気候変動の影響
　前述国連の報告書での“気候危機”という表現が示
すように、気候変動の影響は、今まで以上にSDGsの大
きな障害となりつつあります。
国際機関であるIPCC（気候変動に関する政府間パネ

ル）は、最新の報告で「人間の影響が大気、海洋及び陸
域を温暖化させてきたことには疑う余地がない。大気、海
洋、雪氷圏、及び生物圏において、広範かつ急速な変化
が現れている。」と結論付けています（引用：文科省およ
び気象庁「IPCC AR6 WG1 SPM 暫定訳」）。

　また、昨年（2022年）11月に開催された国連気候変
動枠組条約第27回締約国会議（COP27）では、各国
の気候変動対策のさらなる強化を求める「シャルム・エ
ル・シェイク実施計画」が決定されており、今後、日本
を含む締結国各国の政策に反映されていきます。企業
経営の観点では、気候変動対策に関わる規制が強まる
ものと考えられますので、今後の政策や法令の改正を
注視する必要があるでしょう。

③日本の取り組みの評価
　日本におけるSDGsの取り組みは、首相を本部長とし
て内閣に設置された「持続可能な開発目標（SDGs）推
進本部」を中心に進められています。
　2021年には日本のSDGsの進捗度合を測る「自発
的国家レビュー（VNR）」を実施しており、SDGsの認
知度の向上、再エネ比率の拡大、保育教育分野での取
り組み等の成果と、ジェンダーへの取り組みの遅れ、相
対的貧困、新型コロナ禍における雇用者数の減少等に
関わる課題が報告されています。
また、海外から見た日本のSDGsの取り組みの評価と

して、前述の「持続可能な開発報告書」は、日本の
SDGsの達成度合いを世界163ヵ国中19位とし、相対
的貧国、男女平等、気候変動対策、海洋/陸上資源の利
用等に大きな課題があると報告しています（出典同じ）。
　新型コロナ禍、ウクライナ危機といった世界レベルで
の脅威が立て続けに発生したことがSDGsや気候変動
への行動を遅れさせ、または後退させていることは間違
いありません。
　これらに起因する日用品やエネルギー価格の高騰、
一部の先鋭化した政治的または思想的な言説等が、市
井の人々の関心をSDGsや持続可能性の論点から遠ざ
けてしまったということもあるでしょう。
　当記事執筆時点（2023年1月末 ※以下同じ）におい
て、SDGsに対して決して小さくないバックラッシュ（反
動）が生じていることは否定できません。

    日本のSDGsのこれから

日本におけるSDGs政策は、前述のSDGs推進本部
で決定される「SDGsアクションプラン」を中心に進めら
れています。

　2022年初に公表された「SDGsアクションプラン
2022」は、新型コロナ禍による社会の変化に対し、
SDGsを「我々が直面する未曾有の危機を乗り越え、世
界をより良い未来に導くための重要な羅針盤」と位置付
け、新しい社会を創り上げる必要性を強く強調した内容
となっています。執筆時点では最新版（2023年）は公開
されていませんが、本号が皆さまのお手元に届く頃には
公開されていると思います。岸田首相（※執筆時点）は、
2022年6月に行われたSDGs推進本部の会合におい
て、自身が提唱する「新しい資本主義」をSDGsの達成
につながるものとして位置付け、取り組みをさらに強化
するよう指示しています。この言葉通り、2022年5月に
は国際情勢の複雑化や社会構造の変化における安全
保障推進のための法律として「経済安全保障推進法」
を公布しており、また、前述のCOP27に出席した西村
環境大臣からは、10年間で150兆円を超えるGX（前回
連載第11回参照）投資を行う旨の声明が発せられるな
ど、「新たな資本主義」を実現するための政策を積極的
に展開しています。
　これらの動きを踏まえて考えると「SDGsアクションプ
ラン2023」の方向性に大きな変化はなく、しかしなが
ら、世界情勢を踏まえ、経済安全保障や気候変動対策
に関わる施策をさらに強力に推進する内容となっている
ことが予想されます。
　したがって、SDGsを取り巻く環境の変化や進捗状況
のいかんに関わらず、SDGsを含む持続可能性・サステ
ナビリティという考え方は、これまで以上に日本社会に
おける価値観や社会的制度として実装され標準化され
ていくと考えて、対応を進めていかなければなりません。

    持続可能な
　 企業経営実現のためのSDGs

　国連の持続可能な開発に関わる実行計画であり、
SDGsを定めている「2030アジェンダ」（連載第1回等
参照）の前文に次の一節があります。

すべての国及びすべてのステークホルダーは、協同
的なパートナーシップの下、この計画を実行する。（中
略）我々は、世界を持続的かつ強靱（レジリエント）な道
筋に移行させるために緊急に必要な、大胆かつ変革的

な手段をとることに決意している。我々はこの共同の旅
路に乗り出すにあたり、誰一人取り残さないことを誓
う。」（引用：外務省「持続可能な開発のための2030
アジェンダ（仮訳）」

　この最後にある「誰一人取り残さない」（原文：No 
One Left Behind）は、SDGsを進めるに当たり、地
球上に住む誰一人として現状に置き去りにすることな
く、新たな世界に向けて共に歩んでいくことを宣言した
もので、SDGsの取り組みの原則かつ理念的な支柱と
なっている言葉の一つです。SDGsの解説では必ず紹
介される言葉ですので、SDGsに触れたことのある、お
そらくすべての方がご存じなのではないでしょうか。
　しかし、この言葉の前にある「緊急に必要な、大胆か
つ変革的な手段をとることに決意している」という一文
も含めて理解されているかと言えば、必ずしもそうでは
ないと筆者は考えています。
　この一節の主語、行動の主体は、「すべての国及び
すべてのステークホルダー」です。したがってこの一節
は、すべての国、すべての国際機関、すべての自治体、
すべての企業、すべての人に対して、変革への決意と
協働を求めていると解すべきでしょう。
であるとすれば、「誰一人取り残さない」という言葉に

は、ただ立ち止まって、誰かが行動してくれることを待っ
ている者までを助ける意図は（おそらく）ありません。
　前回連載第11回で「X」＝Transformationに関
わる言葉をご紹介しましたが、これらの言葉の考え方
は、SDGsを含む持続可能性といった価値観に沿って
社会を大きく変革すると共に、新たな経済構造を構築
しようとするものです。新型コロナ禍やウクライナ危機
を経た現在、日本または世界全体の方向性として、従来
の枠組みに留まろうとする者ではなく、これらの新たな
価値観に基づいて事業や組織を積極的に変革または
創造し、成長し続けようとする意志のある者を優先する
社会になりつつあります。
　その身近な例が、「事業再構築補助金」です。
　工業会においても活用された企業さまは少なくない
かと思いますが、この補助金は、新型コロナ後の時代の
経済環境の変化に対応するために、既存事業の損失を
補填するのではなく、新分野への挑戦や業態・業種転
換を支援することを目的としています。

　2030アジェンダの言葉を借りれば、企業活動におけ
る「緊急に必要な、大胆かつ変革的な手段」を強力に
後押しするためのものです。
2030アジェンダは、その正式名称である『我々の世界を

変革する：持続可能な開発のための2030アジェンダ』
（Transforming our world：the 2030Agenda 
for Sustainable Development）の通り、2030年
の世界をこれまでとはまったく異なるものに創り変えるこ
とを意図していますが、新型コロナ禍やウクライナ危機
が、SDGsが描いていた世界の変革を強制的かつ強力
に推し進めていることは間違いありません。
　その結果として、おそらくすべての企業さまにおい
て、将来に向けた何らかの変革が求められています。
　この連載を通じてお伝えしてきた通り、企業がSDGs
を実践するということは、SDGsが作り出す新しい時代
の価値観に対応することを通じて「企業としての持続
可能性を追求すること」にほかなりません。そのための
手法として「SDGs実装型経営」をお伝えしてきました
が、もちろん取り組み方はこれだけではありません。
SDGsを通じて企業としての未来を創造し、実現するた
めに必要な行動を改めて考えていただきますようお願
い致します。
　最後になりますが、本連載が工業会会員各社さまの
持続可能な経営実現の一助となれば幸甚です。
　1年間ありがとうございました。
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SDGsのこれから ～
2030年に向けた展望を考える

　2016年から始まったSDGsですが、既に7年を経過
し、年限である2030年に向け、折り返し地点を迎えよう
としています。
　日本の、特に中小企業におけるSDGsや持続可能性
に関する取り組みはこれから本番に向かいますが、世界
の政治経済の激動の中でどのように活動を進めたらよ
いのでしょうか。
　全12回の最終回となる今回は、2030年に向けた
SDGsの展望について考えます。

    SDGsを取り巻く最新の状況

①世界情勢とSDGs
　国連は、SDGsに関するレポート「持続可能な開発目
標報告」を毎年公開しており、国際連合広報センターの
Webサイト（https://www.unic.or.jp/）には日本語
版概要も用意されています。
　最新版（2022年）では、新型コロナ禍、気候危機、ウ
クライナ危機等諸問題の複合的な影響を非常に深刻に
とらえており、17の目標ほぼすべてにおいて強い危機感
を示しています。同報告では「危機脱出に向けたロード
マップ」として、①武力紛争の終結及び外交と平和の道
程の創造、②低炭素・環境負荷の低い経済システムへ
の移行、③これらを実現するための国際的金融制度の
包括的改革、の3点を世界に求めています（出典：

“The Sustainable Development Goals Report 
2022”から筆者訳）。
　また、世界各国のSDGsの取り組みに関して“持続可
能な開発ソリューション・ネットワーク”（SDSN）等の機
関が共同で発行している「持続可能な開発報告書」の
最新版（2022年）は、新型コロナ禍に起因する諸問題
のため、2020年から2021年にかけてSDGsの成果が
後退（悪化）したと評価しています。同報告書は2021年
時点での評価のため、ウクライナ危機の影響が考慮さ
れていませんが、2022年以降、政治的な関心が安全保
障に傾倒することにより、SDGsや気候変動対策に悪影
響が生じる可能性を強く懸念した内容となっています
（出典：SDSN他“Sustainable Development 
Report 2022”から筆者訳）。

②気候変動の影響
　前述国連の報告書での“気候危機”という表現が示
すように、気候変動の影響は、今まで以上にSDGsの大
きな障害となりつつあります。
国際機関であるIPCC（気候変動に関する政府間パネ

ル）は、最新の報告で「人間の影響が大気、海洋及び陸
域を温暖化させてきたことには疑う余地がない。大気、海
洋、雪氷圏、及び生物圏において、広範かつ急速な変化
が現れている。」と結論付けています（引用：文科省およ
び気象庁「IPCC AR6 WG1 SPM 暫定訳」）。

　また、昨年（2022年）11月に開催された国連気候変
動枠組条約第27回締約国会議（COP27）では、各国
の気候変動対策のさらなる強化を求める「シャルム・エ
ル・シェイク実施計画」が決定されており、今後、日本
を含む締結国各国の政策に反映されていきます。企業
経営の観点では、気候変動対策に関わる規制が強まる
ものと考えられますので、今後の政策や法令の改正を
注視する必要があるでしょう。

③日本の取り組みの評価
　日本におけるSDGsの取り組みは、首相を本部長とし
て内閣に設置された「持続可能な開発目標（SDGs）推
進本部」を中心に進められています。
　2021年には日本のSDGsの進捗度合を測る「自発
的国家レビュー（VNR）」を実施しており、SDGsの認
知度の向上、再エネ比率の拡大、保育教育分野での取
り組み等の成果と、ジェンダーへの取り組みの遅れ、相
対的貧困、新型コロナ禍における雇用者数の減少等に
関わる課題が報告されています。
また、海外から見た日本のSDGsの取り組みの評価と

して、前述の「持続可能な開発報告書」は、日本の
SDGsの達成度合いを世界163ヵ国中19位とし、相対
的貧国、男女平等、気候変動対策、海洋/陸上資源の利
用等に大きな課題があると報告しています（出典同じ）。
　新型コロナ禍、ウクライナ危機といった世界レベルで
の脅威が立て続けに発生したことがSDGsや気候変動
への行動を遅れさせ、または後退させていることは間違
いありません。
　これらに起因する日用品やエネルギー価格の高騰、
一部の先鋭化した政治的または思想的な言説等が、市
井の人々の関心をSDGsや持続可能性の論点から遠ざ
けてしまったということもあるでしょう。
　当記事執筆時点（2023年1月末 ※以下同じ）におい
て、SDGsに対して決して小さくないバックラッシュ（反
動）が生じていることは否定できません。

    日本のSDGsのこれから

日本におけるSDGs政策は、前述のSDGs推進本部
で決定される「SDGsアクションプラン」を中心に進めら
れています。

　2022年初に公表された「SDGsアクションプラン
2022」は、新型コロナ禍による社会の変化に対し、
SDGsを「我々が直面する未曾有の危機を乗り越え、世
界をより良い未来に導くための重要な羅針盤」と位置付
け、新しい社会を創り上げる必要性を強く強調した内容
となっています。執筆時点では最新版（2023年）は公開
されていませんが、本号が皆さまのお手元に届く頃には
公開されていると思います。岸田首相（※執筆時点）は、
2022年6月に行われたSDGs推進本部の会合におい
て、自身が提唱する「新しい資本主義」をSDGsの達成
につながるものとして位置付け、取り組みをさらに強化
するよう指示しています。この言葉通り、2022年5月に
は国際情勢の複雑化や社会構造の変化における安全
保障推進のための法律として「経済安全保障推進法」
を公布しており、また、前述のCOP27に出席した西村
環境大臣からは、10年間で150兆円を超えるGX（前回
連載第11回参照）投資を行う旨の声明が発せられるな
ど、「新たな資本主義」を実現するための政策を積極的
に展開しています。
　これらの動きを踏まえて考えると「SDGsアクションプ
ラン2023」の方向性に大きな変化はなく、しかしなが
ら、世界情勢を踏まえ、経済安全保障や気候変動対策
に関わる施策をさらに強力に推進する内容となっている
ことが予想されます。
　したがって、SDGsを取り巻く環境の変化や進捗状況
のいかんに関わらず、SDGsを含む持続可能性・サステ
ナビリティという考え方は、これまで以上に日本社会に
おける価値観や社会的制度として実装され標準化され
ていくと考えて、対応を進めていかなければなりません。

    持続可能な
　 企業経営実現のためのSDGs

　国連の持続可能な開発に関わる実行計画であり、
SDGsを定めている「2030アジェンダ」（連載第1回等
参照）の前文に次の一節があります。

すべての国及びすべてのステークホルダーは、協同
的なパートナーシップの下、この計画を実行する。（中
略）我々は、世界を持続的かつ強靱（レジリエント）な道
筋に移行させるために緊急に必要な、大胆かつ変革的

な手段をとることに決意している。我々はこの共同の旅
路に乗り出すにあたり、誰一人取り残さないことを誓
う。」（引用：外務省「持続可能な開発のための2030
アジェンダ（仮訳）」

　この最後にある「誰一人取り残さない」（原文：No 
One Left Behind）は、SDGsを進めるに当たり、地
球上に住む誰一人として現状に置き去りにすることな
く、新たな世界に向けて共に歩んでいくことを宣言した
もので、SDGsの取り組みの原則かつ理念的な支柱と
なっている言葉の一つです。SDGsの解説では必ず紹
介される言葉ですので、SDGsに触れたことのある、お
そらくすべての方がご存じなのではないでしょうか。
　しかし、この言葉の前にある「緊急に必要な、大胆か
つ変革的な手段をとることに決意している」という一文
も含めて理解されているかと言えば、必ずしもそうでは
ないと筆者は考えています。
　この一節の主語、行動の主体は、「すべての国及び
すべてのステークホルダー」です。したがってこの一節
は、すべての国、すべての国際機関、すべての自治体、
すべての企業、すべての人に対して、変革への決意と
協働を求めていると解すべきでしょう。
であるとすれば、「誰一人取り残さない」という言葉に

は、ただ立ち止まって、誰かが行動してくれることを待っ
ている者までを助ける意図は（おそらく）ありません。
　前回連載第11回で「X」＝Transformationに関
わる言葉をご紹介しましたが、これらの言葉の考え方
は、SDGsを含む持続可能性といった価値観に沿って
社会を大きく変革すると共に、新たな経済構造を構築
しようとするものです。新型コロナ禍やウクライナ危機
を経た現在、日本または世界全体の方向性として、従来
の枠組みに留まろうとする者ではなく、これらの新たな
価値観に基づいて事業や組織を積極的に変革または
創造し、成長し続けようとする意志のある者を優先する
社会になりつつあります。
　その身近な例が、「事業再構築補助金」です。
　工業会においても活用された企業さまは少なくない
かと思いますが、この補助金は、新型コロナ後の時代の
経済環境の変化に対応するために、既存事業の損失を
補填するのではなく、新分野への挑戦や業態・業種転
換を支援することを目的としています。

　2030アジェンダの言葉を借りれば、企業活動におけ
る「緊急に必要な、大胆かつ変革的な手段」を強力に
後押しするためのものです。
2030アジェンダは、その正式名称である『我々の世界を

変革する：持続可能な開発のための2030アジェンダ』
（Transforming our world：the 2030Agenda 
for Sustainable Development）の通り、2030年
の世界をこれまでとはまったく異なるものに創り変えるこ
とを意図していますが、新型コロナ禍やウクライナ危機
が、SDGsが描いていた世界の変革を強制的かつ強力
に推し進めていることは間違いありません。
　その結果として、おそらくすべての企業さまにおい
て、将来に向けた何らかの変革が求められています。
　この連載を通じてお伝えしてきた通り、企業がSDGs
を実践するということは、SDGsが作り出す新しい時代
の価値観に対応することを通じて「企業としての持続
可能性を追求すること」にほかなりません。そのための
手法として「SDGs実装型経営」をお伝えしてきました
が、もちろん取り組み方はこれだけではありません。
SDGsを通じて企業としての未来を創造し、実現するた
めに必要な行動を改めて考えていただきますようお願
い致します。
　最後になりますが、本連載が工業会会員各社さまの
持続可能な経営実現の一助となれば幸甚です。
　1年間ありがとうございました。

IRIS Research & Service/アイリス行政書士事務所代表　森 健人

最終回
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　2016年から始まったSDGsですが、既に7年を経過
し、年限である2030年に向け、折り返し地点を迎えよう
としています。
　日本の、特に中小企業におけるSDGsや持続可能性
に関する取り組みはこれから本番に向かいますが、世界
の政治経済の激動の中でどのように活動を進めたらよ
いのでしょうか。
　全12回の最終回となる今回は、2030年に向けた
SDGsの展望について考えます。

    SDGsを取り巻く最新の状況

①世界情勢とSDGs
　国連は、SDGsに関するレポート「持続可能な開発目
標報告」を毎年公開しており、国際連合広報センターの
Webサイト（https://www.unic.or.jp/）には日本語
版概要も用意されています。
　最新版（2022年）では、新型コロナ禍、気候危機、ウ
クライナ危機等諸問題の複合的な影響を非常に深刻に
とらえており、17の目標ほぼすべてにおいて強い危機感
を示しています。同報告では「危機脱出に向けたロード
マップ」として、①武力紛争の終結及び外交と平和の道
程の創造、②低炭素・環境負荷の低い経済システムへ
の移行、③これらを実現するための国際的金融制度の
包括的改革、の3点を世界に求めています（出典：

“The Sustainable Development Goals Report 
2022”から筆者訳）。
　また、世界各国のSDGsの取り組みに関して“持続可
能な開発ソリューション・ネットワーク”（SDSN）等の機
関が共同で発行している「持続可能な開発報告書」の
最新版（2022年）は、新型コロナ禍に起因する諸問題
のため、2020年から2021年にかけてSDGsの成果が
後退（悪化）したと評価しています。同報告書は2021年
時点での評価のため、ウクライナ危機の影響が考慮さ
れていませんが、2022年以降、政治的な関心が安全保
障に傾倒することにより、SDGsや気候変動対策に悪影
響が生じる可能性を強く懸念した内容となっています
（出典：SDSN他“Sustainable Development 
Report 2022”から筆者訳）。

②気候変動の影響
　前述国連の報告書での“気候危機”という表現が示
すように、気候変動の影響は、今まで以上にSDGsの大
きな障害となりつつあります。
国際機関であるIPCC（気候変動に関する政府間パネ

ル）は、最新の報告で「人間の影響が大気、海洋及び陸
域を温暖化させてきたことには疑う余地がない。大気、海
洋、雪氷圏、及び生物圏において、広範かつ急速な変化
が現れている。」と結論付けています（引用：文科省およ
び気象庁「IPCC AR6 WG1 SPM 暫定訳」）。

　また、昨年（2022年）11月に開催された国連気候変
動枠組条約第27回締約国会議（COP27）では、各国
の気候変動対策のさらなる強化を求める「シャルム・エ
ル・シェイク実施計画」が決定されており、今後、日本
を含む締結国各国の政策に反映されていきます。企業
経営の観点では、気候変動対策に関わる規制が強まる
ものと考えられますので、今後の政策や法令の改正を
注視する必要があるでしょう。

③日本の取り組みの評価
　日本におけるSDGsの取り組みは、首相を本部長とし
て内閣に設置された「持続可能な開発目標（SDGs）推
進本部」を中心に進められています。
　2021年には日本のSDGsの進捗度合を測る「自発
的国家レビュー（VNR）」を実施しており、SDGsの認
知度の向上、再エネ比率の拡大、保育教育分野での取
り組み等の成果と、ジェンダーへの取り組みの遅れ、相
対的貧困、新型コロナ禍における雇用者数の減少等に
関わる課題が報告されています。
また、海外から見た日本のSDGsの取り組みの評価と

して、前述の「持続可能な開発報告書」は、日本の
SDGsの達成度合いを世界163ヵ国中19位とし、相対
的貧国、男女平等、気候変動対策、海洋/陸上資源の利
用等に大きな課題があると報告しています（出典同じ）。
　新型コロナ禍、ウクライナ危機といった世界レベルで
の脅威が立て続けに発生したことがSDGsや気候変動
への行動を遅れさせ、または後退させていることは間違
いありません。
　これらに起因する日用品やエネルギー価格の高騰、
一部の先鋭化した政治的または思想的な言説等が、市
井の人々の関心をSDGsや持続可能性の論点から遠ざ
けてしまったということもあるでしょう。
　当記事執筆時点（2023年1月末 ※以下同じ）におい
て、SDGsに対して決して小さくないバックラッシュ（反
動）が生じていることは否定できません。

    日本のSDGsのこれから

日本におけるSDGs政策は、前述のSDGs推進本部
で決定される「SDGsアクションプラン」を中心に進めら
れています。

　2022年初に公表された「SDGsアクションプラン
2022」は、新型コロナ禍による社会の変化に対し、
SDGsを「我々が直面する未曾有の危機を乗り越え、世
界をより良い未来に導くための重要な羅針盤」と位置付
け、新しい社会を創り上げる必要性を強く強調した内容
となっています。執筆時点では最新版（2023年）は公開
されていませんが、本号が皆さまのお手元に届く頃には
公開されていると思います。岸田首相（※執筆時点）は、
2022年6月に行われたSDGs推進本部の会合におい
て、自身が提唱する「新しい資本主義」をSDGsの達成
につながるものとして位置付け、取り組みをさらに強化
するよう指示しています。この言葉通り、2022年5月に
は国際情勢の複雑化や社会構造の変化における安全
保障推進のための法律として「経済安全保障推進法」
を公布しており、また、前述のCOP27に出席した西村
環境大臣からは、10年間で150兆円を超えるGX（前回
連載第11回参照）投資を行う旨の声明が発せられるな
ど、「新たな資本主義」を実現するための政策を積極的
に展開しています。
　これらの動きを踏まえて考えると「SDGsアクションプ
ラン2023」の方向性に大きな変化はなく、しかしなが
ら、世界情勢を踏まえ、経済安全保障や気候変動対策
に関わる施策をさらに強力に推進する内容となっている
ことが予想されます。
　したがって、SDGsを取り巻く環境の変化や進捗状況
のいかんに関わらず、SDGsを含む持続可能性・サステ
ナビリティという考え方は、これまで以上に日本社会に
おける価値観や社会的制度として実装され標準化され
ていくと考えて、対応を進めていかなければなりません。

    持続可能な
　 企業経営実現のためのSDGs

　国連の持続可能な開発に関わる実行計画であり、
SDGsを定めている「2030アジェンダ」（連載第1回等
参照）の前文に次の一節があります。

すべての国及びすべてのステークホルダーは、協同
的なパートナーシップの下、この計画を実行する。（中
略）我々は、世界を持続的かつ強靱（レジリエント）な道
筋に移行させるために緊急に必要な、大胆かつ変革的

な手段をとることに決意している。我々はこの共同の旅
路に乗り出すにあたり、誰一人取り残さないことを誓
う。」（引用：外務省「持続可能な開発のための2030
アジェンダ（仮訳）」

　この最後にある「誰一人取り残さない」（原文：No 
One Left Behind）は、SDGsを進めるに当たり、地
球上に住む誰一人として現状に置き去りにすることな
く、新たな世界に向けて共に歩んでいくことを宣言した
もので、SDGsの取り組みの原則かつ理念的な支柱と
なっている言葉の一つです。SDGsの解説では必ず紹
介される言葉ですので、SDGsに触れたことのある、お
そらくすべての方がご存じなのではないでしょうか。
　しかし、この言葉の前にある「緊急に必要な、大胆か
つ変革的な手段をとることに決意している」という一文
も含めて理解されているかと言えば、必ずしもそうでは
ないと筆者は考えています。
　この一節の主語、行動の主体は、「すべての国及び
すべてのステークホルダー」です。したがってこの一節
は、すべての国、すべての国際機関、すべての自治体、
すべての企業、すべての人に対して、変革への決意と
協働を求めていると解すべきでしょう。
であるとすれば、「誰一人取り残さない」という言葉に

は、ただ立ち止まって、誰かが行動してくれることを待っ
ている者までを助ける意図は（おそらく）ありません。
　前回連載第11回で「X」＝Transformationに関
わる言葉をご紹介しましたが、これらの言葉の考え方
は、SDGsを含む持続可能性といった価値観に沿って
社会を大きく変革すると共に、新たな経済構造を構築
しようとするものです。新型コロナ禍やウクライナ危機
を経た現在、日本または世界全体の方向性として、従来
の枠組みに留まろうとする者ではなく、これらの新たな
価値観に基づいて事業や組織を積極的に変革または
創造し、成長し続けようとする意志のある者を優先する
社会になりつつあります。
　その身近な例が、「事業再構築補助金」です。
　工業会においても活用された企業さまは少なくない
かと思いますが、この補助金は、新型コロナ後の時代の
経済環境の変化に対応するために、既存事業の損失を
補填するのではなく、新分野への挑戦や業態・業種転
換を支援することを目的としています。

　2030アジェンダの言葉を借りれば、企業活動におけ
る「緊急に必要な、大胆かつ変革的な手段」を強力に
後押しするためのものです。
2030アジェンダは、その正式名称である『我々の世界を

変革する：持続可能な開発のための2030アジェンダ』
（Transforming our world：the 2030Agenda 
for Sustainable Development）の通り、2030年
の世界をこれまでとはまったく異なるものに創り変えるこ
とを意図していますが、新型コロナ禍やウクライナ危機
が、SDGsが描いていた世界の変革を強制的かつ強力
に推し進めていることは間違いありません。
　その結果として、おそらくすべての企業さまにおい
て、将来に向けた何らかの変革が求められています。
　この連載を通じてお伝えしてきた通り、企業がSDGs
を実践するということは、SDGsが作り出す新しい時代
の価値観に対応することを通じて「企業としての持続
可能性を追求すること」にほかなりません。そのための
手法として「SDGs実装型経営」をお伝えしてきました
が、もちろん取り組み方はこれだけではありません。
SDGsを通じて企業としての未来を創造し、実現するた
めに必要な行動を改めて考えていただきますようお願
い致します。
　最後になりますが、本連載が工業会会員各社さまの
持続可能な経営実現の一助となれば幸甚です。
　1年間ありがとうございました。

筆者プロフィール：
IRIS Research ＆ Service / アイリス行政書士事務所代表
　自動車関連企業等にて安全環境専門職を経験後独立。中小
企業を中心に安全環境活動・行政手続等の支援を行う。
　また、ISO 審査員として中小企業から上場企業までの審査
を担当している。SDGs 関連では「SDGs 実装経営コンサルタ
ント」としてセミナー・企業支援を軸に活動中。著書『ものづく
り中小企業のための SDGs 入門』。
■Webサイト　 https://irism.jp
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　2016年から始まったSDGsですが、既に7年を経過
し、年限である2030年に向け、折り返し地点を迎えよう
としています。
　日本の、特に中小企業におけるSDGsや持続可能性
に関する取り組みはこれから本番に向かいますが、世界
の政治経済の激動の中でどのように活動を進めたらよ
いのでしょうか。
　全12回の最終回となる今回は、2030年に向けた
SDGsの展望について考えます。

    SDGsを取り巻く最新の状況

①世界情勢とSDGs
　国連は、SDGsに関するレポート「持続可能な開発目
標報告」を毎年公開しており、国際連合広報センターの
Webサイト（https://www.unic.or.jp/）には日本語
版概要も用意されています。
　最新版（2022年）では、新型コロナ禍、気候危機、ウ
クライナ危機等諸問題の複合的な影響を非常に深刻に
とらえており、17の目標ほぼすべてにおいて強い危機感
を示しています。同報告では「危機脱出に向けたロード
マップ」として、①武力紛争の終結及び外交と平和の道
程の創造、②低炭素・環境負荷の低い経済システムへ
の移行、③これらを実現するための国際的金融制度の
包括的改革、の3点を世界に求めています（出典：

“The Sustainable Development Goals Report 
2022”から筆者訳）。
　また、世界各国のSDGsの取り組みに関して“持続可
能な開発ソリューション・ネットワーク”（SDSN）等の機
関が共同で発行している「持続可能な開発報告書」の
最新版（2022年）は、新型コロナ禍に起因する諸問題
のため、2020年から2021年にかけてSDGsの成果が
後退（悪化）したと評価しています。同報告書は2021年
時点での評価のため、ウクライナ危機の影響が考慮さ
れていませんが、2022年以降、政治的な関心が安全保
障に傾倒することにより、SDGsや気候変動対策に悪影
響が生じる可能性を強く懸念した内容となっています
（出典：SDSN他“Sustainable Development 
Report 2022”から筆者訳）。

②気候変動の影響
　前述国連の報告書での“気候危機”という表現が示
すように、気候変動の影響は、今まで以上にSDGsの大
きな障害となりつつあります。
国際機関であるIPCC（気候変動に関する政府間パネ

ル）は、最新の報告で「人間の影響が大気、海洋及び陸
域を温暖化させてきたことには疑う余地がない。大気、海
洋、雪氷圏、及び生物圏において、広範かつ急速な変化
が現れている。」と結論付けています（引用：文科省およ
び気象庁「IPCC AR6 WG1 SPM 暫定訳」）。

　また、昨年（2022年）11月に開催された国連気候変
動枠組条約第27回締約国会議（COP27）では、各国
の気候変動対策のさらなる強化を求める「シャルム・エ
ル・シェイク実施計画」が決定されており、今後、日本
を含む締結国各国の政策に反映されていきます。企業
経営の観点では、気候変動対策に関わる規制が強まる
ものと考えられますので、今後の政策や法令の改正を
注視する必要があるでしょう。

③日本の取り組みの評価
　日本におけるSDGsの取り組みは、首相を本部長とし
て内閣に設置された「持続可能な開発目標（SDGs）推
進本部」を中心に進められています。
　2021年には日本のSDGsの進捗度合を測る「自発
的国家レビュー（VNR）」を実施しており、SDGsの認
知度の向上、再エネ比率の拡大、保育教育分野での取
り組み等の成果と、ジェンダーへの取り組みの遅れ、相
対的貧困、新型コロナ禍における雇用者数の減少等に
関わる課題が報告されています。
また、海外から見た日本のSDGsの取り組みの評価と

して、前述の「持続可能な開発報告書」は、日本の
SDGsの達成度合いを世界163ヵ国中19位とし、相対
的貧国、男女平等、気候変動対策、海洋/陸上資源の利
用等に大きな課題があると報告しています（出典同じ）。
　新型コロナ禍、ウクライナ危機といった世界レベルで
の脅威が立て続けに発生したことがSDGsや気候変動
への行動を遅れさせ、または後退させていることは間違
いありません。
　これらに起因する日用品やエネルギー価格の高騰、
一部の先鋭化した政治的または思想的な言説等が、市
井の人々の関心をSDGsや持続可能性の論点から遠ざ
けてしまったということもあるでしょう。
　当記事執筆時点（2023年1月末 ※以下同じ）におい
て、SDGsに対して決して小さくないバックラッシュ（反
動）が生じていることは否定できません。

    日本のSDGsのこれから

日本におけるSDGs政策は、前述のSDGs推進本部
で決定される「SDGsアクションプラン」を中心に進めら
れています。

　2022年初に公表された「SDGsアクションプラン
2022」は、新型コロナ禍による社会の変化に対し、
SDGsを「我々が直面する未曾有の危機を乗り越え、世
界をより良い未来に導くための重要な羅針盤」と位置付
け、新しい社会を創り上げる必要性を強く強調した内容
となっています。執筆時点では最新版（2023年）は公開
されていませんが、本号が皆さまのお手元に届く頃には
公開されていると思います。岸田首相（※執筆時点）は、
2022年6月に行われたSDGs推進本部の会合におい
て、自身が提唱する「新しい資本主義」をSDGsの達成
につながるものとして位置付け、取り組みをさらに強化
するよう指示しています。この言葉通り、2022年5月に
は国際情勢の複雑化や社会構造の変化における安全
保障推進のための法律として「経済安全保障推進法」
を公布しており、また、前述のCOP27に出席した西村
環境大臣からは、10年間で150兆円を超えるGX（前回
連載第11回参照）投資を行う旨の声明が発せられるな
ど、「新たな資本主義」を実現するための政策を積極的
に展開しています。
　これらの動きを踏まえて考えると「SDGsアクションプ
ラン2023」の方向性に大きな変化はなく、しかしなが
ら、世界情勢を踏まえ、経済安全保障や気候変動対策
に関わる施策をさらに強力に推進する内容となっている
ことが予想されます。
　したがって、SDGsを取り巻く環境の変化や進捗状況
のいかんに関わらず、SDGsを含む持続可能性・サステ
ナビリティという考え方は、これまで以上に日本社会に
おける価値観や社会的制度として実装され標準化され
ていくと考えて、対応を進めていかなければなりません。

    持続可能な
　 企業経営実現のためのSDGs

　国連の持続可能な開発に関わる実行計画であり、
SDGsを定めている「2030アジェンダ」（連載第1回等
参照）の前文に次の一節があります。

すべての国及びすべてのステークホルダーは、協同
的なパートナーシップの下、この計画を実行する。（中
略）我々は、世界を持続的かつ強靱（レジリエント）な道
筋に移行させるために緊急に必要な、大胆かつ変革的

な手段をとることに決意している。我々はこの共同の旅
路に乗り出すにあたり、誰一人取り残さないことを誓
う。」（引用：外務省「持続可能な開発のための2030
アジェンダ（仮訳）」

　この最後にある「誰一人取り残さない」（原文：No 
One Left Behind）は、SDGsを進めるに当たり、地
球上に住む誰一人として現状に置き去りにすることな
く、新たな世界に向けて共に歩んでいくことを宣言した
もので、SDGsの取り組みの原則かつ理念的な支柱と
なっている言葉の一つです。SDGsの解説では必ず紹
介される言葉ですので、SDGsに触れたことのある、お
そらくすべての方がご存じなのではないでしょうか。
　しかし、この言葉の前にある「緊急に必要な、大胆か
つ変革的な手段をとることに決意している」という一文
も含めて理解されているかと言えば、必ずしもそうでは
ないと筆者は考えています。
　この一節の主語、行動の主体は、「すべての国及び
すべてのステークホルダー」です。したがってこの一節
は、すべての国、すべての国際機関、すべての自治体、
すべての企業、すべての人に対して、変革への決意と
協働を求めていると解すべきでしょう。
であるとすれば、「誰一人取り残さない」という言葉に

は、ただ立ち止まって、誰かが行動してくれることを待っ
ている者までを助ける意図は（おそらく）ありません。
　前回連載第11回で「X」＝Transformationに関
わる言葉をご紹介しましたが、これらの言葉の考え方
は、SDGsを含む持続可能性といった価値観に沿って
社会を大きく変革すると共に、新たな経済構造を構築
しようとするものです。新型コロナ禍やウクライナ危機
を経た現在、日本または世界全体の方向性として、従来
の枠組みに留まろうとする者ではなく、これらの新たな
価値観に基づいて事業や組織を積極的に変革または
創造し、成長し続けようとする意志のある者を優先する
社会になりつつあります。
　その身近な例が、「事業再構築補助金」です。
　工業会においても活用された企業さまは少なくない
かと思いますが、この補助金は、新型コロナ後の時代の
経済環境の変化に対応するために、既存事業の損失を
補填するのではなく、新分野への挑戦や業態・業種転
換を支援することを目的としています。

　2030アジェンダの言葉を借りれば、企業活動におけ
る「緊急に必要な、大胆かつ変革的な手段」を強力に
後押しするためのものです。
2030アジェンダは、その正式名称である『我々の世界を

変革する：持続可能な開発のための2030アジェンダ』
（Transforming our world：the 2030Agenda 
for Sustainable Development）の通り、2030年
の世界をこれまでとはまったく異なるものに創り変えるこ
とを意図していますが、新型コロナ禍やウクライナ危機
が、SDGsが描いていた世界の変革を強制的かつ強力
に推し進めていることは間違いありません。
　その結果として、おそらくすべての企業さまにおい
て、将来に向けた何らかの変革が求められています。
　この連載を通じてお伝えしてきた通り、企業がSDGs
を実践するということは、SDGsが作り出す新しい時代
の価値観に対応することを通じて「企業としての持続
可能性を追求すること」にほかなりません。そのための
手法として「SDGs実装型経営」をお伝えしてきました
が、もちろん取り組み方はこれだけではありません。
SDGsを通じて企業としての未来を創造し、実現するた
めに必要な行動を改めて考えていただきますようお願
い致します。
　最後になりますが、本連載が工業会会員各社さまの
持続可能な経営実現の一助となれば幸甚です。
　1年間ありがとうございました。

■SDGs実践のポイント⑫
□ SDGsに関して、新型コロナ禍等による自社の経営環境の変化を
　 検証してみましょう。
□ 検証結果を踏まえて、改めて自社のSDGs・持続可能な経営戦略を
　 考えてみましょう。
【17の目標：取り組み方のヒント⑫】
「協働」：企業や業界の垣根を超えた戦略を考える
　本文中で記した通り、2030アジェンダとSDGsは、その本質において、世界を大胆に変革することを目的とし
ています。
　人類という種の安全保障という観点において、持続可能な世界の実現に向けた創造的な側面を持つ一方で、
経済的な観点では、ある業界そのものの存亡を左右し得る暴力的な側面を有するということは、この連載を通じ
てご理解いただけたことと思います。
　SDGsに関して厨房設備事業者さまをとりまく環境の変化は、比較的機会に恵まれたものと考えますが（連載
第3回参照）、とは言うものの、決して小さくないリスクが生じることも間違いありません。
　この大変動の時代においては、一つの企業単独でリスクを排除し、機会をつかむことにはやはり限界がありま
す。普段はライバルである同業者間での連携や、外部の規制当局、関連する他業界等との協力関係の構築によ
り、業界全体として協働し、持続可能性を追求する姿勢が望まれます。

図1　「協働」　企業や業界の垣根を超えた戦略を考える
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　2016年から始まったSDGsですが、既に7年を経過
し、年限である2030年に向け、折り返し地点を迎えよう
としています。
　日本の、特に中小企業におけるSDGsや持続可能性
に関する取り組みはこれから本番に向かいますが、世界
の政治経済の激動の中でどのように活動を進めたらよ
いのでしょうか。
　全12回の最終回となる今回は、2030年に向けた
SDGsの展望について考えます。

    SDGsを取り巻く最新の状況

①世界情勢とSDGs
　国連は、SDGsに関するレポート「持続可能な開発目
標報告」を毎年公開しており、国際連合広報センターの
Webサイト（https://www.unic.or.jp/）には日本語
版概要も用意されています。
　最新版（2022年）では、新型コロナ禍、気候危機、ウ
クライナ危機等諸問題の複合的な影響を非常に深刻に
とらえており、17の目標ほぼすべてにおいて強い危機感
を示しています。同報告では「危機脱出に向けたロード
マップ」として、①武力紛争の終結及び外交と平和の道
程の創造、②低炭素・環境負荷の低い経済システムへ
の移行、③これらを実現するための国際的金融制度の
包括的改革、の3点を世界に求めています（出典：

“The Sustainable Development Goals Report 
2022”から筆者訳）。
　また、世界各国のSDGsの取り組みに関して“持続可
能な開発ソリューション・ネットワーク”（SDSN）等の機
関が共同で発行している「持続可能な開発報告書」の
最新版（2022年）は、新型コロナ禍に起因する諸問題
のため、2020年から2021年にかけてSDGsの成果が
後退（悪化）したと評価しています。同報告書は2021年
時点での評価のため、ウクライナ危機の影響が考慮さ
れていませんが、2022年以降、政治的な関心が安全保
障に傾倒することにより、SDGsや気候変動対策に悪影
響が生じる可能性を強く懸念した内容となっています
（出典：SDSN他“Sustainable Development 
Report 2022”から筆者訳）。

②気候変動の影響
　前述国連の報告書での“気候危機”という表現が示
すように、気候変動の影響は、今まで以上にSDGsの大
きな障害となりつつあります。
国際機関であるIPCC（気候変動に関する政府間パネ

ル）は、最新の報告で「人間の影響が大気、海洋及び陸
域を温暖化させてきたことには疑う余地がない。大気、海
洋、雪氷圏、及び生物圏において、広範かつ急速な変化
が現れている。」と結論付けています（引用：文科省およ
び気象庁「IPCC AR6 WG1 SPM 暫定訳」）。

　また、昨年（2022年）11月に開催された国連気候変
動枠組条約第27回締約国会議（COP27）では、各国
の気候変動対策のさらなる強化を求める「シャルム・エ
ル・シェイク実施計画」が決定されており、今後、日本
を含む締結国各国の政策に反映されていきます。企業
経営の観点では、気候変動対策に関わる規制が強まる
ものと考えられますので、今後の政策や法令の改正を
注視する必要があるでしょう。

③日本の取り組みの評価
　日本におけるSDGsの取り組みは、首相を本部長とし
て内閣に設置された「持続可能な開発目標（SDGs）推
進本部」を中心に進められています。
　2021年には日本のSDGsの進捗度合を測る「自発
的国家レビュー（VNR）」を実施しており、SDGsの認
知度の向上、再エネ比率の拡大、保育教育分野での取
り組み等の成果と、ジェンダーへの取り組みの遅れ、相
対的貧困、新型コロナ禍における雇用者数の減少等に
関わる課題が報告されています。
また、海外から見た日本のSDGsの取り組みの評価と

して、前述の「持続可能な開発報告書」は、日本の
SDGsの達成度合いを世界163ヵ国中19位とし、相対
的貧国、男女平等、気候変動対策、海洋/陸上資源の利
用等に大きな課題があると報告しています（出典同じ）。
　新型コロナ禍、ウクライナ危機といった世界レベルで
の脅威が立て続けに発生したことがSDGsや気候変動
への行動を遅れさせ、または後退させていることは間違
いありません。
　これらに起因する日用品やエネルギー価格の高騰、
一部の先鋭化した政治的または思想的な言説等が、市
井の人々の関心をSDGsや持続可能性の論点から遠ざ
けてしまったということもあるでしょう。
　当記事執筆時点（2023年1月末 ※以下同じ）におい
て、SDGsに対して決して小さくないバックラッシュ（反
動）が生じていることは否定できません。

    日本のSDGsのこれから

日本におけるSDGs政策は、前述のSDGs推進本部
で決定される「SDGsアクションプラン」を中心に進めら
れています。

　2022年初に公表された「SDGsアクションプラン
2022」は、新型コロナ禍による社会の変化に対し、
SDGsを「我々が直面する未曾有の危機を乗り越え、世
界をより良い未来に導くための重要な羅針盤」と位置付
け、新しい社会を創り上げる必要性を強く強調した内容
となっています。執筆時点では最新版（2023年）は公開
されていませんが、本号が皆さまのお手元に届く頃には
公開されていると思います。岸田首相（※執筆時点）は、
2022年6月に行われたSDGs推進本部の会合におい
て、自身が提唱する「新しい資本主義」をSDGsの達成
につながるものとして位置付け、取り組みをさらに強化
するよう指示しています。この言葉通り、2022年5月に
は国際情勢の複雑化や社会構造の変化における安全
保障推進のための法律として「経済安全保障推進法」
を公布しており、また、前述のCOP27に出席した西村
環境大臣からは、10年間で150兆円を超えるGX（前回
連載第11回参照）投資を行う旨の声明が発せられるな
ど、「新たな資本主義」を実現するための政策を積極的
に展開しています。
　これらの動きを踏まえて考えると「SDGsアクションプ
ラン2023」の方向性に大きな変化はなく、しかしなが
ら、世界情勢を踏まえ、経済安全保障や気候変動対策
に関わる施策をさらに強力に推進する内容となっている
ことが予想されます。
　したがって、SDGsを取り巻く環境の変化や進捗状況
のいかんに関わらず、SDGsを含む持続可能性・サステ
ナビリティという考え方は、これまで以上に日本社会に
おける価値観や社会的制度として実装され標準化され
ていくと考えて、対応を進めていかなければなりません。

    持続可能な
　 企業経営実現のためのSDGs

　国連の持続可能な開発に関わる実行計画であり、
SDGsを定めている「2030アジェンダ」（連載第1回等
参照）の前文に次の一節があります。

すべての国及びすべてのステークホルダーは、協同
的なパートナーシップの下、この計画を実行する。（中
略）我々は、世界を持続的かつ強靱（レジリエント）な道
筋に移行させるために緊急に必要な、大胆かつ変革的

な手段をとることに決意している。我々はこの共同の旅
路に乗り出すにあたり、誰一人取り残さないことを誓
う。」（引用：外務省「持続可能な開発のための2030
アジェンダ（仮訳）」

　この最後にある「誰一人取り残さない」（原文：No 
One Left Behind）は、SDGsを進めるに当たり、地
球上に住む誰一人として現状に置き去りにすることな
く、新たな世界に向けて共に歩んでいくことを宣言した
もので、SDGsの取り組みの原則かつ理念的な支柱と
なっている言葉の一つです。SDGsの解説では必ず紹
介される言葉ですので、SDGsに触れたことのある、お
そらくすべての方がご存じなのではないでしょうか。
　しかし、この言葉の前にある「緊急に必要な、大胆か
つ変革的な手段をとることに決意している」という一文
も含めて理解されているかと言えば、必ずしもそうでは
ないと筆者は考えています。
　この一節の主語、行動の主体は、「すべての国及び
すべてのステークホルダー」です。したがってこの一節
は、すべての国、すべての国際機関、すべての自治体、
すべての企業、すべての人に対して、変革への決意と
協働を求めていると解すべきでしょう。
であるとすれば、「誰一人取り残さない」という言葉に

は、ただ立ち止まって、誰かが行動してくれることを待っ
ている者までを助ける意図は（おそらく）ありません。
　前回連載第11回で「X」＝Transformationに関
わる言葉をご紹介しましたが、これらの言葉の考え方
は、SDGsを含む持続可能性といった価値観に沿って
社会を大きく変革すると共に、新たな経済構造を構築
しようとするものです。新型コロナ禍やウクライナ危機
を経た現在、日本または世界全体の方向性として、従来
の枠組みに留まろうとする者ではなく、これらの新たな
価値観に基づいて事業や組織を積極的に変革または
創造し、成長し続けようとする意志のある者を優先する
社会になりつつあります。
　その身近な例が、「事業再構築補助金」です。
　工業会においても活用された企業さまは少なくない
かと思いますが、この補助金は、新型コロナ後の時代の
経済環境の変化に対応するために、既存事業の損失を
補填するのではなく、新分野への挑戦や業態・業種転
換を支援することを目的としています。

　2030アジェンダの言葉を借りれば、企業活動におけ
る「緊急に必要な、大胆かつ変革的な手段」を強力に
後押しするためのものです。
2030アジェンダは、その正式名称である『我々の世界を

変革する：持続可能な開発のための2030アジェンダ』
（Transforming our world：the 2030Agenda 
for Sustainable Development）の通り、2030年
の世界をこれまでとはまったく異なるものに創り変えるこ
とを意図していますが、新型コロナ禍やウクライナ危機
が、SDGsが描いていた世界の変革を強制的かつ強力
に推し進めていることは間違いありません。
　その結果として、おそらくすべての企業さまにおい
て、将来に向けた何らかの変革が求められています。
　この連載を通じてお伝えしてきた通り、企業がSDGs
を実践するということは、SDGsが作り出す新しい時代
の価値観に対応することを通じて「企業としての持続
可能性を追求すること」にほかなりません。そのための
手法として「SDGs実装型経営」をお伝えしてきました
が、もちろん取り組み方はこれだけではありません。
SDGsを通じて企業としての未来を創造し、実現するた
めに必要な行動を改めて考えていただきますようお願
い致します。
　最後になりますが、本連載が工業会会員各社さまの
持続可能な経営実現の一助となれば幸甚です。
　1年間ありがとうございました。

筆者プロフィール：
IRIS Research ＆ Service / アイリス行政書士事務所代表
　自動車関連企業等にて安全環境専門職を経験後独立。中小
企業を中心に安全環境活動・行政手続等の支援を行う。
　また、ISO 審査員として中小企業から上場企業までの審査
を担当している。SDGs 関連では「SDGs 実装経営コンサルタ
ント」としてセミナー・企業支援を軸に活動中。著書『ものづく
り中小企業のための SDGs 入門』。
■Webサイト　 https://irism.jp
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と、大きな増加率となっている。しかし、新型コロナ禍以
前の2019年と比べると、5.8％の減少となっている。
　新型コロナウイルスの状況を振り返ってみると、2019
年12月、中国・武漢市で原因不明の肺炎が発生した。
その後、2020年1月、日本国内で初めて新型コロナウイ
ルスの感染者が発生し、2月に入るとクルーズ船「ダイ
ヤモンド・プリンセス号」での集団感染が発生し、船内隔
離することになった。この時期には筆者自身、外食産業
は大きな打撃を受けるとは思っていなかった。
　しかし2月27日、首相が新型コロナウイルス拡大抑制
を目的として小学校、中学校、高等学校および特別支
援学校等の全国一斉の臨時休校を要請し、3月11日に
は、WHO（世界保健機関）が新型コロナウイルスのパ
ンデミックを発表した。
　その中で、4月7日から5月6日の1ヵ月間、東京都、神
奈川県、千葉県、大阪府、兵庫県、福岡県に第1回目の
新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言を発出し、4月
16日には、宣言を全国に拡大した。
　この緊急事態宣言は5月25日、すべての都道府県に
おいて緊急事態解除となっている。
　第1回の緊急事態宣言では、密閉、密接、密集の「三
つの密」を避けること、それに伴い繁華街の接客を伴う
飲食店の営業自粛・営業時間短縮要請などのほか、不
要不急の外出の抑制があった。
　しかし前述したように、2022年には、緊急事態宣言、
まん延防止等重点措置などの規制が一度も発令され
ず、飲食店は通常営業となり、客数も戻りつつあり、売上
高も増加傾向となってきている。

 3．2022年、業態別、月別の売上高の推移

　2022年の業態別、月別の売上高の推移を見ると、各
業態・各月とも前年同月実績をほぼ上回っている。これ
は、前年同月が大きく減少しており、その反動で増加し
ている状況となっているからである。
　具体的に見ると、ファストフードでは、規制があった
2021年以前からテイクアウト等も功を奏し、他の業態に
比べて順調に売上高を伸ばしている。
　ファストフードの消費行動を客数と客単価の関係で見
ると、客数が大幅に減少したが、1人前のテイクアウトで
はなく、複数人の商品をテイクアウトする関係で、客単
価が大幅に上昇し売上高の増加に結び付いている。
　ファミリーレストランでは、2022年2月で前年同月より
0.7％減少したが、それ以外の月は増加している。
　居酒屋では、繁華街の接客を伴う飲食店の営業自粛
などの要請の影響で、売上高が大幅に減少し、経営的
にも危機的状況となっていた。同じように、ディナーレス
トランでも夜が営業のメインになることから、売上高が
大きく減少していた。しかし規制もなく通常営業に戻った

 1.はじめに

　今回は、2022年の外食企業の売上動向について検
討することとする。
　外食産業が低迷し、外食企業の売上高が大きく減少
したのは、2020年に始まった新型コロナウイルスの感
染拡大である。
　少し新型コロナウイルスと規制との関係を見ると、　
2021年に入り、1月7日、第2回目の緊急事態宣言を東
京、千葉、埼玉、神奈川の1都3県に発令し、13日には、新
型コロナウイルスの拡大に伴い、大阪、京都、兵庫、愛知、
岐阜、福岡、茨城の2府5県に宣言を拡大した。さらに、栃
木を除く10都府県では、3月7日まで延長となる。
　第2回目の緊急事態宣言は都府県別で飲食に特化し
ているため、飲食店では、売上高に大きな影響が生じる。
　2020年年末から2021年年
始にかけてはクリスマス、忘年
会、新年会など書き入れ時の時
期であるが、この期間に自粛要
請が実施されると、飲食店にとっ
て深刻な状況となる。
　また、従来、インバウンド効果
が外食業界を後押していた状
況であったが、そのインバウンド
も日本への入国が制限されたこ
とでほぼ観光客がゼロとなり、
売上高減少に追い打ちをかけ
ている。
　具体的な要請内容は、飲食店
の営業時間を20時までに短縮、
酒類提供は19時までとなってい
る。また、消費者に対しては不要

不急の外出自粛などが盛り込まれている。
　なお、協力金は1日最大4万円から6万円に、事業者ご
とから店舗ごとに改善されたが、大部分の飲食店では
経営が厳しい状況となっている。
　2022年では、新型コロナ感染の抑制と経済活動の
推進という政策のもと、年間を通して緊急事態宣言等
の規制がなく、飲食店も通常営業に戻り、売上も徐々に
戻りつつある状況となっている。 
　このようなことを踏まえて、新型コロナ禍、3年目を迎
えた外食産業界はどのようであったか検討する。

 2．外食企業の売上高等の状況

　（一社）日本フードサービス協会の外食産業動向調査
によると、2022年の年間売上高は前年より13.3％増加

No.3 2022年、外食企業の売上動向

図 1　外食企業の年計売上高の推移
資料：（一社）日本フードサービス協会「JF外食産業動向調査」より作成
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と、大きな増加率となっている。しかし、新型コロナ禍以
前の2019年と比べると、5.8％の減少となっている。
　新型コロナウイルスの状況を振り返ってみると、2019
年12月、中国・武漢市で原因不明の肺炎が発生した。
その後、2020年1月、日本国内で初めて新型コロナウイ
ルスの感染者が発生し、2月に入るとクルーズ船「ダイ
ヤモンド・プリンセス号」での集団感染が発生し、船内隔
離することになった。この時期には筆者自身、外食産業
は大きな打撃を受けるとは思っていなかった。
　しかし2月27日、首相が新型コロナウイルス拡大抑制
を目的として小学校、中学校、高等学校および特別支
援学校等の全国一斉の臨時休校を要請し、3月11日に
は、WHO（世界保健機関）が新型コロナウイルスのパ
ンデミックを発表した。
　その中で、4月7日から5月6日の1ヵ月間、東京都、神
奈川県、千葉県、大阪府、兵庫県、福岡県に第1回目の
新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言を発出し、4月
16日には、宣言を全国に拡大した。
　この緊急事態宣言は5月25日、すべての都道府県に
おいて緊急事態解除となっている。
　第1回の緊急事態宣言では、密閉、密接、密集の「三
つの密」を避けること、それに伴い繁華街の接客を伴う
飲食店の営業自粛・営業時間短縮要請などのほか、不
要不急の外出の抑制があった。
　しかし前述したように、2022年には、緊急事態宣言、
まん延防止等重点措置などの規制が一度も発令され
ず、飲食店は通常営業となり、客数も戻りつつあり、売上
高も増加傾向となってきている。

 3．2022年、業態別、月別の売上高の推移

　2022年の業態別、月別の売上高の推移を見ると、各
業態・各月とも前年同月実績をほぼ上回っている。これ
は、前年同月が大きく減少しており、その反動で増加し
ている状況となっているからである。
　具体的に見ると、ファストフードでは、規制があった
2021年以前からテイクアウト等も功を奏し、他の業態に
比べて順調に売上高を伸ばしている。
　ファストフードの消費行動を客数と客単価の関係で見
ると、客数が大幅に減少したが、1人前のテイクアウトで
はなく、複数人の商品をテイクアウトする関係で、客単
価が大幅に上昇し売上高の増加に結び付いている。
　ファミリーレストランでは、2022年2月で前年同月より
0.7％減少したが、それ以外の月は増加している。
　居酒屋では、繁華街の接客を伴う飲食店の営業自粛
などの要請の影響で、売上高が大幅に減少し、経営的
にも危機的状況となっていた。同じように、ディナーレス
トランでも夜が営業のメインになることから、売上高が
大きく減少していた。しかし規制もなく通常営業に戻った

ことで、大幅な反動増加となっている。
　喫茶店は、同様に反動増加で売上高が増加している。
　しかし新型コロナ禍以前の2019年と比べると、ファス
トフード以外の業態は、2019年水準に戻っていない。
特に居酒屋では、2019年に比べて、50.8％の減少と
なっている深刻な状況である。

 4．まとめ

　以上のように、2022年の外食企業の状況は、規制が
なく、飲食店が通常営業に戻ったことで、売上高も回復
しつつある。
　しかし、2021年からウクライナ紛争によるエネル
ギー、穀物の問題、世界的なインフレ、円安などにより
食材仕入れ価格が急騰し、企業努力ではどうしようもな
い状況になり、メニュー価格の値上げをせざるを得なく
なっている。
　一連の新型コロナ禍やメニュー価格の引き上げなど
は、外食産業の歴史の中でも大きな出来事ではあるが、
過去に危機を乗り越えてきたように、消費者の理解を得
ながら必ず解決できるものと思われる。

不急の外出自粛などが盛り込まれている。
　なお、協力金は1日最大4万円から6万円に、事業者ご
とから店舗ごとに改善されたが、大部分の飲食店では
経営が厳しい状況となっている。
　2022年では、新型コロナ感染の抑制と経済活動の
推進という政策のもと、年間を通して緊急事態宣言等
の規制がなく、飲食店も通常営業に戻り、売上も徐々に
戻りつつある状況となっている。 
　このようなことを踏まえて、新型コロナ禍、3年目を迎
えた外食産業界はどのようであったか検討する。

 2．外食企業の売上高等の状況

　（一社）日本フードサービス協会の外食産業動向調査
によると、2022年の年間売上高は前年より13.3％増加

図 2　2022年の業態別、月別、売上高の推移
資料：（一社）日本フードサービス協会「JF 外食産業動向調査」
より作成
注）FF：ファストフード、FR：ファミリーレストラン、DR：ディナー
レストランのことである。

売上高
客数
客単価

-20.0

-15.0

-10.0

-5.0

0.0

5.0

10.0

15.0
％

2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年

0.5
-1.2

1.6 0.7 -0.2 0.1

2.8 3.1 2.3 1.9

-15.1

-1.4

13.3

2.6

-0.7

2.3

-0.1

-2.9 -3.1

1.6
2.2 0.8 0.2

-17.2

-2.0

6.2

単位：％
FF FR 居酒屋 DR 喫茶

1月 6.2 20.1 54.8 36.7 19.9
2月 7.1 ▲ 0.7 8.8 1.9 4.0
3月 6.6 4.0 4.3 8.8 6.2
4月 8.4 17.5 81.9 36.3 13.0
5月 5.7 36.7 368.9 100.1 31.4
6月 8.0 31.3 235.9 71.5 22.9
7月 7.8 20.6 137.6 33.2 16.1
8月 7.1 31.5 342.7 53.9 25.7
9月 8.2 32.1 468.8 64.9 28.2
10月 9.9 20.3 49.7 24.8 19.0
11月 9.2 7.5 14.7 8.1 11.4
12月 10.6 4.7 8.3 8.8 8.3
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と、大きな増加率となっている。しかし、新型コロナ禍以
前の2019年と比べると、5.8％の減少となっている。
　新型コロナウイルスの状況を振り返ってみると、2019
年12月、中国・武漢市で原因不明の肺炎が発生した。
その後、2020年1月、日本国内で初めて新型コロナウイ
ルスの感染者が発生し、2月に入るとクルーズ船「ダイ
ヤモンド・プリンセス号」での集団感染が発生し、船内隔
離することになった。この時期には筆者自身、外食産業
は大きな打撃を受けるとは思っていなかった。
　しかし2月27日、首相が新型コロナウイルス拡大抑制
を目的として小学校、中学校、高等学校および特別支
援学校等の全国一斉の臨時休校を要請し、3月11日に
は、WHO（世界保健機関）が新型コロナウイルスのパ
ンデミックを発表した。
　その中で、4月7日から5月6日の1ヵ月間、東京都、神
奈川県、千葉県、大阪府、兵庫県、福岡県に第1回目の
新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言を発出し、4月
16日には、宣言を全国に拡大した。
　この緊急事態宣言は5月25日、すべての都道府県に
おいて緊急事態解除となっている。
　第1回の緊急事態宣言では、密閉、密接、密集の「三
つの密」を避けること、それに伴い繁華街の接客を伴う
飲食店の営業自粛・営業時間短縮要請などのほか、不
要不急の外出の抑制があった。
　しかし前述したように、2022年には、緊急事態宣言、
まん延防止等重点措置などの規制が一度も発令され
ず、飲食店は通常営業となり、客数も戻りつつあり、売上
高も増加傾向となってきている。

 3．2022年、業態別、月別の売上高の推移

　2022年の業態別、月別の売上高の推移を見ると、各
業態・各月とも前年同月実績をほぼ上回っている。これ
は、前年同月が大きく減少しており、その反動で増加し
ている状況となっているからである。
　具体的に見ると、ファストフードでは、規制があった
2021年以前からテイクアウト等も功を奏し、他の業態に
比べて順調に売上高を伸ばしている。
　ファストフードの消費行動を客数と客単価の関係で見
ると、客数が大幅に減少したが、1人前のテイクアウトで
はなく、複数人の商品をテイクアウトする関係で、客単
価が大幅に上昇し売上高の増加に結び付いている。
　ファミリーレストランでは、2022年2月で前年同月より
0.7％減少したが、それ以外の月は増加している。
　居酒屋では、繁華街の接客を伴う飲食店の営業自粛
などの要請の影響で、売上高が大幅に減少し、経営的
にも危機的状況となっていた。同じように、ディナーレス
トランでも夜が営業のメインになることから、売上高が
大きく減少していた。しかし規制もなく通常営業に戻った

 1.はじめに

　今回は、2022年の外食企業の売上動向について検
討することとする。
　外食産業が低迷し、外食企業の売上高が大きく減少
したのは、2020年に始まった新型コロナウイルスの感
染拡大である。
　少し新型コロナウイルスと規制との関係を見ると、　
2021年に入り、1月7日、第2回目の緊急事態宣言を東
京、千葉、埼玉、神奈川の1都3県に発令し、13日には、新
型コロナウイルスの拡大に伴い、大阪、京都、兵庫、愛知、
岐阜、福岡、茨城の2府5県に宣言を拡大した。さらに、栃
木を除く10都府県では、3月7日まで延長となる。
　第2回目の緊急事態宣言は都府県別で飲食に特化し
ているため、飲食店では、売上高に大きな影響が生じる。
　2020年年末から2021年年
始にかけてはクリスマス、忘年
会、新年会など書き入れ時の時
期であるが、この期間に自粛要
請が実施されると、飲食店にとっ
て深刻な状況となる。
　また、従来、インバウンド効果
が外食業界を後押していた状
況であったが、そのインバウンド
も日本への入国が制限されたこ
とでほぼ観光客がゼロとなり、
売上高減少に追い打ちをかけ
ている。
　具体的な要請内容は、飲食店
の営業時間を20時までに短縮、
酒類提供は19時までとなってい
る。また、消費者に対しては不要

不急の外出自粛などが盛り込まれている。
　なお、協力金は1日最大4万円から6万円に、事業者ご
とから店舗ごとに改善されたが、大部分の飲食店では
経営が厳しい状況となっている。
　2022年では、新型コロナ感染の抑制と経済活動の
推進という政策のもと、年間を通して緊急事態宣言等
の規制がなく、飲食店も通常営業に戻り、売上も徐々に
戻りつつある状況となっている。 
　このようなことを踏まえて、新型コロナ禍、3年目を迎
えた外食産業界はどのようであったか検討する。

 2．外食企業の売上高等の状況

　（一社）日本フードサービス協会の外食産業動向調査
によると、2022年の年間売上高は前年より13.3％増加

No.3 2022年、外食企業の売上動向

図 1　外食企業の年計売上高の推移
資料：（一社）日本フードサービス協会「JF外食産業動向調査」より作成
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【１】 相談受付の概要
（１）受付件数

受付件数は14件。
（２）特　　徴

◇事故クレームは０件。 
◇品質クレームは０件。
◇一般相談は14件。
・インターネットのフリマサイトで「新品」「安全品」と説明されている石油ストーブを購入し
た。製品を受け取った時点で受領確認メールを送ったため取引成立となったが、半月後初
めて使用するのに灯油を入れたところ、火力調節ダイヤル部分から灯油が漏れカーペット
が汚損し、気が付かず点火していたら大事故になるところだった。すぐにフリマサイトに連
絡したが、取引が完了しているため、取り消しや返金は不可と言われてしまった。どうした
らよいかと相談。

　　インターネットのショッピングサイトにおいて、同じ型番の製品が屋外専用製品として販
売されており、屋内用としての安全基準を満たしたPSCマーク（特定製品）適合品ではな
く、銘板もない。製造国、メーカー名、製造日も不明。出品者の製品の購入先や購入まで
の保管状況も不明であることから、製造メーカーへのＰＬ対応要求は実質不可能と思われ
る。また、フリマサイトの規約上、製品の安全動作を確認せず契約成立メールを送ったこ
とは購入者側の過失であり、返品返金は容易ではないだろう。ＰＬＣではこれ以上の対応
はできないが、不良品を安全品として出した出品者にも問題はあると考えられるため、ＰＬ
法以外での解決策がないか無料弁護士相談などに相談されることを勧めた。また、今後同
様の事故を防ぐためにも、フリマサイトでの出品者評価等で事実を公開すべきと伝え、こ
れからは、特に安全性を求められる燃焼器具の中古品を購入の際は、契約や使用前に必
ず動作確認を行うようお願いし、相談者が納得されたため終了とした。

・メーカーの違うカセットこんろとカセットボンベを組み合わせて使用してはいけないと言
われているが、自分のまわりで事故が起きたという話は聞かない。本当に危険なのか。い
ままでにどのくらいの数の事故があったのかとの問い合わせ。

　　カセットこんろは、異なるメーカーのカセットボンベとの組み合わせでの検査は行って
いないため、指定の組み合わせ以外の使用は安全保証ができない。点火不良やガス漏れ
が起こる可能性があり、万が一事故が発生しても被害補償を受けることができないた
め、表示どおりに使用していただくよう案内。また事故数に関してはＰＬセンターでは把握
していないことを説明した。

・先月ガス給湯機を交換してから湯温や湯量が安定しない。風呂の湯はりは問題ないが、蛇
口から出湯すると異音がして湯量が増減する。取付業者に連絡し、機器を無償交換しても
らえることになったが、風呂場給湯配管等が原因であれば、機器を交換しても現象が改善
するとは限らないと言われた。配管が原因の場合、今回の給湯器交換によって起きた可能
性はあるか。その場合、配管修理費用は自分が負担するのかとの相談。

　　湯温が安定しない場合の対策を提案することはできるが、話を聞いただけで、不具合の
原因や費用負担に関して回答することはできない。まずは機器交換をした上で、不具合が
続くようであればマンション管理会社などに相談してはどうかと助言した。

ＩＮＦＯＲＭＡＴＩＯＮ
2023
1月 ガス石油機器ＰＬセンター

【２】 受付実績合計
（１）２０２3年１月度

　　　　

【３】 主な関係行事
今月は０件。

【４】 事故クレーム
今月は０件。

【５】 未解決の案件処理状況（インフォメーションで掲載した事故案件）
１月度の未解決案件処理件数は０件。

2023.3　厨  房　38



2023 年 2月22日2 校

023140-01_ 月刊厨房 2023 年 3月号 _インフォメーション

【１】 相談受付の概要
（１）受付件数

受付件数は14件。
（２）特　　徴

◇事故クレームは０件。 
◇品質クレームは０件。
◇一般相談は14件。
・インターネットのフリマサイトで「新品」「安全品」と説明されている石油ストーブを購入し
た。製品を受け取った時点で受領確認メールを送ったため取引成立となったが、半月後初
めて使用するのに灯油を入れたところ、火力調節ダイヤル部分から灯油が漏れカーペット
が汚損し、気が付かず点火していたら大事故になるところだった。すぐにフリマサイトに連
絡したが、取引が完了しているため、取り消しや返金は不可と言われてしまった。どうした
らよいかと相談。

　　インターネットのショッピングサイトにおいて、同じ型番の製品が屋外専用製品として販
売されており、屋内用としての安全基準を満たしたPSCマーク（特定製品）適合品ではな
く、銘板もない。製造国、メーカー名、製造日も不明。出品者の製品の購入先や購入まで
の保管状況も不明であることから、製造メーカーへのＰＬ対応要求は実質不可能と思われ
る。また、フリマサイトの規約上、製品の安全動作を確認せず契約成立メールを送ったこ
とは購入者側の過失であり、返品返金は容易ではないだろう。ＰＬＣではこれ以上の対応
はできないが、不良品を安全品として出した出品者にも問題はあると考えられるため、ＰＬ
法以外での解決策がないか無料弁護士相談などに相談されることを勧めた。また、今後同
様の事故を防ぐためにも、フリマサイトでの出品者評価等で事実を公開すべきと伝え、こ
れからは、特に安全性を求められる燃焼器具の中古品を購入の際は、契約や使用前に必
ず動作確認を行うようお願いし、相談者が納得されたため終了とした。

・メーカーの違うカセットこんろとカセットボンベを組み合わせて使用してはいけないと言
われているが、自分のまわりで事故が起きたという話は聞かない。本当に危険なのか。い
ままでにどのくらいの数の事故があったのかとの問い合わせ。

　　カセットこんろは、異なるメーカーのカセットボンベとの組み合わせでの検査は行って
いないため、指定の組み合わせ以外の使用は安全保証ができない。点火不良やガス漏れ
が起こる可能性があり、万が一事故が発生しても被害補償を受けることができないた
め、表示どおりに使用していただくよう案内。また事故数に関してはＰＬセンターでは把握
していないことを説明した。

・先月ガス給湯機を交換してから湯温や湯量が安定しない。風呂の湯はりは問題ないが、蛇
口から出湯すると異音がして湯量が増減する。取付業者に連絡し、機器を無償交換しても
らえることになったが、風呂場給湯配管等が原因であれば、機器を交換しても現象が改善
するとは限らないと言われた。配管が原因の場合、今回の給湯器交換によって起きた可能
性はあるか。その場合、配管修理費用は自分が負担するのかとの相談。

　　湯温が安定しない場合の対策を提案することはできるが、話を聞いただけで、不具合の
原因や費用負担に関して回答することはできない。まずは機器交換をした上で、不具合が
続くようであればマンション管理会社などに相談してはどうかと助言した。

【２】 受付実績合計
（１）２０２3年１月度

　　　　

【３】 主な関係行事
今月は０件。

【４】 事故クレーム
今月は０件。

【５】 未解決の案件処理状況（インフォメーションで掲載した事故案件）
１月度の未解決案件処理件数は０件。

累計 （前年累計）相談者/内容
消費者
事業者
司法・行政
その他
計  (前年実績)
累計 （前年累計）

事故クレーム
0
0
０
０
0 (0)
0 (0)

品質クレーム
0
0
０
０
0 (1)
0 (1)

一般相談
10
1
3
０
14 (22)
14 (22)

10
1
3
0
14

(17)
(2)
(4)
(0)
 (23)

10
1
3
0
14
14

(17)
(2)
(4)
(0)

（23）
（23）

※累計は1月のみ

計 （前年実績）

日本厨房工業会
ホームページ
https://jfea.or.jp 
のここです!

工業会会員企業の皆さまの、

2023 年 2月22日2 校

023140-01_ 月刊厨房 2023 年 3月号 _インフォメーション

【１】 相談受付の概要
（１）受付件数

受付件数は14件。
（２）特　　徴

◇事故クレームは０件。 
◇品質クレームは０件。
◇一般相談は14件。
・インターネットのフリマサイトで「新品」「安全品」と説明されている石油ストーブを購入し
た。製品を受け取った時点で受領確認メールを送ったため取引成立となったが、半月後初
めて使用するのに灯油を入れたところ、火力調節ダイヤル部分から灯油が漏れカーペット
が汚損し、気が付かず点火していたら大事故になるところだった。すぐにフリマサイトに連
絡したが、取引が完了しているため、取り消しや返金は不可と言われてしまった。どうした
らよいかと相談。

　　インターネットのショッピングサイトにおいて、同じ型番の製品が屋外専用製品として販
売されており、屋内用としての安全基準を満たしたPSCマーク（特定製品）適合品ではな
く、銘板もない。製造国、メーカー名、製造日も不明。出品者の製品の購入先や購入まで
の保管状況も不明であることから、製造メーカーへのＰＬ対応要求は実質不可能と思われ
る。また、フリマサイトの規約上、製品の安全動作を確認せず契約成立メールを送ったこ
とは購入者側の過失であり、返品返金は容易ではないだろう。ＰＬＣではこれ以上の対応
はできないが、不良品を安全品として出した出品者にも問題はあると考えられるため、ＰＬ
法以外での解決策がないか無料弁護士相談などに相談されることを勧めた。また、今後同
様の事故を防ぐためにも、フリマサイトでの出品者評価等で事実を公開すべきと伝え、こ
れからは、特に安全性を求められる燃焼器具の中古品を購入の際は、契約や使用前に必
ず動作確認を行うようお願いし、相談者が納得されたため終了とした。

・メーカーの違うカセットこんろとカセットボンベを組み合わせて使用してはいけないと言
われているが、自分のまわりで事故が起きたという話は聞かない。本当に危険なのか。い
ままでにどのくらいの数の事故があったのかとの問い合わせ。

　　カセットこんろは、異なるメーカーのカセットボンベとの組み合わせでの検査は行って
いないため、指定の組み合わせ以外の使用は安全保証ができない。点火不良やガス漏れ
が起こる可能性があり、万が一事故が発生しても被害補償を受けることができないた
め、表示どおりに使用していただくよう案内。また事故数に関してはＰＬセンターでは把握
していないことを説明した。

・先月ガス給湯機を交換してから湯温や湯量が安定しない。風呂の湯はりは問題ないが、蛇
口から出湯すると異音がして湯量が増減する。取付業者に連絡し、機器を無償交換しても
らえることになったが、風呂場給湯配管等が原因であれば、機器を交換しても現象が改善
するとは限らないと言われた。配管が原因の場合、今回の給湯器交換によって起きた可能
性はあるか。その場合、配管修理費用は自分が負担するのかとの相談。

　　湯温が安定しない場合の対策を提案することはできるが、話を聞いただけで、不具合の
原因や費用負担に関して回答することはできない。まずは機器交換をした上で、不具合が
続くようであればマンション管理会社などに相談してはどうかと助言した。

ＩＮＦＯＲＭＡＴＩＯＮ
2023
1月 ガス石油機器ＰＬセンター

【２】 受付実績合計
（１）２０２3年１月度

　　　　

【３】 主な関係行事
今月は０件。

【４】 事故クレーム
今月は０件。

【５】 未解決の案件処理状況（インフォメーションで掲載した事故案件）
１月度の未解決案件処理件数は０件。
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　JFEA業務用厨房設備機器基準は、食品設備機器の材料、構造、強度、性能、取り扱いお
よび表示に関する最小限の要求事項を定めることにより、食品衛生、使用者の安全および環
境保全に寄与することを目的とし、制定しました。技術基準は、業務用厨房設備機器共通基
準とそれを補う６つの個別基準（業務用厨房板金製品基準、業務用厨房熱機器基準、業務用
冷蔵庫・冷凍庫基準、業務用厨房食品加工機器基準、業務用厨房サービス機器基準、業務用
食器洗浄機基準）により構成されています。
　前記の技術基準に製品が適合しているか否かを自主検査員により確認し、適合した機器を一般社団法人日本厨
房工業会に登録する制度です。
※JFEA業務用厨房設備機器基準は日本厨房工業会HPにて公開されています。

JFEA業務用厨房設備機器基準登録制度・登録一覧

業務用厨房設備機器
基準適合

会　社　名 分　　　　類 親型式(シリーズ)

㈱コメットカトウ

レンジ DX2-1575FJ

テーブルレンジ
CI-157-□□□T
DX2-1575T
CIH-157-□□□T

ローレンジ CI-157-□□□L
CIH-157-□□□L

立体炊飯器 CRA2-150NJ

フライヤ
CF2-GA18
CF2-GA23W
CF2-GD27

タニコー㈱

レンジ THI-3NN
TSGR-1532A-J

テーブルレンジ
TIH-S555N
TSGT-1532-SP
TSGT-1843A

煮炊釜 TE-100TP
炊飯器 TGRC-2CDT

フライヤ D-TGFL-C130W-J
TIFL-105WN-J

麺ゆで器 TU-90AWN-J
ドアタイプ洗浄機 TDWＤ-6G(R,L)

台

D-MT-180B-J
TTS-WCT-180ANB-J
TTS-WCT-180DNB-J
TTS-WT-180ADNB-J
TTS-WT-180ANB-J
TX-MT-120-J
TX-WCT-180ADNB-J
TX-WCT-180ANB-J
TX-WT-180ADNB-J
TX-WT-180ANB-J

シンク
D2-3S-300BW-J
TTS-1S-150ANB-J
TX-1S-150ANB-J

水切り台 TTS-CL-90A-J
TX-CL-90A-J

戸棚 TX-CB-180A-J
吊戸棚 TX-HCB-180-J
パイプ棚 TX-P-180L-J
平棚 TX-H-180L-J
上棚 TX-W-180-J

パンラック N-TES-19-6118S
TX-PR-180A-J

㈱中西製作所 生産本部 コンベアタイプ洗浄機 EODC-M13EA-RTA

会　社　名 分　　　　類 親型式(シリーズ)

ニチワ電機㈱

テーブルレンジ MIR-1055SA-N-J
MIR-5TA-N-J

スチームコンベクションオーブン SCOS-201RY-R-J
SCOS-610RY-R-J

立体炊飯器 ERC-27NE-J
フライヤ SEFD-18K-J
蒸し器 NES-650N-9-J
麺ゆで器 ENBN-C46S

日本調理機㈱ 立体炊飯器 ARCX-2GT
回転釜 DGK-60JSH-D

㈱フジマックネオ テーブルレンジ NGTNS1575
フライヤ NGFR18NB

㈱フジマック

レンジ FIC304525

テーブルレンジ FIC906006TF
FGTNS157532

フライヤ FGF2723R
FGF25NB

㈱マルゼン

レンジ
MIHX-ＪS05C
MIR-127X
MIR-127XB

テーブルレンジ

MIT-127
MITX-S55C
RGT-S127
SMT-097
MIT-127B
MITX-S55D
RGT-S127B

ローレンジ MHIL-10S

スチームコンベクションオーブン SSCX-06HNU
SSCX-P20NU

立体炊飯器 MRC-X2C
MERC-X2

フライヤ

MXF-046FB
MGF-CE16
MXF-046C
MXF-046FC
MIF-18D

蒸し器 MUS-066D
MUSE-066B1

麺ゆで器 MREK-44
MRLN-03C

ドアタイプ洗浄機 MDDTB7E
MDDTB8E

台

BH-157
BWD-157
DBW-159W
MH-157X
MWD-157X

シンク
BSM2-156R
DBS2-159W
MM2-156RX

水切り台 BSW-126
MSW-127X

戸棚 BDS-157
吊戸棚 BCS9-1835S

親型式：99機種、子型式：2,608 機種

K

初校 初校2023年 2月15日

023140-01_ 月刊厨房 _2023 年 3月号 _登録機器基準
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　JFEA業務用厨房設備機器基準は、食品設備機器の材料、構造、強度、性能、取り扱いお
よび表示に関する最小限の要求事項を定めることにより、食品衛生、使用者の安全および環
境保全に寄与することを目的とし、制定しました。技術基準は、業務用厨房設備機器共通基
準とそれを補う６つの個別基準（業務用厨房板金製品基準、業務用厨房熱機器基準、業務用
冷蔵庫・冷凍庫基準、業務用厨房食品加工機器基準、業務用厨房サービス機器基準、業務用
食器洗浄機基準）により構成されています。
　前記の技術基準に製品が適合しているか否かを自主検査員により確認し、適合した機器を一般社団法人日本厨
房工業会に登録する制度です。
※JFEA業務用厨房設備機器基準は日本厨房工業会HPにて公開されています。

JFEA業務用厨房設備機器基準登録制度・登録一覧

業務用厨房設備機器
基準適合

会　社　名 分　　　　類 親型式(シリーズ)

㈱コメットカトウ

レンジ DX2-1575FJ

テーブルレンジ
CI-157-□□□T
DX2-1575T
CIH-157-□□□T

ローレンジ CI-157-□□□L
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立体炊飯器 CRA2-150NJ

フライヤ
CF2-GA18
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タニコー㈱

レンジ THI-3NN
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テーブルレンジ
TIH-S555N
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TSGT-1843A
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フライヤ D-TGFL-C130W-J
TIFL-105WN-J

麺ゆで器 TU-90AWN-J
ドアタイプ洗浄機 TDWＤ-6G(R,L)

台

D-MT-180B-J
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TTS-WT-180ANB-J
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TX-WT-180ADNB-J
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シンク
D2-3S-300BW-J
TTS-1S-150ANB-J
TX-1S-150ANB-J

水切り台 TTS-CL-90A-J
TX-CL-90A-J

戸棚 TX-CB-180A-J
吊戸棚 TX-HCB-180-J
パイプ棚 TX-P-180L-J
平棚 TX-H-180L-J
上棚 TX-W-180-J

パンラック N-TES-19-6118S
TX-PR-180A-J

㈱中西製作所 生産本部 コンベアタイプ洗浄機 EODC-M13EA-RTA

会　社　名 分　　　　類 親型式(シリーズ)

ニチワ電機㈱

テーブルレンジ MIR-1055SA-N-J
MIR-5TA-N-J

スチームコンベクションオーブン SCOS-201RY-R-J
SCOS-610RY-R-J

立体炊飯器 ERC-27NE-J
フライヤ SEFD-18K-J
蒸し器 NES-650N-9-J
麺ゆで器 ENBN-C46S

日本調理機㈱ 立体炊飯器 ARCX-2GT
回転釜 DGK-60JSH-D

㈱フジマックネオ テーブルレンジ NGTNS1575
フライヤ NGFR18NB

㈱フジマック

レンジ FIC304525

テーブルレンジ FIC906006TF
FGTNS157532

フライヤ FGF2723R
FGF25NB

㈱マルゼン

レンジ
MIHX-ＪS05C
MIR-127X
MIR-127XB

テーブルレンジ

MIT-127
MITX-S55C
RGT-S127
SMT-097
MIT-127B
MITX-S55D
RGT-S127B

ローレンジ MHIL-10S

スチームコンベクションオーブン SSCX-06HNU
SSCX-P20NU

立体炊飯器 MRC-X2C
MERC-X2

フライヤ

MXF-046FB
MGF-CE16
MXF-046C
MXF-046FC
MIF-18D

蒸し器 MUS-066D
MUSE-066B1

麺ゆで器 MREK-44
MRLN-03C

ドアタイプ洗浄機 MDDTB7E
MDDTB8E

台

BH-157
BWD-157
DBW-159W
MH-157X
MWD-157X

シンク
BSM2-156R
DBS2-159W
MM2-156RX

水切り台 BSW-126
MSW-127X

戸棚 BDS-157
吊戸棚 BCS9-1835S

親型式：99機種、子型式：2,608 機種

K K

初校 2023年 2月15日

　JFEA業務用厨房設備機器基準は、食品設備機器の材料、構造、強度、性能、取り扱いお
よび表示に関する最小限の要求事項を定めることにより、食品衛生、使用者の安全および環
境保全に寄与することを目的とし、制定しました。技術基準は、業務用厨房設備機器共通基
準とそれを補う６つの個別基準（業務用厨房板金製品基準、業務用厨房熱機器基準、業務用
冷蔵庫・冷凍庫基準、業務用厨房食品加工機器基準、業務用厨房サービス機器基準、業務用
食器洗浄機基準）により構成されています。
　前記の技術基準に製品が適合しているか否かを自主検査員により確認し、適合した機器を一般社団法人日本厨
房工業会に登録する制度です。
※JFEA業務用厨房設備機器基準は日本厨房工業会HPにて公開されています。

JFEA業務用厨房設備機器基準登録制度・登録一覧

業務用厨房設備機器
基準適合

会　社　名 分　　　　類 親型式(シリーズ)

㈱コメットカトウ

レンジ DX2-1575FJ

テーブルレンジ
CI-157-□□□T
DX2-1575T
CIH-157-□□□T

ローレンジ CI-157-□□□L
CIH-157-□□□L

立体炊飯器 CRA2-150NJ

フライヤ
CF2-GA18
CF2-GA23W
CF2-GD27

タニコー㈱

レンジ THI-3NN
TSGR-1532A-J

テーブルレンジ
TIH-S555N
TSGT-1532-SP
TSGT-1843A

煮炊釜 TE-100TP
炊飯器 TGRC-2CDT

フライヤ D-TGFL-C130W-J
TIFL-105WN-J

麺ゆで器 TU-90AWN-J
ドアタイプ洗浄機 TDWＤ-6G(R,L)

台

D-MT-180B-J
TTS-WCT-180ANB-J
TTS-WCT-180DNB-J
TTS-WT-180ADNB-J
TTS-WT-180ANB-J
TX-MT-120-J
TX-WCT-180ADNB-J
TX-WCT-180ANB-J
TX-WT-180ADNB-J
TX-WT-180ANB-J

シンク
D2-3S-300BW-J
TTS-1S-150ANB-J
TX-1S-150ANB-J

水切り台 TTS-CL-90A-J
TX-CL-90A-J

戸棚 TX-CB-180A-J
吊戸棚 TX-HCB-180-J
パイプ棚 TX-P-180L-J
平棚 TX-H-180L-J
上棚 TX-W-180-J

パンラック N-TES-19-6118S
TX-PR-180A-J

㈱中西製作所 生産本部 コンベアタイプ洗浄機 EODC-M13EA-RTA

会　社　名 分　　　　類 親型式(シリーズ)

ニチワ電機㈱

テーブルレンジ MIR-1055SA-N-J
MIR-5TA-N-J

スチームコンベクションオーブン SCOS-201RY-R-J
SCOS-610RY-R-J

立体炊飯器 ERC-27NE-J
フライヤ SEFD-18K-J
蒸し器 NES-650N-9-J
麺ゆで器 ENBN-C46S

日本調理機㈱ 立体炊飯器 ARCX-2GT
回転釜 DGK-60JSH-D

㈱フジマックネオ テーブルレンジ NGTNS1575
フライヤ NGFR18NB

㈱フジマック

レンジ FIC304525

テーブルレンジ FIC906006TF
FGTNS157532

フライヤ FGF2723R
FGF25NB

㈱マルゼン

レンジ
MIHX-ＪS05C
MIR-127X
MIR-127XB

テーブルレンジ

MIT-127
MITX-S55C
RGT-S127
SMT-097
MIT-127B
MITX-S55D
RGT-S127B

ローレンジ MHIL-10S

スチームコンベクションオーブン SSCX-06HNU
SSCX-P20NU

立体炊飯器 MRC-X2C
MERC-X2

フライヤ

MXF-046FB
MGF-CE16
MXF-046C
MXF-046FC
MIF-18D

蒸し器 MUS-066D
MUSE-066B1

麺ゆで器 MREK-44
MRLN-03C

ドアタイプ洗浄機 MDDTB7E
MDDTB8E

台

BH-157
BWD-157
DBW-159W
MH-157X
MWD-157X

シンク
BSM2-156R
DBS2-159W
MM2-156RX

水切り台 BSW-126
MSW-127X

戸棚 BDS-157
吊戸棚 BCS9-1835S

親型式：99機種、子型式：2,608 機種

K

初校 初校2023年 2月15日
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工業会認定グリスフィルター、エクストラクター、
セパレーターに基準適合ラベルを貼付
工業会では、業務用厨房設備に付属するグリス除去装置（グリスフィルター、エ
クストラクター、セパレーター）については、「業務用厨房設備に付属するグリス
除去装置の技術基準」（日本厨房工業会の自主基準）に基づく試験を実施しており
ます。基準適合品には工業会認定のラベルを貼付し、市町村条例等で定められるグ
リス除去装置に関する規程等に適合したものとして取り扱われております。 ラベル見本

99-002-9999

●グリスフィルター技術基準適合品
認定日 技術基準適合品 認定製品コード 会社名 電話番号

22. 9. 2 ダ ブ ル チ ェ ッ ク 22-002-0201

㈱ ク ラ コ

06-6222-6711
20. 8. 4 ダ ブ ル チ ェ ッ ク Ｌ Ｌ 20-002-0202 06-6222-6711
20. 8. 4 ダ ブ ル チ ェ ッ ク Ｍ 型 20-002-0203 06-6222-6711
19. 8. 28 グ リ ー ス ダ ン パ ー 19-002-0204 06-6222-6711
21. 8. 24 バ ッ フ レ ッ シ ュ Ⅱ 21-002-1302 ㈱ ア ク シ ー 06-6682-2251
21. 2. 1 ファ イ ヤ ー グ リ ス フィル タ ー 21-002-1404 ㈱ フ カ ガ ワ 048-223-3111
21. 2. 1 フ ァ イ ヤ ー プ ル ー フ Ⅲ 型 21-002-1502 新 成 工 業 ㈱ 03-3403-4511
22. 7. 6 フ ァ イ ヤ ー プ ル ー フ Ⅳ 型 22-002-1504 03-3403-4511
19. 8. 28 グ リ ー サ ー 19-002-1701 ホ ー コ ス ㈱ 084-922-2855
19. 8. 28 Ｖ フ ィ ル タ ー 19-002-1704 084-922-2855
21. 2. 1 Ｊ Ｇ Ｚ グ リ ス フ ィ ル タ ー 21-002-2004 日 本 設 備 企 画 ㈱ 06-6266-2895
19. 2. 13 エ ー ス フ ィ ル タ ー 19-002-2601

エ ー ス 工 機 ㈱

03-3843-4851
19. 2. 13 ニ ッ ク フ ィ ル タ ー 19-002-2604 03-3843-4851
18. 6. 26 チ ャ コ フ ィ ル タ ー 18-002-2605 03-3843-4851
22. 10. 31 ト ッ プ フ ィ ル タ ー ０ １ 22-002-2606 03-3843-4851
20. 8. 4 A F B フ ィ ル タ ー 20-002-2607 03-3843-4851
20. 8. 4 A B フ ィ ル タ ー 20-002-2608 03-3843-4851
19. 8. 28 ク リ ー ン テ ッ ク フ ィ ル タ ー 19-002-2701 ク リ ー ン テ ッ ク ㈱ 042-939-1635
18. 6. 26 ニ ュ ー オ ン リ ー ワ ン 18-002-2803 ㈱ 安 達 工 業 0766-28-8100
21. 12. 6 ニ ュ ー オ ン リ ー ワ ン ( 薄 型 ) 21-002-2804 0766-28-8100
21. 8. 24 Ｅ Ｘ グ リ ス フ ィ ル タ ー 21-002-2902 ㈱ エ ル ク 03-5379-1522
21. 8. 24 ＥＸグリス フィル タ ーＰタ イプ 21-002-2903 03-5379-1522
19. 10. 28 ラ ン ズ テ ッ ク フ ィ ル タ ー 19-002-3002 ㈱ ラ ン ズ 03-5845-5817
19. 10. 28 エ イ エ ル フ ィ ル タ ー 19-002-3501 ㈱ エ イ エ ル 工 業 044-555-1185
21. 10. 19 ス ー パ ークリーンフィルターⅡ 21-002-3902 津 守 興 業 ㈱ 048-222-6187
21. 10. 19 ス ー パ ークリーンフィルターⅢ 21-002-3903 048-222-6187
21. 5. 11 カルミックグリスフィルターＧＦ－Ｆ 21-002-4001 日 本 カ ル ミ ッ ク ㈱ 03-4586-5588
21. 5. 11 カルミックグリスフィルターＧＦ－Ｌ 21-002-4005 03-4586-5588
21. 8. 24 グ リ ス フ ィ ル タ ー Ｌ ８ 型 21-002-4201

㈱ ダ ス キ ン
06-6821-5186

21. 8. 24 グ リ ス フ ィル タ ー Ｌ３－ Ⅲ 型 21-002-4204 06-6821-5186
19. 4. 3 グ リ ス フ ィ ル タ ー H 型 19-002-4205 06-6821-5186
22. 12. 19 コ ー ワ ・ ク リ ー ン ポ ー ト 22-002-4801 ㈱ ア ク ア エ ア ー 045-859-9041
22. 9. 2 ソ ー レ Ⅱ 型 22-002-4904 日 之 出 ㈱ 0532-31-2237
22. 2. 7 セ ル テ ッ ク フ ィ ル タ ー Ｌ 型 22-002-5001

㈱ セ ル テ ッ ク

047-491-6654
18. 4. 25 セ ル テ ッ ク フ ィ ル タ ー B 型 18-002-5002 047-491-6654
18. 12. 4 セ ル テ ッ ク フ ィ ル タ ー Ｍ 型 18-002-5004 047-491-6654
20. 3. 2 セ ル テック フィル タ ー Ｍ Ｋ 型 20-002-5005 047-491-6654
17. 12. 15 Ｓ Ｋ グ リ ス フ ィ ル タ ー Ⅱ 17-002-5103 ㈱ サ ニ ク リ ー ン 03-3276-7274
18. 6. 26 ユ ニ フ ィ ル タ ー 18-002-5301 ㈱ ユ ニ マ ッ ト ラ イ フ 03-5770-2050
22. 2. 7 Ｊ フ ィ ル タ ー 22-002-5401 シ ー バ イ エ ス ㈱ 045-640-2348
18. 4. 25 Ｊ フ ィ ル タ ー Ｂ 型 18-002-5402 045-640-2348
19. 8. 28 Ｆ Ｃ ’ ０ ９ 19-002-5501 ㈱ H A L T O N 03-5533-8840

認定日 技術基準適合品 認定製品コード 会社名 電話番号
21. 2. 1 チ ャ ン ト ル フ ィ ル タ ー Ⅲ 21-002-5803 山 岡 金 属 工 業 ㈱ 06-6996-2351
20. 8. 4 チ ャ ン ト ル フ ィ ル タ ー Ⅳ 20-002-5804 06-6996-2351
22. 2. 7 Ｅ Ｃ Ｏ ウ ェ ー ブ 22-002-5901 オ ピ ニ オ ン ㈱ 03-5545-1691
21. 2. 1 Ｅ Ｃ Ｏ ウ ェ ー ブ α 21-002-5902 03-5545-1691
21. 8. 24 プ ラ ス ワ ン 21-002-4401

㈱ 日 工 テ ク ノ
0480-36-1431

22. 10. 31 プ ラ ス ワ ン ・ ス ー パ ー 22-002-6001 0480-36-1431
２０. 3. 2 プ ラ ス ワ ン ・ ス ー パ ー ・ ネ オ 20-002-6002 0480-36-1431
22. 9. 2 Ｄ Ｆ フ ィ ル タ ー 22-002-6201 ㈱ ダ イ フ ィ ル 06-6746-3773
19. 8. 28 Ｄ Ｖ Ｓ フ ィ ル タ ー 19-002-6203 06-6746-3773
20. 10. 12 ア ル フ ァ フ ィ ル タ ー Ⅱ 20-002-6502 セ コ ム ア ル フ ァ ㈱ 03-3351-5338
17. 8. 29 C E R  S U P E R 17-002-6901 ㈱ シ ー・イ ー・ア ー ル 0466-83-4411
21. 12. 6 Ｈ １ フ ィ ル タ ー 21-002-7101 ㈱ ア ル テ ッ ク 九 州 0944-85-5011
21. 8. 24 Ｃ Ｄ フ ィ ル タ ー 21-002-7102 0944-85-5011
22. 4. 19 グ リ ス カ ッ ト 22-002-7201 ㈱ ク リ エ 053-401-5881
20. 8. 4 ウ ォ シ ュ フ ィ ル タ ー 20-002-7501 サ ン タ ㈱ 076-268-2941
18. 6. 26 グ リ ス フ ィ ル タ ー ７ ５ 18-002-7602 協 立 エ ア テ ッ ク ㈱ 092-948-5065

●グリスエクストラクター技術基準適合品
19. 8. 28 エ ア ロ ギ ミ ッ ク 19-001-0501 ㈱ ク ラ コ 06-6222-6711

●グリスセパレーター技術基準適合品
22. 9. 2 エ ア ロ ・ ウ ェ イ 22-003-0201 ㈱ ク ラ コ 06-6222-6711
19. 8. 28 Ｓ Ｏ ＩＬ  Ｓ Ｃ Ｒ Ｕ Ｂ Ｂ Ｅ Ｒ 19-003-0801 ㈱ 加 藤 厨 房 設 備 03-3745-3141
21. 10. 19 ア ク ア ク リ ー ン シ ス テ ム 21-003-0901 日 本 エ ス シ ー ㈱ 03-3221-7911
21. 5. 11 ぶ く ぶ く ジ ェ ッ ト 21-003-1004 ト ー シ ョ ー 機 材 ㈱ 03-3615-6011
21. 8. 24 バ ブ ル フ ィ ル タ ー 21-003-1604 ホ ー コ ス ㈱ 084-922-2855
21. 5. 11 ミ ス ト ロ ン 21-003-1801 サ ン タ ㈱ 076-268-2941
22. 4. 27 ミ ス ト ロ ン m i n i 22-003-1802 076-268-2941
21. 5. 11 Ｎ Ｄ Ｃ ぶ く ぶ く ジ ェ ッ ト 21-003-1901 日 本 ド ラ イ ケ ミカ ル ㈱ 03-3599-9500
19. 12. 19 バブルクリーンフード KC5-75FU型 19-003-2001 ㈱ ク リ エ 053-401-5881
2021 年度　交付ラベル　137,800 枚

023140-01_ 月刊厨房 _2023 年 3月号 _グ リスフィルター
K
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工業会認定グリスフィルター、エクストラクター、
セパレーターに基準適合ラベルを貼付
工業会では、業務用厨房設備に付属するグリス除去装置（グリスフィルター、エ
クストラクター、セパレーター）については、「業務用厨房設備に付属するグリス
除去装置の技術基準」（日本厨房工業会の自主基準）に基づく試験を実施しており
ます。基準適合品には工業会認定のラベルを貼付し、市町村条例等で定められるグ
リス除去装置に関する規程等に適合したものとして取り扱われております。 ラベル見本

99-002-9999

●グリスフィルター技術基準適合品
認定日 技術基準適合品 認定製品コード 会社名 電話番号

22. 9. 2 ダ ブ ル チ ェ ッ ク 22-002-0201

㈱ ク ラ コ

06-6222-6711
20. 8. 4 ダ ブ ル チ ェ ッ ク Ｌ Ｌ 20-002-0202 06-6222-6711
20. 8. 4 ダ ブ ル チ ェ ッ ク Ｍ 型 20-002-0203 06-6222-6711
19. 8. 28 グ リ ー ス ダ ン パ ー 19-002-0204 06-6222-6711
21. 8. 24 バ ッ フ レ ッ シ ュ Ⅱ 21-002-1302 ㈱ ア ク シ ー 06-6682-2251
21. 2. 1 ファ イ ヤ ー グ リ ス フィル タ ー 21-002-1404 ㈱ フ カ ガ ワ 048-223-3111
21. 2. 1 フ ァ イ ヤ ー プ ル ー フ Ⅲ 型 21-002-1502 新 成 工 業 ㈱ 03-3403-4511
22. 7. 6 フ ァ イ ヤ ー プ ル ー フ Ⅳ 型 22-002-1504 03-3403-4511
19. 8. 28 グ リ ー サ ー 19-002-1701 ホ ー コ ス ㈱ 084-922-2855
19. 8. 28 Ｖ フ ィ ル タ ー 19-002-1704 084-922-2855
21. 2. 1 Ｊ Ｇ Ｚ グ リ ス フ ィ ル タ ー 21-002-2004 日 本 設 備 企 画 ㈱ 06-6266-2895
19. 2. 13 エ ー ス フ ィ ル タ ー 19-002-2601

エ ー ス 工 機 ㈱

03-3843-4851
19. 2. 13 ニ ッ ク フ ィ ル タ ー 19-002-2604 03-3843-4851
18. 6. 26 チ ャ コ フ ィ ル タ ー 18-002-2605 03-3843-4851
22. 10. 31 ト ッ プ フ ィ ル タ ー ０ １ 22-002-2606 03-3843-4851
20. 8. 4 A F B フ ィ ル タ ー 20-002-2607 03-3843-4851
20. 8. 4 A B フ ィ ル タ ー 20-002-2608 03-3843-4851
19. 8. 28 ク リ ー ン テ ッ ク フ ィ ル タ ー 19-002-2701 ク リ ー ン テ ッ ク ㈱ 042-939-1635
18. 6. 26 ニ ュ ー オ ン リ ー ワ ン 18-002-2803 ㈱ 安 達 工 業 0766-28-8100
21. 12. 6 ニ ュ ー オ ン リ ー ワ ン ( 薄 型 ) 21-002-2804 0766-28-8100
21. 8. 24 Ｅ Ｘ グ リ ス フ ィ ル タ ー 21-002-2902 ㈱ エ ル ク 03-5379-1522
21. 8. 24 ＥＸグリス フィル タ ーＰタ イプ 21-002-2903 03-5379-1522
19. 10. 28 ラ ン ズ テ ッ ク フ ィ ル タ ー 19-002-3002 ㈱ ラ ン ズ 03-5845-5817
19. 10. 28 エ イ エ ル フ ィ ル タ ー 19-002-3501 ㈱ エ イ エ ル 工 業 044-555-1185
21. 10. 19 ス ー パ ークリーンフィルターⅡ 21-002-3902 津 守 興 業 ㈱ 048-222-6187
21. 10. 19 ス ー パ ークリーンフィルターⅢ 21-002-3903 048-222-6187
21. 5. 11 カルミックグリスフィルターＧＦ－Ｆ 21-002-4001 日 本 カ ル ミ ッ ク ㈱ 03-4586-5588
21. 5. 11 カルミックグリスフィルターＧＦ－Ｌ 21-002-4005 03-4586-5588
21. 8. 24 グ リ ス フ ィ ル タ ー Ｌ ８ 型 21-002-4201

㈱ ダ ス キ ン
06-6821-5186

21. 8. 24 グ リ ス フ ィル タ ー Ｌ３－ Ⅲ 型 21-002-4204 06-6821-5186
19. 4. 3 グ リ ス フ ィ ル タ ー H 型 19-002-4205 06-6821-5186
22. 12. 19 コ ー ワ ・ ク リ ー ン ポ ー ト 22-002-4801 ㈱ ア ク ア エ ア ー 045-859-9041
22. 9. 2 ソ ー レ Ⅱ 型 22-002-4904 日 之 出 ㈱ 0532-31-2237
22. 2. 7 セ ル テ ッ ク フ ィ ル タ ー Ｌ 型 22-002-5001

㈱ セ ル テ ッ ク

047-491-6654
18. 4. 25 セ ル テ ッ ク フ ィ ル タ ー B 型 18-002-5002 047-491-6654
18. 12. 4 セ ル テ ッ ク フ ィ ル タ ー Ｍ 型 18-002-5004 047-491-6654
20. 3. 2 セ ル テック フィル タ ー Ｍ Ｋ 型 20-002-5005 047-491-6654
17. 12. 15 Ｓ Ｋ グ リ ス フ ィ ル タ ー Ⅱ 17-002-5103 ㈱ サ ニ ク リ ー ン 03-3276-7274
18. 6. 26 ユ ニ フ ィ ル タ ー 18-002-5301 ㈱ ユ ニ マ ッ ト ラ イ フ 03-5770-2050
22. 2. 7 Ｊ フ ィ ル タ ー 22-002-5401 シ ー バ イ エ ス ㈱ 045-640-2348
18. 4. 25 Ｊ フ ィ ル タ ー Ｂ 型 18-002-5402 045-640-2348
19. 8. 28 Ｆ Ｃ ’ ０ ９ 19-002-5501 ㈱ H A L T O N 03-5533-8840

認定日 技術基準適合品 認定製品コード 会社名 電話番号
21. 2. 1 チ ャ ン ト ル フ ィ ル タ ー Ⅲ 21-002-5803 山 岡 金 属 工 業 ㈱ 06-6996-2351
20. 8. 4 チ ャ ン ト ル フ ィ ル タ ー Ⅳ 20-002-5804 06-6996-2351
22. 2. 7 Ｅ Ｃ Ｏ ウ ェ ー ブ 22-002-5901 オ ピ ニ オ ン ㈱ 03-5545-1691
21. 2. 1 Ｅ Ｃ Ｏ ウ ェ ー ブ α 21-002-5902 03-5545-1691
21. 8. 24 プ ラ ス ワ ン 21-002-4401

㈱ 日 工 テ ク ノ
0480-36-1431

22. 10. 31 プ ラ ス ワ ン ・ ス ー パ ー 22-002-6001 0480-36-1431
２０. 3. 2 プ ラ ス ワ ン ・ ス ー パ ー ・ ネ オ 20-002-6002 0480-36-1431
22. 9. 2 Ｄ Ｆ フ ィ ル タ ー 22-002-6201 ㈱ ダ イ フ ィ ル 06-6746-3773
19. 8. 28 Ｄ Ｖ Ｓ フ ィ ル タ ー 19-002-6203 06-6746-3773
20. 10. 12 ア ル フ ァ フ ィ ル タ ー Ⅱ 20-002-6502 セ コ ム ア ル フ ァ ㈱ 03-3351-5338
17. 8. 29 C E R  S U P E R 17-002-6901 ㈱ シ ー・イ ー・ア ー ル 0466-83-4411
21. 12. 6 Ｈ １ フ ィ ル タ ー 21-002-7101 ㈱ ア ル テ ッ ク 九 州 0944-85-5011
21. 8. 24 Ｃ Ｄ フ ィ ル タ ー 21-002-7102 0944-85-5011
22. 4. 19 グ リ ス カ ッ ト 22-002-7201 ㈱ ク リ エ 053-401-5881
20. 8. 4 ウ ォ シ ュ フ ィ ル タ ー 20-002-7501 サ ン タ ㈱ 076-268-2941
18. 6. 26 グ リ ス フ ィ ル タ ー ７ ５ 18-002-7602 協 立 エ ア テ ッ ク ㈱ 092-948-5065

●グリスエクストラクター技術基準適合品
19. 8. 28 エ ア ロ ギ ミ ッ ク 19-001-0501 ㈱ ク ラ コ 06-6222-6711

●グリスセパレーター技術基準適合品
22. 9. 2 エ ア ロ ・ ウ ェ イ 22-003-0201 ㈱ ク ラ コ 06-6222-6711
19. 8. 28 Ｓ Ｏ ＩＬ  Ｓ Ｃ Ｒ Ｕ Ｂ Ｂ Ｅ Ｒ 19-003-0801 ㈱ 加 藤 厨 房 設 備 03-3745-3141
21. 10. 19 ア ク ア ク リ ー ン シ ス テ ム 21-003-0901 日 本 エ ス シ ー ㈱ 03-3221-7911
21. 5. 11 ぶ く ぶ く ジ ェ ッ ト 21-003-1004 ト ー シ ョ ー 機 材 ㈱ 03-3615-6011
21. 8. 24 バ ブ ル フ ィ ル タ ー 21-003-1604 ホ ー コ ス ㈱ 084-922-2855
21. 5. 11 ミ ス ト ロ ン 21-003-1801 サ ン タ ㈱ 076-268-2941
22. 4. 27 ミ ス ト ロ ン m i n i 22-003-1802 076-268-2941
21. 5. 11 Ｎ Ｄ Ｃ ぶ く ぶ く ジ ェ ッ ト 21-003-1901 日 本 ド ラ イ ケ ミカ ル ㈱ 03-3599-9500
19. 12. 19 バブルクリーンフード KC5-75FU型 19-003-2001 ㈱ ク リ エ 053-401-5881
2021 年度　交付ラベル　137,800 枚

１日（水）ビキニ・デー、労働法施行記念日、豚の日
３日（金）雛祭、耳の日、金魚の日
４日（土）円の日、雑誌の日
５日（日）サンゴの日
６日（月）弟の日
７日（火）消防記念日
８日（水）ミツバチの日、みやげの日、国際女性デー
９日（木）ありがとうの日、漁業法記念日、記念切手

記念日、レコード針の日
10日（金）砂糖の日、佐渡の日、水戸の日、ミントの日
12日（日）サイフの日
13日（月）サンドイッチデー
14日（火）ホワイトデー、キャンデーの日、マシュマロ

デー

15日（水）靴の記念日、オリーブの日
16日（木）十六団子
18日（土）彼岸入り
20日（月）電卓の日
21日（火）春分の日、ランドセルの日
24日（金）彼岸明け、ホスピタリティ・デー
25日（土）電気記念日
27日（月）さくらの日
28日（火）三つ葉の日
29日（水）マリモの日、

八百屋お七の日

■ 3月（弥生） ■

K K

初校 2023年 2月15日

工業会認定グリスフィルター、エクストラクター、
セパレーターに基準適合ラベルを貼付
工業会では、業務用厨房設備に付属するグリス除去装置（グリスフィルター、エ
クストラクター、セパレーター）については、「業務用厨房設備に付属するグリス
除去装置の技術基準」（日本厨房工業会の自主基準）に基づく試験を実施しており
ます。基準適合品には工業会認定のラベルを貼付し、市町村条例等で定められるグ
リス除去装置に関する規程等に適合したものとして取り扱われております。 ラベル見本

99-002-9999

●グリスフィルター技術基準適合品
認定日 技術基準適合品 認定製品コード 会社名 電話番号

22. 9. 2 ダ ブ ル チ ェ ッ ク 22-002-0201

㈱ ク ラ コ

06-6222-6711
20. 8. 4 ダ ブ ル チ ェ ッ ク Ｌ Ｌ 20-002-0202 06-6222-6711
20. 8. 4 ダ ブ ル チ ェ ッ ク Ｍ 型 20-002-0203 06-6222-6711
19. 8. 28 グ リ ー ス ダ ン パ ー 19-002-0204 06-6222-6711
21. 8. 24 バ ッ フ レ ッ シ ュ Ⅱ 21-002-1302 ㈱ ア ク シ ー 06-6682-2251
21. 2. 1 ファ イ ヤ ー グ リ ス フィル タ ー 21-002-1404 ㈱ フ カ ガ ワ 048-223-3111
21. 2. 1 フ ァ イ ヤ ー プ ル ー フ Ⅲ 型 21-002-1502 新 成 工 業 ㈱ 03-3403-4511
22. 7. 6 フ ァ イ ヤ ー プ ル ー フ Ⅳ 型 22-002-1504 03-3403-4511
19. 8. 28 グ リ ー サ ー 19-002-1701 ホ ー コ ス ㈱ 084-922-2855
19. 8. 28 Ｖ フ ィ ル タ ー 19-002-1704 084-922-2855
21. 2. 1 Ｊ Ｇ Ｚ グ リ ス フ ィ ル タ ー 21-002-2004 日 本 設 備 企 画 ㈱ 06-6266-2895
19. 2. 13 エ ー ス フ ィ ル タ ー 19-002-2601

エ ー ス 工 機 ㈱

03-3843-4851
19. 2. 13 ニ ッ ク フ ィ ル タ ー 19-002-2604 03-3843-4851
18. 6. 26 チ ャ コ フ ィ ル タ ー 18-002-2605 03-3843-4851
22. 10. 31 ト ッ プ フ ィ ル タ ー ０ １ 22-002-2606 03-3843-4851
20. 8. 4 A F B フ ィ ル タ ー 20-002-2607 03-3843-4851
20. 8. 4 A B フ ィ ル タ ー 20-002-2608 03-3843-4851
19. 8. 28 ク リ ー ン テ ッ ク フ ィ ル タ ー 19-002-2701 ク リ ー ン テ ッ ク ㈱ 042-939-1635
18. 6. 26 ニ ュ ー オ ン リ ー ワ ン 18-002-2803 ㈱ 安 達 工 業 0766-28-8100
21. 12. 6 ニ ュ ー オ ン リ ー ワ ン ( 薄 型 ) 21-002-2804 0766-28-8100
21. 8. 24 Ｅ Ｘ グ リ ス フ ィ ル タ ー 21-002-2902 ㈱ エ ル ク 03-5379-1522
21. 8. 24 ＥＸグリス フィル タ ーＰタ イプ 21-002-2903 03-5379-1522
19. 10. 28 ラ ン ズ テ ッ ク フ ィ ル タ ー 19-002-3002 ㈱ ラ ン ズ 03-5845-5817
19. 10. 28 エ イ エ ル フ ィ ル タ ー 19-002-3501 ㈱ エ イ エ ル 工 業 044-555-1185
21. 10. 19 ス ー パ ークリーンフィルターⅡ 21-002-3902 津 守 興 業 ㈱ 048-222-6187
21. 10. 19 ス ー パ ークリーンフィルターⅢ 21-002-3903 048-222-6187
21. 5. 11 カルミックグリスフィルターＧＦ－Ｆ 21-002-4001 日 本 カ ル ミ ッ ク ㈱ 03-4586-5588
21. 5. 11 カルミックグリスフィルターＧＦ－Ｌ 21-002-4005 03-4586-5588
21. 8. 24 グ リ ス フ ィ ル タ ー Ｌ ８ 型 21-002-4201

㈱ ダ ス キ ン
06-6821-5186

21. 8. 24 グ リ ス フ ィル タ ー Ｌ３－ Ⅲ 型 21-002-4204 06-6821-5186
19. 4. 3 グ リ ス フ ィ ル タ ー H 型 19-002-4205 06-6821-5186
22. 12. 19 コ ー ワ ・ ク リ ー ン ポ ー ト 22-002-4801 ㈱ ア ク ア エ ア ー 045-859-9041
22. 9. 2 ソ ー レ Ⅱ 型 22-002-4904 日 之 出 ㈱ 0532-31-2237
22. 2. 7 セ ル テ ッ ク フ ィ ル タ ー Ｌ 型 22-002-5001

㈱ セ ル テ ッ ク

047-491-6654
18. 4. 25 セ ル テ ッ ク フ ィ ル タ ー B 型 18-002-5002 047-491-6654
18. 12. 4 セ ル テ ッ ク フ ィ ル タ ー Ｍ 型 18-002-5004 047-491-6654
20. 3. 2 セ ル テック フィル タ ー Ｍ Ｋ 型 20-002-5005 047-491-6654
17. 12. 15 Ｓ Ｋ グ リ ス フ ィ ル タ ー Ⅱ 17-002-5103 ㈱ サ ニ ク リ ー ン 03-3276-7274
18. 6. 26 ユ ニ フ ィ ル タ ー 18-002-5301 ㈱ ユ ニ マ ッ ト ラ イ フ 03-5770-2050
22. 2. 7 Ｊ フ ィ ル タ ー 22-002-5401 シ ー バ イ エ ス ㈱ 045-640-2348
18. 4. 25 Ｊ フ ィ ル タ ー Ｂ 型 18-002-5402 045-640-2348
19. 8. 28 Ｆ Ｃ ’ ０ ９ 19-002-5501 ㈱ H A L T O N 03-5533-8840

認定日 技術基準適合品 認定製品コード 会社名 電話番号
21. 2. 1 チ ャ ン ト ル フ ィ ル タ ー Ⅲ 21-002-5803 山 岡 金 属 工 業 ㈱ 06-6996-2351
20. 8. 4 チ ャ ン ト ル フ ィ ル タ ー Ⅳ 20-002-5804 06-6996-2351
22. 2. 7 Ｅ Ｃ Ｏ ウ ェ ー ブ 22-002-5901 オ ピ ニ オ ン ㈱ 03-5545-1691
21. 2. 1 Ｅ Ｃ Ｏ ウ ェ ー ブ α 21-002-5902 03-5545-1691
21. 8. 24 プ ラ ス ワ ン 21-002-4401

㈱ 日 工 テ ク ノ
0480-36-1431

22. 10. 31 プ ラ ス ワ ン ・ ス ー パ ー 22-002-6001 0480-36-1431
２０. 3. 2 プ ラ ス ワ ン ・ ス ー パ ー ・ ネ オ 20-002-6002 0480-36-1431
22. 9. 2 Ｄ Ｆ フ ィ ル タ ー 22-002-6201 ㈱ ダ イ フ ィ ル 06-6746-3773
19. 8. 28 Ｄ Ｖ Ｓ フ ィ ル タ ー 19-002-6203 06-6746-3773
20. 10. 12 ア ル フ ァ フ ィ ル タ ー Ⅱ 20-002-6502 セ コ ム ア ル フ ァ ㈱ 03-3351-5338
17. 8. 29 C E R  S U P E R 17-002-6901 ㈱ シ ー・イ ー・ア ー ル 0466-83-4411
21. 12. 6 Ｈ １ フ ィ ル タ ー 21-002-7101 ㈱ ア ル テ ッ ク 九 州 0944-85-5011
21. 8. 24 Ｃ Ｄ フ ィ ル タ ー 21-002-7102 0944-85-5011
22. 4. 19 グ リ ス カ ッ ト 22-002-7201 ㈱ ク リ エ 053-401-5881
20. 8. 4 ウ ォ シ ュ フ ィ ル タ ー 20-002-7501 サ ン タ ㈱ 076-268-2941
18. 6. 26 グ リ ス フ ィ ル タ ー ７ ５ 18-002-7602 協 立 エ ア テ ッ ク ㈱ 092-948-5065

●グリスエクストラクター技術基準適合品
19. 8. 28 エ ア ロ ギ ミ ッ ク 19-001-0501 ㈱ ク ラ コ 06-6222-6711

●グリスセパレーター技術基準適合品
22. 9. 2 エ ア ロ ・ ウ ェ イ 22-003-0201 ㈱ ク ラ コ 06-6222-6711
19. 8. 28 Ｓ Ｏ ＩＬ  Ｓ Ｃ Ｒ Ｕ Ｂ Ｂ Ｅ Ｒ 19-003-0801 ㈱ 加 藤 厨 房 設 備 03-3745-3141
21. 10. 19 ア ク ア ク リ ー ン シ ス テ ム 21-003-0901 日 本 エ ス シ ー ㈱ 03-3221-7911
21. 5. 11 ぶ く ぶ く ジ ェ ッ ト 21-003-1004 ト ー シ ョ ー 機 材 ㈱ 03-3615-6011
21. 8. 24 バ ブ ル フ ィ ル タ ー 21-003-1604 ホ ー コ ス ㈱ 084-922-2855
21. 5. 11 ミ ス ト ロ ン 21-003-1801 サ ン タ ㈱ 076-268-2941
22. 4. 27 ミ ス ト ロ ン m i n i 22-003-1802 076-268-2941
21. 5. 11 Ｎ Ｄ Ｃ ぶ く ぶ く ジ ェ ッ ト 21-003-1901 日 本 ド ラ イ ケ ミカ ル ㈱ 03-3599-9500
19. 12. 19 バブルクリーンフード KC5-75FU型 19-003-2001 ㈱ ク リ エ 053-401-5881
2021 年度　交付ラベル　137,800 枚

023140-01_ 月刊厨房 _2023 年 3月号 _グ リスフィルター
K
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023140-01_ 月刊厨房 _2023 年 3月号 _会員一覧

㈱TOSEI
トランスゲイト㈱
㈱中西製作所 東京支店
ニチワ電機㈱ 東京支店
日産設備工業㈱
㈱ニット技研
日本エスシー㈱
日本給食設備㈱
日本洗浄機㈱
日本調理機㈱
㈱ハッピージャパン
パナソニック産機システムズ㈱
㈱HALTON
ヒゴグリラー㈱ 東京営業所
フクシマガリレイ㈱ 東日本支社
㈱富士工業所
㈱フジマック
㈲藤村製作所
㈱ブロス
ホシザキ東京㈱
細山熱器㈱
ホバート・ジャパン㈱
MEIKO Clean Solutions Japan（株）
㈱マグナ
マッハ機器㈱
㈱マルキキッチンテクノ
㈱マルゼン
三浦工業㈱
㈲美濃製作所
㈱ラショナル・ジャパン
㈱ラックランド
ワシオ厨理工業㈱
㈱和田製作所

◆ 神奈川県
㈱エイエル工業
エイシン電機㈱
クールフライヤー㈱
㈱三栄コーポレーションリミテッド
㈱ゼロカラ
タイジ㈱
㈲大洋
タマ設備工業㈱
富士工業㈱
㈱両津工業

◆ 新潟県
サカタ調理機㈱
スギコ産業㈱
㈱ハイサーブウエノ
㈱ハシモト

◆ 山梨県
石川調理機㈱

◆ 長野県
㈱伊東電機工作所
テクノ・フードシステム㈱

●東海北陸支部
◆ 富山県
㈱安達工業
㈱富士厨機
ヤマヤ物産㈲

◆ 石川県
アサヒ装設㈱
サンタ㈱
ホシザキ北信越㈱

◆ 福井県
畑中厨房㈱

㈱ウィンターハルター・ジャパン
ウチダステンレス工業㈱
㈱エム・アイ・ケー
桐山工業㈱
クリーンテック㈱
㈲敬和
㈱河野製作所
㈱伸和商会
仲産業㈱
㈱中西製作所 北関東支店
㈱日工テクノ
㈱フカガワ
㈱扶洋 関東支店
㈱モリチュウ
ライステクノプロダクト㈱

◆ 千葉県
㈱関東三貴
㈱セルテック
㈱千葉工業所
㈱野田ハッピー

◆ 東京都
㈱AIHO 東京支店
秋元ステンレス工業㈱
アサヒ装設㈱ 東京営業所
東産業㈱
㈱泉設備
㈱ISEKIトータルライフサービス
イトヤ㈱
㈱上野製作所
エース工機㈱
㈱エフ・エム・アイ 東京本社
エレクター㈱
エレクトロラックス・プロフェッショナル・ジャパン㈱
㈱エレミック
㈱オーディオテクニカ
凰商事㈱
㈱大穂製作所 東京営業所
オピニオン㈱
オルガノ㈱
㈱カジワラキッチンサプライ
㈱加藤厨房設備
㈱キシ・トレーディング
北沢産業㈱
キッチンテクノ㈱
㈱キャニオン
国立厨房サービス㈱
クマノ厨房工業㈱
クリタック㈱
クリナップ㈱
コネクテッドロボティクス㈱
㈱コメットカトウ 東京支店
三幸㈱
㈱サンテックコーポレーション
サンデン・リテールシステム㈱
㈱シー・エス・シー
㈱正和
新成工業㈱
新日本厨機㈱
シンプロメンテ㈱
セコムアルファ㈱
大成工業㈱
タニコー㈱
㈱照姫
㈱戸井田製作所
東英商事㈱
東京超音波技研㈱
東京板金工業㈱
東都ビル整備工業㈱
トーエイ工業㈱
トーショー機材㈱

●北海道支部
㈱AIHO 札幌支店
エース工機㈱ 北海道営業所
エレクター㈱ 札幌オフィス
北沢産業㈱ 札幌支店
㈲北見厨房
㈱コメットカトウ 札幌営業所
サンスチール工業㈱
㈱白石製作所
タニコー㈱ 北海道事業部
厨房サービス㈱
㈱中西製作所 北海道支店
ニチワ電機㈱ 札幌営業所
日本調理機㈱ 北海道支店
パナソニック産機システムズ㈱ 北海道支店
フクシマガリレイ㈱ 北海道支店
㈱フジマック 札幌営業所
㈱ホワイトスチール工業
㈱マルゼン 札幌支店
㈱リポートサービス北海道

●東北支部
◆ 岩手県
㈱AIHO 盛岡営業所
三機商事㈱

◆ 宮城県
㈱エフ・エム・アイ 仙台営業所
エレクター㈱ 仙台オフィス
㈱大穂製作所 仙台営業所
北沢産業㈱ 仙台支店
㈱コメットカトウ 仙台営業所
タニコー㈱ 東北事業部
東北アイホー調理機㈱
㈱TOSEI 東京支社 東北営業所
㈱中西製作所 東北支店
ニチワ電機㈱ 仙台営業所
日本洗浄機㈱ 仙台営業所
日本調理機㈱ 東北支店
パナソニック産機システムズ㈱ 東北支店
フクシマガリレイ㈱ 南東北支店
㈱フジマック 東北事業部
㈱北拓機工
ホシザキ東北㈱
㈱マルゼン 仙台営業所
三浦工業㈱ 食機仙台営業課

◆ 秋田県
㈲ケーエムイー
新日産業㈱

◆ 山形県
エスキー工機㈱
㈱三陽製作所
せんじん商事㈱

◆ 福島県
㈲浅川製作所

●関東支部
◆ 茨城県
三英物産㈱
東邦厨房㈱

◆ 群馬県
伊東電機関東販売㈱
㈱大道産業
パナソニック㈱アプライアンス社
㈲坂東厨房

◆ 埼玉県
㈲イー・ジャパン・フード・サービス

フクシマガリレイ㈱ 西日本支社
㈱フジマック 九州事業部
㈱フジマックネオ
ホシザキ北九㈱
細山熱器㈱ 福岡営業所
㈲丸枝
㈱マルゼン 福岡支店

◆ 佐賀県
㈱中島製作所

◆ 長崎県
㈱長崎日調

◆ 大分県
㈱中栄工業

◆ 宮崎県
㈲丸一厨房

◆ 鹿児島県
ホシザキ南九㈱
メイワ冷熱工業㈱

◆ 沖縄県
ホシザキ沖縄㈱

賛助
あいおいニッセイ同和損害保険㈱
S・TEC㈱
岡山ガス㈱
関西電力㈱
キッチン・バス工業会
九州電力㈱
西部ガス㈱
シーバイエス㈱
四国電力㈱
商工サービス㈱
仙台市ガス局
Daigasエナジー㈱
中央職業能力開発協会
中国電力㈱
中部電力ミライズ㈱
東京ガス㈱
東京サラヤ㈱
東京電力エナジーパートナー㈱
東邦ガス㈱
東北電力㈱
（一社）日本エレクトロヒートセンター
（一財）日本ガス機器検査協会
（一社）日本ガス協会
（公社）日本給食サービス協会
（一社）日本能率協会
（一社）日本フードサービス協会
（公社）日本メディカル給食協会
（一社）日本弁当サービス協会
広島ガス㈱
北海道ガス㈱

㈲オリエンタル物産
㈱食品環境研究所
㈱創研厨房
綜合厨器㈱
タカラ産業㈱
㈱中西製作所 岡山営業所
㈱BSS
ビナン厨器㈱
㈱福井廚房
フクシマガリレイ㈱ 岡山支店
㈱マルゼン 岡山営業所
山県化学㈱

◆ 広島県
エレクター㈱ 広島オフィス
北沢産業㈱ 広島支店
㈱ケーツーエススチール
タニコー㈱ 中国四国事業部
㈱TOSEI 関西支店 広島営業所
㈱中西製作所 中四国支店
ニチワ電機㈱ 広島営業所
日本調理機㈱ 中四国支店
パナソニック産機システムズ㈱ 中四国支店
広島アイホー調理機㈱
フクシマガリレイ㈱ 広島支店
㈱フジマック 中四国事業部
㈱フロムシステムダイレクト
ホーコス㈱
ホシザキ中国㈱
㈱丸八

◆ 徳島県
㈲東四国厨房設備

◆ 香川県
㈱サムソン
四国厨房器製造㈱
㈱中西製作所 高松営業所
ニチワ電機㈱ 高松営業所
フクシマガリレイ㈱ 四国支店
ホシザキ四国㈱

◆ 愛媛県
北沢産業㈱ 松山支店
㈲厨房のウエマツ
㈱マクロキッチンキグ フジ

◆ 高知県
㈱丸三

●九州支部
◆ 福岡県
㈱AIHO 九州支店
アサヒ装設㈱ 福岡営業所
伊藤産業㈱
エース工機㈱ 九州営業所
エムケー厨設㈱
エレクター㈱ 福岡オフィス
王子テック㈱
㈱大穂製作所
押切電機㈱ 福岡営業所
北沢産業㈱ 福岡支店
協立エアテック㈱
㈱コメットカトウ 九州営業所
タニコー㈱ 九州事業部
㈱TOSEI 九州支店
㈱中西製作所 九州支店
西日本ステンレス工業㈱
ニチワ電機㈱ 福岡営業所
㈱日本エコテクノ
日本洗浄機㈱ 福岡営業所
日本調理機㈱ 九州支店
パナソニック産機システムズ㈱ 九州支店

◆ 大阪府
㈱AIHO 大阪支店
アサヒ装設㈱ 大阪営業所
エース工機㈱ 大阪営業所
ACE厨設㈱
HKI Japan㈱
㈱エフ・エム・アイ 大阪支店
エレクター㈱ 大阪支店
エレクトロラックス・プロフェッショナル・ジャパン㈱ 大阪支店
王子テック㈱ 大阪支店
㈱大穂製作所 大阪営業所
押切電機㈱ 大阪営業所
㈱尾高厨房器製作所
関西スチールネット㈱
北沢産業㈱ 大阪支店
㈱クラコ
㈱晃成技研
晃洋厨機㈱
㈱コメットカトウ 大阪営業所
㈱サンアクティス
三宝ステンレス工業㈱
三和厨房㈱
㈱シルクインダストリー
㈱千田
㈱ぞう屋
タイジ㈱西日本営業所
㈱ダイフィル
大和冷機工業㈱
タニコー㈱ 関西事業部
㈱土谷金属
㈱TOSEI 関西支店
常盤ステンレス工業㈱
直本工業㈱
㈱中西製作所
ニチワ電機㈱ 大阪支店
日本洗浄機㈱ 大阪営業所
日本調理機㈱ 関西支店
パナソニック産機システムズ㈱ 近畿支店
ヒゴグリラー㈱
㈱ヒロ・インターキッチン
フクシマガリレイ㈱
㈱フジマック 近畿事業部
㈱扶洋
㈱逢光エンジニアリング
細田工業㈱
細山熱器㈱ 大阪営業所
ホバート・ジャパン㈱ 大阪支店
MASUI総合設備機器㈱
丸一㈱
㈱マルゼン 大阪支社
㈱明和製作所
山岡金属工業㈱
㈱ワーク

◆ 兵庫県
後藤ステンレス産業
㈱サミー
㈱ショウワ
ニチワ電機㈱
㈱明城製作所

◆ 奈良県
シンコー㈱

●中四国支部
◆ 鳥取県
㈲エフエスエーシステムズ

◆ 島根県
ホクサン厨機㈱

◆ 岡山県
㈱AIHO 岡山営業所

㈱ラボー

◆ 岐阜県
共栄産業㈱
㈱シンコー製作所
㈱セイコー

◆ 静岡県
泉工業㈱
㈱クリエ
三和厨理工業㈱
㈱TOSEI 静岡事業所
東洋厨機工業㈱
㈱中松
㈱早川製作所
㈱原川商店
マルゼン厨機㈱
山田冷機工業㈱

◆ 愛知県
㈲愛知厨房製作所
㈱AIHO
イシダ厨機㈱
㈱エムラ販売
エレクター㈱ 名古屋オフィス
押切電機㈱
兼八産業㈱
北沢産業㈱ 名古屋支店
㈱コメットカトウ
㈱CEK
シーケークリーンアド㈱
シンポ㈱
タニコー㈱ 東海事業部
中日厨房設備㈱
㈱厨林堂
㈱豊田エイタツ
㈱中西製作所 名古屋支店
ニチワ電機㈱ 名古屋支店
日本洗浄機㈱ 名古屋営業所
㈱日本厨房工業
日本調理機㈱ 中部支店
服部工業㈱
パナソニック産機システムズ㈱ 中部支店
㈱パロマ
フクシマガリレイ㈱ 中部支社
㈱フジマック 名古屋事業部
ホシザキ㈱
ホシザキ東海㈱
細山熱器㈱ 名古屋出張所
㈱マルゼン 名古屋支社
㈱メイトー
㈱ライチ
リンナイ㈱
㈱渡辺事務所

◆ 三重県
㈲アイジィエー
㈱ウサミ
スズカン㈱
㈱タチバナ製作所
㈱中部コーポレーション
㈱三重特機

●関西支部
◆ 滋賀県
大洋厨房㈱
髙橋金属

◆ 京都府
FKK㈱
シェルパ㈱
㈱八木厨房機器製作所

一般社団法人日本厨房工業会会員一覧
北海道から沖縄まで、
全国をフォローする
会員ネットワーク！

最新厨房設備機器の
納入から、飲食店・給
食施設の設備設計・
施工まで、業務用厨
房に関することは、
JFEA会員にお任せ
ください。

全402社
（2023年2月27日現在）
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㈱TOSEI
トランスゲイト㈱
㈱中西製作所 東京支店
ニチワ電機㈱ 東京支店
日産設備工業㈱
㈱ニット技研
日本エスシー㈱
日本給食設備㈱
日本洗浄機㈱
日本調理機㈱
㈱ハッピージャパン
パナソニック産機システムズ㈱
㈱HALTON
ヒゴグリラー㈱ 東京営業所
フクシマガリレイ㈱ 東日本支社
㈱富士工業所
㈱フジマック
㈲藤村製作所
㈱ブロス
ホシザキ東京㈱
細山熱器㈱
ホバート・ジャパン㈱
MEIKO Clean Solutions Japan（株）
㈱マグナ
マッハ機器㈱
㈱マルキキッチンテクノ
㈱マルゼン
三浦工業㈱
㈲美濃製作所
㈱ラショナル・ジャパン
㈱ラックランド
ワシオ厨理工業㈱
㈱和田製作所

◆ 神奈川県
㈱エイエル工業
エイシン電機㈱
クールフライヤー㈱
㈱三栄コーポレーションリミテッド
㈱ゼロカラ
タイジ㈱
㈲大洋
タマ設備工業㈱
富士工業㈱
㈱両津工業

◆ 新潟県
サカタ調理機㈱
スギコ産業㈱
㈱ハイサーブウエノ
㈱ハシモト

◆ 山梨県
石川調理機㈱

◆ 長野県
㈱伊東電機工作所
テクノ・フードシステム㈱

●東海北陸支部
◆ 富山県
㈱安達工業
㈱富士厨機
ヤマヤ物産㈲

◆ 石川県
アサヒ装設㈱
サンタ㈱
ホシザキ北信越㈱

◆ 福井県
畑中厨房㈱

㈱ウィンターハルター・ジャパン
ウチダステンレス工業㈱
㈱エム・アイ・ケー
桐山工業㈱
クリーンテック㈱
㈲敬和
㈱河野製作所
㈱伸和商会
仲産業㈱
㈱中西製作所 北関東支店
㈱日工テクノ
㈱フカガワ
㈱扶洋 関東支店
㈱モリチュウ
ライステクノプロダクト㈱

◆ 千葉県
㈱関東三貴
㈱セルテック
㈱千葉工業所
㈱野田ハッピー

◆ 東京都
㈱AIHO 東京支店
秋元ステンレス工業㈱
アサヒ装設㈱ 東京営業所
東産業㈱
㈱泉設備
㈱ISEKIトータルライフサービス
イトヤ㈱
㈱上野製作所
エース工機㈱
㈱エフ・エム・アイ 東京本社
エレクター㈱
エレクトロラックス・プロフェッショナル・ジャパン㈱
㈱エレミック
㈱オーディオテクニカ
凰商事㈱
㈱大穂製作所 東京営業所
オピニオン㈱
オルガノ㈱
㈱カジワラキッチンサプライ
㈱加藤厨房設備
㈱キシ・トレーディング
北沢産業㈱
キッチンテクノ㈱
㈱キャニオン
国立厨房サービス㈱
クマノ厨房工業㈱
クリタック㈱
クリナップ㈱
コネクテッドロボティクス㈱
㈱コメットカトウ 東京支店
三幸㈱
㈱サンテックコーポレーション
サンデン・リテールシステム㈱
㈱シー・エス・シー
㈱正和
新成工業㈱
新日本厨機㈱
シンプロメンテ㈱
セコムアルファ㈱
大成工業㈱
タニコー㈱
㈱照姫
㈱戸井田製作所
東英商事㈱
東京超音波技研㈱
東京板金工業㈱
東都ビル整備工業㈱
トーエイ工業㈱
トーショー機材㈱

●北海道支部
㈱AIHO 札幌支店
エース工機㈱ 北海道営業所
エレクター㈱ 札幌オフィス
北沢産業㈱ 札幌支店
㈲北見厨房
㈱コメットカトウ 札幌営業所
サンスチール工業㈱
㈱白石製作所
タニコー㈱ 北海道事業部
厨房サービス㈱
㈱中西製作所 北海道支店
ニチワ電機㈱ 札幌営業所
日本調理機㈱ 北海道支店
パナソニック産機システムズ㈱ 北海道支店
フクシマガリレイ㈱ 北海道支店
㈱フジマック 札幌営業所
㈱ホワイトスチール工業
㈱マルゼン 札幌支店
㈱リポートサービス北海道

●東北支部
◆ 岩手県
㈱AIHO 盛岡営業所
三機商事㈱

◆ 宮城県
㈱エフ・エム・アイ 仙台営業所
エレクター㈱ 仙台オフィス
㈱大穂製作所 仙台営業所
北沢産業㈱ 仙台支店
㈱コメットカトウ 仙台営業所
タニコー㈱ 東北事業部
東北アイホー調理機㈱
㈱TOSEI 東京支社 東北営業所
㈱中西製作所 東北支店
ニチワ電機㈱ 仙台営業所
日本洗浄機㈱ 仙台営業所
日本調理機㈱ 東北支店
パナソニック産機システムズ㈱ 東北支店
フクシマガリレイ㈱ 南東北支店
㈱フジマック 東北事業部
㈱北拓機工
ホシザキ東北㈱
㈱マルゼン 仙台営業所
三浦工業㈱ 食機仙台営業課

◆ 秋田県
㈲ケーエムイー
新日産業㈱

◆ 山形県
エスキー工機㈱
㈱三陽製作所
せんじん商事㈱

◆ 福島県
㈲浅川製作所

●関東支部
◆ 茨城県
三英物産㈱
東邦厨房㈱

◆ 群馬県
伊東電機関東販売㈱
㈱大道産業
パナソニック㈱アプライアンス社
㈲坂東厨房

◆ 埼玉県
㈲イー・ジャパン・フード・サービス

フクシマガリレイ㈱ 西日本支社
㈱フジマック 九州事業部
㈱フジマックネオ
ホシザキ北九㈱
細山熱器㈱ 福岡営業所
㈲丸枝
㈱マルゼン 福岡支店

◆ 佐賀県
㈱中島製作所

◆ 長崎県
㈱長崎日調

◆ 大分県
㈱中栄工業

◆ 宮崎県
㈲丸一厨房

◆ 鹿児島県
ホシザキ南九㈱
メイワ冷熱工業㈱

◆ 沖縄県
ホシザキ沖縄㈱

賛助
あいおいニッセイ同和損害保険㈱
S・TEC㈱
岡山ガス㈱
関西電力㈱
キッチン・バス工業会
九州電力㈱
西部ガス㈱
シーバイエス㈱
四国電力㈱
商工サービス㈱
仙台市ガス局
Daigasエナジー㈱
中央職業能力開発協会
中国電力㈱
中部電力ミライズ㈱
東京ガス㈱
東京サラヤ㈱
東京電力エナジーパートナー㈱
東邦ガス㈱
東北電力㈱
（一社）日本エレクトロヒートセンター
（一財）日本ガス機器検査協会
（一社）日本ガス協会
（公社）日本給食サービス協会
（一社）日本能率協会
（一社）日本フードサービス協会
（公社）日本メディカル給食協会
（一社）日本弁当サービス協会
広島ガス㈱
北海道ガス㈱

㈲オリエンタル物産
㈱食品環境研究所
㈱創研厨房
綜合厨器㈱
タカラ産業㈱
㈱中西製作所 岡山営業所
㈱BSS
ビナン厨器㈱
㈱福井廚房
フクシマガリレイ㈱ 岡山支店
㈱マルゼン 岡山営業所
山県化学㈱

◆ 広島県
エレクター㈱ 広島オフィス
北沢産業㈱ 広島支店
㈱ケーツーエススチール
タニコー㈱ 中国四国事業部
㈱TOSEI 関西支店 広島営業所
㈱中西製作所 中四国支店
ニチワ電機㈱ 広島営業所
日本調理機㈱ 中四国支店
パナソニック産機システムズ㈱ 中四国支店
広島アイホー調理機㈱
フクシマガリレイ㈱ 広島支店
㈱フジマック 中四国事業部
㈱フロムシステムダイレクト
ホーコス㈱
ホシザキ中国㈱
㈱丸八

◆ 徳島県
㈲東四国厨房設備

◆ 香川県
㈱サムソン
四国厨房器製造㈱
㈱中西製作所 高松営業所
ニチワ電機㈱ 高松営業所
フクシマガリレイ㈱ 四国支店
ホシザキ四国㈱

◆ 愛媛県
北沢産業㈱ 松山支店
㈲厨房のウエマツ
㈱マクロキッチンキグ フジ

◆ 高知県
㈱丸三

●九州支部
◆ 福岡県
㈱AIHO 九州支店
アサヒ装設㈱ 福岡営業所
伊藤産業㈱
エース工機㈱ 九州営業所
エムケー厨設㈱
エレクター㈱ 福岡オフィス
王子テック㈱
㈱大穂製作所
押切電機㈱ 福岡営業所
北沢産業㈱ 福岡支店
協立エアテック㈱
㈱コメットカトウ 九州営業所
タニコー㈱ 九州事業部
㈱TOSEI 九州支店
㈱中西製作所 九州支店
西日本ステンレス工業㈱
ニチワ電機㈱ 福岡営業所
㈱日本エコテクノ
日本洗浄機㈱ 福岡営業所
日本調理機㈱ 九州支店
パナソニック産機システムズ㈱ 九州支店

◆ 大阪府
㈱AIHO 大阪支店
アサヒ装設㈱ 大阪営業所
エース工機㈱ 大阪営業所
ACE厨設㈱
HKI Japan㈱
㈱エフ・エム・アイ 大阪支店
エレクター㈱ 大阪支店
エレクトロラックス・プロフェッショナル・ジャパン㈱ 大阪支店
王子テック㈱ 大阪支店
㈱大穂製作所 大阪営業所
押切電機㈱ 大阪営業所
㈱尾高厨房器製作所
関西スチールネット㈱
北沢産業㈱ 大阪支店
㈱クラコ
㈱晃成技研
晃洋厨機㈱
㈱コメットカトウ 大阪営業所
㈱サンアクティス
三宝ステンレス工業㈱
三和厨房㈱
㈱シルクインダストリー
㈱千田
㈱ぞう屋
タイジ㈱西日本営業所
㈱ダイフィル
大和冷機工業㈱
タニコー㈱ 関西事業部
㈱土谷金属
㈱TOSEI 関西支店
常盤ステンレス工業㈱
直本工業㈱
㈱中西製作所
ニチワ電機㈱ 大阪支店
日本洗浄機㈱ 大阪営業所
日本調理機㈱ 関西支店
パナソニック産機システムズ㈱ 近畿支店
ヒゴグリラー㈱
㈱ヒロ・インターキッチン
フクシマガリレイ㈱
㈱フジマック 近畿事業部
㈱扶洋
㈱逢光エンジニアリング
細田工業㈱
細山熱器㈱ 大阪営業所
ホバート・ジャパン㈱ 大阪支店
MASUI総合設備機器㈱
丸一㈱
㈱マルゼン 大阪支社
㈱明和製作所
山岡金属工業㈱
㈱ワーク

◆ 兵庫県
後藤ステンレス産業
㈱サミー
㈱ショウワ
ニチワ電機㈱
㈱明城製作所

◆ 奈良県
シンコー㈱

●中四国支部
◆ 鳥取県
㈲エフエスエーシステムズ

◆ 島根県
ホクサン厨機㈱

◆ 岡山県
㈱AIHO 岡山営業所

㈱ラボー

◆ 岐阜県
共栄産業㈱
㈱シンコー製作所
㈱セイコー

◆ 静岡県
泉工業㈱
㈱クリエ
三和厨理工業㈱
㈱TOSEI 静岡事業所
東洋厨機工業㈱
㈱中松
㈱早川製作所
㈱原川商店
マルゼン厨機㈱
山田冷機工業㈱

◆ 愛知県
㈲愛知厨房製作所
㈱AIHO
イシダ厨機㈱
㈱エムラ販売
エレクター㈱ 名古屋オフィス
押切電機㈱
兼八産業㈱
北沢産業㈱ 名古屋支店
㈱コメットカトウ
㈱CEK
シーケークリーンアド㈱
シンポ㈱
タニコー㈱ 東海事業部
中日厨房設備㈱
㈱厨林堂
㈱豊田エイタツ
㈱中西製作所 名古屋支店
ニチワ電機㈱ 名古屋支店
日本洗浄機㈱ 名古屋営業所
㈱日本厨房工業
日本調理機㈱ 中部支店
服部工業㈱
パナソニック産機システムズ㈱ 中部支店
㈱パロマ
フクシマガリレイ㈱ 中部支社
㈱フジマック 名古屋事業部
ホシザキ㈱
ホシザキ東海㈱
細山熱器㈱ 名古屋出張所
㈱マルゼン 名古屋支社
㈱メイトー
㈱ライチ
リンナイ㈱
㈱渡辺事務所

◆ 三重県
㈲アイジィエー
㈱ウサミ
スズカン㈱
㈱タチバナ製作所
㈱中部コーポレーション
㈱三重特機

●関西支部
◆ 滋賀県
大洋厨房㈱
髙橋金属

◆ 京都府
FKK㈱
シェルパ㈱
㈱八木厨房機器製作所
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㈱TOSEI
トランスゲイト㈱
㈱中西製作所 東京支店
ニチワ電機㈱ 東京支店
日産設備工業㈱
㈱ニット技研
日本エスシー㈱
日本給食設備㈱
日本洗浄機㈱
日本調理機㈱
㈱ハッピージャパン
パナソニック産機システムズ㈱
㈱HALTON
ヒゴグリラー㈱ 東京営業所
フクシマガリレイ㈱ 東日本支社
㈱富士工業所
㈱フジマック
㈲藤村製作所
㈱ブロス
ホシザキ東京㈱
細山熱器㈱
ホバート・ジャパン㈱
MEIKO Clean Solutions Japan（株）
㈱マグナ
マッハ機器㈱
㈱マルキキッチンテクノ
㈱マルゼン
三浦工業㈱
㈲美濃製作所
㈱ラショナル・ジャパン
㈱ラックランド
ワシオ厨理工業㈱
㈱和田製作所

◆ 神奈川県
㈱エイエル工業
エイシン電機㈱
クールフライヤー㈱
㈱三栄コーポレーションリミテッド
㈱ゼロカラ
タイジ㈱
㈲大洋
タマ設備工業㈱
富士工業㈱
㈱両津工業

◆ 新潟県
サカタ調理機㈱
スギコ産業㈱
㈱ハイサーブウエノ
㈱ハシモト

◆ 山梨県
石川調理機㈱

◆ 長野県
㈱伊東電機工作所
テクノ・フードシステム㈱

●東海北陸支部
◆ 富山県
㈱安達工業
㈱富士厨機
ヤマヤ物産㈲

◆ 石川県
アサヒ装設㈱
サンタ㈱
ホシザキ北信越㈱

◆ 福井県
畑中厨房㈱

㈱ウィンターハルター・ジャパン
ウチダステンレス工業㈱
㈱エム・アイ・ケー
桐山工業㈱
クリーンテック㈱
㈲敬和
㈱河野製作所
㈱伸和商会
仲産業㈱
㈱中西製作所 北関東支店
㈱日工テクノ
㈱フカガワ
㈱扶洋 関東支店
㈱モリチュウ
ライステクノプロダクト㈱

◆ 千葉県
㈱関東三貴
㈱セルテック
㈱千葉工業所
㈱野田ハッピー

◆ 東京都
㈱AIHO 東京支店
秋元ステンレス工業㈱
アサヒ装設㈱ 東京営業所
東産業㈱
㈱泉設備
㈱ISEKIトータルライフサービス
イトヤ㈱
㈱上野製作所
エース工機㈱
㈱エフ・エム・アイ 東京本社
エレクター㈱
エレクトロラックス・プロフェッショナル・ジャパン㈱
㈱エレミック
㈱オーディオテクニカ
凰商事㈱
㈱大穂製作所 東京営業所
オピニオン㈱
オルガノ㈱
㈱カジワラキッチンサプライ
㈱加藤厨房設備
㈱キシ・トレーディング
北沢産業㈱
キッチンテクノ㈱
㈱キャニオン
国立厨房サービス㈱
クマノ厨房工業㈱
クリタック㈱
クリナップ㈱
コネクテッドロボティクス㈱
㈱コメットカトウ 東京支店
三幸㈱
㈱サンテックコーポレーション
サンデン・リテールシステム㈱
㈱シー・エス・シー
㈱正和
新成工業㈱
新日本厨機㈱
シンプロメンテ㈱
セコムアルファ㈱
大成工業㈱
タニコー㈱
㈱照姫
㈱戸井田製作所
東英商事㈱
東京超音波技研㈱
東京板金工業㈱
東都ビル整備工業㈱
トーエイ工業㈱
トーショー機材㈱

●北海道支部
㈱AIHO 札幌支店
エース工機㈱ 北海道営業所
エレクター㈱ 札幌オフィス
北沢産業㈱ 札幌支店
㈲北見厨房
㈱コメットカトウ 札幌営業所
サンスチール工業㈱
㈱白石製作所
タニコー㈱ 北海道事業部
厨房サービス㈱
㈱中西製作所 北海道支店
ニチワ電機㈱ 札幌営業所
日本調理機㈱ 北海道支店
パナソニック産機システムズ㈱ 北海道支店
フクシマガリレイ㈱ 北海道支店
㈱フジマック 札幌営業所
㈱ホワイトスチール工業
㈱マルゼン 札幌支店
㈱リポートサービス北海道

●東北支部
◆ 岩手県
㈱AIHO 盛岡営業所
三機商事㈱

◆ 宮城県
㈱エフ・エム・アイ 仙台営業所
エレクター㈱ 仙台オフィス
㈱大穂製作所 仙台営業所
北沢産業㈱ 仙台支店
㈱コメットカトウ 仙台営業所
タニコー㈱ 東北事業部
東北アイホー調理機㈱
㈱TOSEI 東京支社 東北営業所
㈱中西製作所 東北支店
ニチワ電機㈱ 仙台営業所
日本洗浄機㈱ 仙台営業所
日本調理機㈱ 東北支店
パナソニック産機システムズ㈱ 東北支店
フクシマガリレイ㈱ 南東北支店
㈱フジマック 東北事業部
㈱北拓機工
ホシザキ東北㈱
㈱マルゼン 仙台営業所
三浦工業㈱ 食機仙台営業課

◆ 秋田県
㈲ケーエムイー
新日産業㈱

◆ 山形県
エスキー工機㈱
㈱三陽製作所
せんじん商事㈱

◆ 福島県
㈲浅川製作所

●関東支部
◆ 茨城県
三英物産㈱
東邦厨房㈱

◆ 群馬県
伊東電機関東販売㈱
㈱大道産業
パナソニック㈱アプライアンス社
㈲坂東厨房

◆ 埼玉県
㈲イー・ジャパン・フード・サービス

フクシマガリレイ㈱ 西日本支社
㈱フジマック 九州事業部
㈱フジマックネオ
ホシザキ北九㈱
細山熱器㈱ 福岡営業所
㈲丸枝
㈱マルゼン 福岡支店

◆ 佐賀県
㈱中島製作所

◆ 長崎県
㈱長崎日調

◆ 大分県
㈱中栄工業

◆ 宮崎県
㈲丸一厨房

◆ 鹿児島県
ホシザキ南九㈱
メイワ冷熱工業㈱

◆ 沖縄県
ホシザキ沖縄㈱

賛助
あいおいニッセイ同和損害保険㈱
S・TEC㈱
岡山ガス㈱
関西電力㈱
キッチン・バス工業会
九州電力㈱
西部ガス㈱
シーバイエス㈱
四国電力㈱
商工サービス㈱
仙台市ガス局
Daigasエナジー㈱
中央職業能力開発協会
中国電力㈱
中部電力ミライズ㈱
東京ガス㈱
東京サラヤ㈱
東京電力エナジーパートナー㈱
東邦ガス㈱
東北電力㈱
（一社）日本エレクトロヒートセンター
（一財）日本ガス機器検査協会
（一社）日本ガス協会
（公社）日本給食サービス協会
（一社）日本能率協会
（一社）日本フードサービス協会
（公社）日本メディカル給食協会
（一社）日本弁当サービス協会
広島ガス㈱
北海道ガス㈱

㈲オリエンタル物産
㈱食品環境研究所
㈱創研厨房
綜合厨器㈱
タカラ産業㈱
㈱中西製作所 岡山営業所
㈱BSS
ビナン厨器㈱
㈱福井廚房
フクシマガリレイ㈱ 岡山支店
㈱マルゼン 岡山営業所
山県化学㈱

◆ 広島県
エレクター㈱ 広島オフィス
北沢産業㈱ 広島支店
㈱ケーツーエススチール
タニコー㈱ 中国四国事業部
㈱TOSEI 関西支店 広島営業所
㈱中西製作所 中四国支店
ニチワ電機㈱ 広島営業所
日本調理機㈱ 中四国支店
パナソニック産機システムズ㈱ 中四国支店
広島アイホー調理機㈱
フクシマガリレイ㈱ 広島支店
㈱フジマック 中四国事業部
㈱フロムシステムダイレクト
ホーコス㈱
ホシザキ中国㈱
㈱丸八

◆ 徳島県
㈲東四国厨房設備

◆ 香川県
㈱サムソン
四国厨房器製造㈱
㈱中西製作所 高松営業所
ニチワ電機㈱ 高松営業所
フクシマガリレイ㈱ 四国支店
ホシザキ四国㈱

◆ 愛媛県
北沢産業㈱ 松山支店
㈲厨房のウエマツ
㈱マクロキッチンキグ フジ

◆ 高知県
㈱丸三

●九州支部
◆ 福岡県
㈱AIHO 九州支店
アサヒ装設㈱ 福岡営業所
伊藤産業㈱
エース工機㈱ 九州営業所
エムケー厨設㈱
エレクター㈱ 福岡オフィス
王子テック㈱
㈱大穂製作所
押切電機㈱ 福岡営業所
北沢産業㈱ 福岡支店
協立エアテック㈱
㈱コメットカトウ 九州営業所
タニコー㈱ 九州事業部
㈱TOSEI 九州支店
㈱中西製作所 九州支店
西日本ステンレス工業㈱
ニチワ電機㈱ 福岡営業所
㈱日本エコテクノ
日本洗浄機㈱ 福岡営業所
日本調理機㈱ 九州支店
パナソニック産機システムズ㈱ 九州支店

◆ 大阪府
㈱AIHO 大阪支店
アサヒ装設㈱ 大阪営業所
エース工機㈱ 大阪営業所
ACE厨設㈱
HKI Japan㈱
㈱エフ・エム・アイ 大阪支店
エレクター㈱ 大阪支店
エレクトロラックス・プロフェッショナル・ジャパン㈱ 大阪支店
王子テック㈱ 大阪支店
㈱大穂製作所 大阪営業所
押切電機㈱ 大阪営業所
㈱尾高厨房器製作所
関西スチールネット㈱
北沢産業㈱ 大阪支店
㈱クラコ
㈱晃成技研
晃洋厨機㈱
㈱コメットカトウ 大阪営業所
㈱サンアクティス
三宝ステンレス工業㈱
三和厨房㈱
㈱シルクインダストリー
㈱千田
㈱ぞう屋
タイジ㈱西日本営業所
㈱ダイフィル
大和冷機工業㈱
タニコー㈱ 関西事業部
㈱土谷金属
㈱TOSEI 関西支店
常盤ステンレス工業㈱
直本工業㈱
㈱中西製作所
ニチワ電機㈱ 大阪支店
日本洗浄機㈱ 大阪営業所
日本調理機㈱ 関西支店
パナソニック産機システムズ㈱ 近畿支店
ヒゴグリラー㈱
㈱ヒロ・インターキッチン
フクシマガリレイ㈱
㈱フジマック 近畿事業部
㈱扶洋
㈱逢光エンジニアリング
細田工業㈱
細山熱器㈱ 大阪営業所
ホバート・ジャパン㈱ 大阪支店
MASUI総合設備機器㈱
丸一㈱
㈱マルゼン 大阪支社
㈱明和製作所
山岡金属工業㈱
㈱ワーク

◆ 兵庫県
後藤ステンレス産業
㈱サミー
㈱ショウワ
ニチワ電機㈱
㈱明城製作所

◆ 奈良県
シンコー㈱

●中四国支部
◆ 鳥取県
㈲エフエスエーシステムズ

◆ 島根県
ホクサン厨機㈱

◆ 岡山県
㈱AIHO 岡山営業所

㈱ラボー

◆ 岐阜県
共栄産業㈱
㈱シンコー製作所
㈱セイコー

◆ 静岡県
泉工業㈱
㈱クリエ
三和厨理工業㈱
㈱TOSEI 静岡事業所
東洋厨機工業㈱
㈱中松
㈱早川製作所
㈱原川商店
マルゼン厨機㈱
山田冷機工業㈱

◆ 愛知県
㈲愛知厨房製作所
㈱AIHO
イシダ厨機㈱
㈱エムラ販売
エレクター㈱ 名古屋オフィス
押切電機㈱
兼八産業㈱
北沢産業㈱ 名古屋支店
㈱コメットカトウ
㈱CEK
シーケークリーンアド㈱
シンポ㈱
タニコー㈱ 東海事業部
中日厨房設備㈱
㈱厨林堂
㈱豊田エイタツ
㈱中西製作所 名古屋支店
ニチワ電機㈱ 名古屋支店
日本洗浄機㈱ 名古屋営業所
㈱日本厨房工業
日本調理機㈱ 中部支店
服部工業㈱
パナソニック産機システムズ㈱ 中部支店
㈱パロマ
フクシマガリレイ㈱ 中部支社
㈱フジマック 名古屋事業部
ホシザキ㈱
ホシザキ東海㈱
細山熱器㈱ 名古屋出張所
㈱マルゼン 名古屋支社
㈱メイトー
㈱ライチ
リンナイ㈱
㈱渡辺事務所

◆ 三重県
㈲アイジィエー
㈱ウサミ
スズカン㈱
㈱タチバナ製作所
㈱中部コーポレーション
㈱三重特機

●関西支部
◆ 滋賀県
大洋厨房㈱
髙橋金属

◆ 京都府
FKK㈱
シェルパ㈱
㈱八木厨房機器製作所

一般社団法人日本厨房工業会会員一覧
北海道から沖縄まで、
全国をフォローする
会員ネットワーク！

最新厨房設備機器の
納入から、飲食店・給
食施設の設備設計・
施工まで、業務用厨
房に関することは、
JFEA会員にお任せ
ください。

全402社
（2023年2月27日現在）

45　厨  房　2023.3



㈱ＡＩＨＯ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・後4
㈱アクシー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・後1
アサヒ装設㈱・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・前7
㈱上野製作所・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・後3
北沢産業㈱・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・前4
スギコ産業㈱・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・後1
㈱タチバナ製作所・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・前7
三和厨理工業㈱・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・前6
㈱中西製作所・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・前2
ニチワ電機㈱・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・前1
日本洗浄機㈱・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・表2
（一社）日本ガス協会・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・前5
日本調理機㈱・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・表3
フクシマガリレイ㈱・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・表4
㈱フジマック・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・後2
ホシザキ㈱・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・前3
細山熱器㈱・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・前10

（50音順）

本号広告掲載企業名
2023年3月5日発行
第60巻／第3号
（No.645）

本誌記事の無断転載訳載を禁じます。
乱丁落丁の本誌はお取替え致します。

定価 440円（本体400円＋税10%）毎月1回5日発行

発行人
編集
広報担当副会長
広報編集委員会委員長
広報編集委員会委員

地方編集委員

谷口一郎
工業会広報編集委員会
中川幹夫
深澤及
棈松弘充／伊藤典弘
大内敏弘／高橋篤志
佐藤大輔／桑山俊之
荻原靖／黒澤雄希
吉田義一（北海道）
沼野章久（東北）
服部俊男（東海北陸）
福島隆志（関西）
福井正晃（中四国）
伊藤晴輝（九州）

●日本全国値上げの嵐、卵も値上がりして、もやしもコストを転嫁できずに生産者が激減し
悲鳴を上げている中、真に物価の優等生は給料じゃないのかと冗談が飛び交っている（一
部企業では、初任給を大幅アップさせたりしているが）。もっとも牛乳は値上げの半面、生産
抑制と廃棄、乳牛の処分が奨励されつつ、牛乳の輸入は枠いっぱい続行しているという不
思議な現象も見られるが。●30年ぐらい前はバブル景気が絶好調で、老後はスペインとか
海外で年金生活を、とか言っていたのが夢のようである。●物価対策よりも、今は5月の広
島G7に向けての成果作りがいろいろ進められているが、一つは新型コロナの第5種指定
と脱マスクだろう。1月には国内で1万人以上の死者が出ている状況で5月8日に5類移行
が決定。それにより無料検査、検査キット配布、隔離目的の宿泊療養施設、入院できない自
宅療養者への配食、パルスオキシメーター貸与等はすべて廃止。全数把握は定点把握とな
り、外出自粛要請はできなくなるという。無料ワクチンは当面維持されるようだが、東京都で
は5類移行後は、無料検査や自宅療養者への配食終了、飲食店での感染対策の必須項目
からマスク着用を削除することも決めたという。島根県の丸山知事が、5類移行と、学校の
卒業式や入学式でのマスク未着用容認を同時に進めようとする姿勢について「吹雪の中で
コートを脱ごうとしている」と評したのも頷ける話である。5類移行以降に次の波が来たら、
凄いことになりそうだが。●次に慌ただしいのが少子化対策だが、2004年に少子化社会
対策大綱が策定された時点で相当危機的状況だったのが、その後子ども手当てを潰した
り、保育所・保育士の労働環境悪化を放置したりして家庭だの女性の自立だのに責任を押
し付けていたのが、今さら……というか、この10年の遅れはもう致命的ではないのか。『日
本の少子化対策はなぜ失敗したのか？』（山田昌弘著、光文社刊）では、東アジア諸国から
「日本のようにならないためにどうすればいいか」と、反面教師として日本を研究していると
書かれており、財務省財務総合政策研究所の古村典洋氏の研究によれば、出産や子どもを
持つことによって生じる社会的に不利な状況＝チャイルドペナルティーについて、デンマー
クでは出産後の所得の落ち込みが30％に過ぎなかったものが、日本では70％程度にもの
ぼるとしている。それならば、結婚も出産も避けられるわけである。さらに公約「子ども予算
倍増」について、「子ども予算は、子どもが増えればそれに応じて増えていく」「期限を別に
区切っていない」という閣僚発言が報道されており、また「誤解した国民が悪い」で終わる
か、起承転結を承転結起にする発言と政策がどうなるか見物である。●最後に慌ただしい
のが、LGBT理解増進法案と同性婚だが、G7の参加国はLGBT差別禁止法も同性婚も法
制化しているのに日本だけが放置状態で、国内の各種世論調査も半数以上が賛成してい
るものの、それで「理解増進」という周回遅れのレベルで、政権内部が反対、もとい慎重な
議論とやらで止めている状況が今後も続くのか。●SNSで当事者が「理解しない奴は絶対
に理解しないから、理解増進法なぞいらん、奪われた権利を返せ」云々とつぶやいていた
のが印象に残っている。●春の嵐は続く。（H）

発行所　一般社団法人　日本厨房工業会
　　　　〒101-0041　東京都千代田区神田須田町2-2-5
　　　　　　　　　 翔和須田町ビルⅡ 8 階
　　　　TEL（03）5244-4834 FAX（03）5244-4835

印　刷　伊坂美術印刷株式会社
　　　　〒104-0033　東京都中央区新川2-1-5
　　　　　　　　　　THE WALL ISAKA BLDG.
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　月刊「厨房」誌の頒布先は、会員企業をはじめ、関係諸官庁、関連団
体並びにユーザー企業となっており、専門誌として強い支持と信頼
を得ております。製品とともに、企業イメージアップにも大きく繋が
るものと確信します。ぜひご検討ください。

■広告掲載のお願い

広告掲載料金（会員企業・税別）

普通１頁 （A4/4 色刷）
普通１頁 （A4/1 色刷）

）刷色4/4A（頁2/1通普
）刷色1/4A（頁2/1通普

毎　月 隔月・3カ月 単　発
 ¥75,000 ¥79,000 　　  ¥82,000 
 ¥56,000 ¥60,000 　　  ¥62,000
 ¥39,000 ¥45,000 　　  ¥50,000
 ¥29,000 ¥34,000 　　  ¥39,000

※非会員企業についてはお問い合わせください。
◆お問い合せ：広報編集　TEL　03-5244-4834

編 集 後 記
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工業会広報編集委員会
中川幹夫
深澤及
棈松弘充／伊藤典弘
大内敏弘／高橋篤志
佐藤大輔／桑山俊之
荻原靖／黒澤雄希
吉田義一（北海道）
沼野章久（東北）
服部俊男（東海北陸）
福島隆志（関西）
福井正晃（中四国）
伊藤晴輝（九州）

●日本全国値上げの嵐、卵も値上がりして、もやしもコストを転嫁できずに生産者が激減し
悲鳴を上げている中、真に物価の優等生は給料じゃないのかと冗談が飛び交っている（一
部企業では、初任給を大幅アップさせたりしているが）。もっとも牛乳は値上げの半面、生産
抑制と廃棄、乳牛の処分が奨励されつつ、牛乳の輸入は枠いっぱい続行しているという不
思議な現象も見られるが。●30年ぐらい前はバブル景気が絶好調で、老後はスペインとか
海外で年金生活を、とか言っていたのが夢のようである。●物価対策よりも、今は5月の広
島G7に向けての成果作りがいろいろ進められているが、一つは新型コロナの第5種指定
と脱マスクだろう。1月には国内で1万人以上の死者が出ている状況で5月8日に5類移行
が決定。それにより無料検査、検査キット配布、隔離目的の宿泊療養施設、入院できない自
宅療養者への配食、パルスオキシメーター貸与等はすべて廃止。全数把握は定点把握とな
り、外出自粛要請はできなくなるという。無料ワクチンは当面維持されるようだが、東京都で
は5類移行後は、無料検査や自宅療養者への配食終了、飲食店での感染対策の必須項目
からマスク着用を削除することも決めたという。島根県の丸山知事が、5類移行と、学校の
卒業式や入学式でのマスク未着用容認を同時に進めようとする姿勢について「吹雪の中で
コートを脱ごうとしている」と評したのも頷ける話である。5類移行以降に次の波が来たら、
凄いことになりそうだが。●次に慌ただしいのが少子化対策だが、2004年に少子化社会
対策大綱が策定された時点で相当危機的状況だったのが、その後子ども手当てを潰した
り、保育所・保育士の労働環境悪化を放置したりして家庭だの女性の自立だのに責任を押
し付けていたのが、今さら……というか、この10年の遅れはもう致命的ではないのか。『日
本の少子化対策はなぜ失敗したのか？』（山田昌弘著、光文社刊）では、東アジア諸国から
「日本のようにならないためにどうすればいいか」と、反面教師として日本を研究していると
書かれており、財務省財務総合政策研究所の古村典洋氏の研究によれば、出産や子どもを
持つことによって生じる社会的に不利な状況＝チャイルドペナルティーについて、デンマー
クでは出産後の所得の落ち込みが30％に過ぎなかったものが、日本では70％程度にもの
ぼるとしている。それならば、結婚も出産も避けられるわけである。さらに公約「子ども予算
倍増」について、「子ども予算は、子どもが増えればそれに応じて増えていく」「期限を別に
区切っていない」という閣僚発言が報道されており、また「誤解した国民が悪い」で終わる
か、起承転結を承転結起にする発言と政策がどうなるか見物である。●最後に慌ただしい
のが、LGBT理解増進法案と同性婚だが、G7の参加国はLGBT差別禁止法も同性婚も法
制化しているのに日本だけが放置状態で、国内の各種世論調査も半数以上が賛成してい
るものの、それで「理解増進」という周回遅れのレベルで、政権内部が反対、もとい慎重な
議論とやらで止めている状況が今後も続くのか。●SNSで当事者が「理解しない奴は絶対
に理解しないから、理解増進法なぞいらん、奪われた権利を返せ」云々とつぶやいていた
のが印象に残っている。●春の嵐は続く。（H）
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　月刊「厨房」誌の頒布先は、会員企業をはじめ、関係諸官庁、関連団
体並びにユーザー企業となっており、専門誌として強い支持と信頼
を得ております。製品とともに、企業イメージアップにも大きく繋が
るものと確信します。ぜひご検討ください。

■広告掲載のお願い

広告掲載料金（会員企業・税別）

普通１頁 （A4/4 色刷）
普通１頁 （A4/1 色刷）

）刷色4/4A（頁2/1通普
）刷色1/4A（頁2/1通普

毎　月 隔月・3カ月 単　発
 ¥75,000 ¥79,000 　　  ¥82,000 
 ¥56,000 ¥60,000 　　  ¥62,000
 ¥39,000 ¥45,000 　　  ¥50,000
 ¥29,000 ¥34,000 　　  ¥39,000

※非会員企業についてはお問い合わせください。
◆お問い合せ：広報編集　TEL　03-5244-4834

編 集 後 記
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私たちは厨房環境提案企業から、厨房の未来創造企業へ。

一歩先を行く、現場のニーズをしっかりつかむ創造力で

厨房に関わる人たちの未来を変えていきます。

厨房の未来は
NITCHOの提案力が
担います
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